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要 約 

① 国の概要 

パラオ共和国（以下、「パラオ」という。）は、フィリピンの東、ミクロネシア地域の最西端に位置

し、面積は 488km2で屋久島とほぼ同じ広さであり、ミクロネシア地域ではキリバス（720km2）、ミク

ロネシア連邦（701km2）、グアム（541km2）、に次ぐ広さを持つ。ロックアイランドと呼ばれる島々を

含めた大小 200 の島で構成されており、太平洋島嶼国の中でも特に広大な排他的経済水域を有して

いる。しかしながら、国土が広大な地域に散らばっているゆえ、国内市場が小さく、国際市場から地

理的に遠いなど、開発上の困難を抱えている。また、小島嶼国であるパラオは、エネルギー資源・食

料・消費財を全面的に輸入に頼らざるを得ず、外部の経済環境の変化に脆弱である。特に発電用エネ

ルギー資源の大部分をディーゼル発電に依存しており、エネルギー安全保障の観点からも課題があ

る。 

② プロジェクトの背景、経緯及び概要 

パラオは、観光を中心とする産業の集積地であるコロール島及び首都マルキョクの所在するバベ

ルダオブ島に全人口の約 96%が居住し、電力需要はコロール島及びバベルダオブ島南部で両島全体
の約 85%を占める。両島の年間電力需要は 84.8GWh、ピーク需要は約 12.8MW であり（2019 年）、コ
ロール島のマラカル発電所及びバベルダオブ島のアイメリーク発電所の両ディ―ゼル発電所から同

島南北を縦断する 34.5kV 送電線を介して電力が供給されている。 

バベルダオブ島とコロール島にある発変電所で遮断器があるのは、アイメリーク発電所、アイライ

変電所、マラカル発電所の 3 カ所であり、アイメリーク発電所－マラカル発電所の 34.5kV 送電線で

事故が発生した場合、マラカル発電所、アイメリーク発電所の遮断器が動作し、全区間が停電となる。 

このように現在、パラオでは、事故・災害発生時に停電時間が長くなる状況であり、電力の供給信

頼度向上（事故発生頻度の抑制、事故発生時の停電時間と停電区間の最小化）に資する送電網整備計

画を立案することが最も重要となると考えられる。 

パラオ政府は、再生可能エネルギーの比率目標を達成するために、IPP 事業フェーズを 2 つ設け、
2022 年までに 20％、2025 年までに 45％の達成を目指している。しかし、それに対応するための送配
電設備が十分でないため、今後の電力安定供給が不安視されている。そして、不安定な電力供給は経

済発展及び人々の生活水準の向上に大きな支障をきたすことが危惧されている。 

これを受けて、パラオ政府は我が国に「送電網整備計画」を要請した。 

③ 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

この要請に対し、JICA は協力準備調査団（第一次現地調査）を 2021 年 8 月 29 日から 9 月 27 日ま
でパラオに派遣し、同国関係者〔責任官庁：パラオ公共基盤・産業省（MPII）、実施機関：パラオ公
共事業公社（PPUC）〕と要請内容の再確認、実施内容の協議を行うとともに、プロジェクトサイト調

査及び関連資料の収集を実施した。 
帰国後、調査団は現地調査資料に基づき、プロジェクトの必要性、社会・経済効果、妥当性につい

て検討し、その結果を踏まえ協力準備調査報告書（案）に取りまとめた。 
第一次現地調査の結果、PPUC から要望のあった内容について、下表のとおりプロジェクトコンポ

ーネント候補の優先順位づけを行った。１から 5 のコンポーネントがプロジェクトの目標達成への
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寄与が高いと考えられるスコープとなる。優先順位 3 の「コロール変電所の建設」に関しては、PPUC
が策定した「電力系統優先計画 2021–2025」や JICA マスタープランでも提案されており、優先順位

は高いものの、パラオ側による建設予定地の選定が困難となったため、プロジェクトの対象外とした。 

プロジェクトコンポーネント候補の優先順位づけ 

優先順位 コンポーネント 

1 34.5kV送電線の建設（マラカル発電所～コクサイ変電所） 

2 マラカル発電所の拡張、コクサイ変電所の拡張、13.8kV配電線の建設

3 コロール変電所の建設

4 アイライ変電所の更新

5 マラカル発電所変圧器の交換

6 建柱車の調達 

7 エサール変電所の建設

8 マラカル発電所発電機の運転自動化

9 系統監視制御装置の導入及び運用指導 

JICA は概要説明調査団（第二次現地調査）を 2022 年 6 月 19 日から 6 月 27 日までパラオに派遣
し、協力準備調査報告書（案）の説明及び協議を行い、パラオ関係者との間で基本合意を得た。

調査の結果を基に策定した協力対象事業は、コロール島とバベルダオブ島において送変電設備を

整備することにより、両島における電力供給の信頼性・安定性の向上及び再生可能エネルギー導入の

促進を図り、もって住民生活環境の改善、並びに温室効果ガス排出削減に寄与するものである。本プ

ロジェクトの概要を、下表及び次項の図に示す。

プロジェクトの概要 

主要なコンポーネント 数量 

調達・据付 

1. 34.5kV 送電線の建設 （マラカル –コクサイ線）
（a） 34.5kV 架空線
（b） 34.5kV 地中ケーブル
（c） 34.5kV 送電線（JP橋）
（d） 34.5kV 地中ケーブル（マラカル発電所、アイライ変電所、コクサイ変電所の
送電線引き出し口まで）

約 32.0 km 
約 3.0 km 
約 0.3 km 

1 式 

2. 13.8kV 配電線の建設（既設接続点まで）
（a） 13.8kV 架空線・地中ケーブル（マラカル発電所の配電線引き出し口まで） 1 式 

3. マラカル発電所の拡張
（a） 15MVA 34.5/13.8kV 変圧器
（b） 34.5kV 開閉設備 （屋内）

1 台 
4 台 

4. アイライ変電所の更新
（a） 15MVA 34.5/13.8kV 変圧器
（b） 34.5kV 開閉設備 （屋内）

1 台 
3 台 

5. コクサイ変電所の拡張
（a） 34.5kV 開閉設備 （屋内） 5 台 

調達 
1. 調達資機材に係る保守用道工具
2. 調達資機材に係る交換部品、消耗品

1 式 
1 式 

建設 
1. 変電所建屋新設
2. 土木工事

3 棟 
1 式 

出典：調査団作成
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マラカル発電所

GG

アイメリーク発電所

GG

34.5kV/13.8kV
15MVA

34.5kV/13.8kV

34.5kV/13.8kV
6.25MVA

日本－パラオ友好橋（JP橋）

コクサイ変電所

34.5kV/13.8kV
15MVA

アイライ変電所

空港

コロール

IPP事業者が太陽光発電設備を接続（フェーズⅠ）

IPP事業者が開閉設
備を計画

凡例

: 34.5kV送電線

: 34.5kV送電線（計画）

: 発電機

: 変圧器

: 変圧器 (計画)

: 遮断器

: 遮断器 (計画)

光ファイバーケーブル (計画)

G

バベルダオブ島南部への配電

バベルダオブ島北部へ

 
出典：調査団作成 

プロジェクトの主要コンポーネント 

④ プロジェクトの工期及び概略事業費 

概略事業費は、施工・調達業者契約認証まで非公表。 
本プロジェクトの実施期間は、本体事業の閣議決定後、約 23 ヶ月である。 

⑤ プロジェクトの評価 

以下のように、本プロジェクトはパラオの開発計画やエネルギー政策の実現に資するとともに、一

般国民に裨益するものであることから、協力対象事業の妥当性は高いと判断される。さらに本プロジ

ェクトの実施および実施後の運営・維持管理についても、パラオ側の体制は人員・予算計画とも十分

であり問題はないと考えられる。 
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(1) 定量的効果 

成果指標 
基準値（2021 年） 

【実績値】 

目標値（2027 年） 

【供用開始 3 年後】 

変圧器容量(MVA) 51.05 61.05 （+10） 

  実施しない場合の発電端電力量： 

 68,200 

送電ロス低減(MWh) 0 実施する場合の発電端電力量：

 65,540 

  差分： 2,660 

送電ロス低減による CO2 排出量の削

減効果（t-CO2／年） 
0 1,921 

IPP 事業 Phase-1 の太陽光発電によ

る CO2 排出量の削減効果（t-CO2／

年）（参考） 

0 9,709 * 

停電時間（分／年・軒） 1,621 1,169 

停電頻度（回／年・軒） 30.82 23.67 

注記：変圧器容量（MVA）は、アイライ変電所の差分（5MVA）とマラカル発電所の差分（5MVA）で、合計 10MVA
の増容量となる。その他の定量的効果の与条件や計算根拠については添付資料 9, 10 に詳述する。 
＊IPP 事業による太陽光発電設備の運用開始が出来ない場合、CO2 排出量削減効果の低下が見込まれる。 

(2) 定性的効果 

現状と問題点 
本プロジェクトでの対策 

（協力対象事業） 
計画の効果・改善程度 

パラオでは、マラカル発電所～アイメリーク発電所への送電線が 1

回線しかなく、さらにアイライ変電所が T 分岐で引き込まれている。

故障区間のみを系統から切り離すことができないため、故障発生の

復旧までの時間が長くなる。 

34.5kV 送 電 線 及 び

34.5/13.8kV 変電所の建

設を行う。 

34.5kV 送電線を建設すること

で、故障時の停電範囲及び停

電時間が短縮されるため、

PPUC 職員の負担が軽減され

る。 

パラオでは、電力需要が増加する一方で、送変電設備の容量不足

や老朽化が著しく、供給不安定の大きな要因となっている。 

34.5kV 送 電 線 及 び

34.5/13.8kV 変電所の建

設を行う。 

34.5kV 変電所を建設すること

で、パラオ全土の電力供給能力

の向上により住民の生活環境

が改善する。 

IPP 事業により太陽光発電設備の建設が実施されることで、現状の系

統では 2027 年にアイライ変電所における変圧器が過負荷（約 307%）と

なる等、送電容量が不足となり、IPP 事業フェーズ１、フェーズ２を含め

た太陽光発電設備が供用開始しても、供給遮断せざるを得ない。 

34.5kV 送 電 線 及 び

34.5/13.8kV 変電所の建

設を行う。 

IPP 事業により太陽光発電設備

の建設が実施されても発電され

た電力の全容量を供給すること

が可能となる。 
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マラカル発電所変電設備拡張予定地（破線部） 

変電設備の発錆や碍子の汚損が目視にて確認された。変

電設備の老朽化進展により機器不具合に至るリスクが懸念

される。 

コクサイ変電所拡張予定地（破線部） 

本プロジェクトにおける 34.5kV送電線の建設により増加する引き

出し回線に対応するため、開閉設備棟を建設する。開閉設備棟を建

設する効果として、34.5kV送電線事故時に停電範囲を最小化して、

停電時間を最短化することが期待される。 

  

アイライ変電所更新 

重要負荷であるパラオ国際空港向けの電力はアイライ変

電所から供給している。設備老朽化が進んでいることが目視

確認され、機器不具合による故障のリスクが懸念される。用

地が狭小かつ拡張が困難であるため、更新工事には高度な

技術力が必要とされる。 

アイライ変電所 屋外開閉設備 

現在アイライ変電所は、34.5kV送電線 1回線から T分岐で接続

されている。そのため、34.5kV送電線で事故が発生し開閉設備が動

作すると、故障区間のみを系統から切り離すことができないため、全

区間が停電となる。故障発生から復旧までの時間が長くなる一つの

要因となっている。 

  

新規需要地（ショッピングモール建設・新規住宅のモデルルーム） 

大規模なショッピングモールが建設中である（2021年 9月現在）。また新規住宅が複数軒建設されている。今後ますますアイライ

州の電力需要が大きくなることが予測される。また、アイライ変電所からは、パラオ国際空港へ、マラカル発電所からはベラウ国立病

院へも電力を供給し公共施設への供給安定化が期待されている。 

調査対象地域の現況写真（1/2） 



 

 

 

  

コロール州の既設送配電線 

コロール州では、既設とは別ルートに１回線増設して 2回線化す

る。道路を横断する箇所が多く、電柱を新設するだけではなく、建て

替えや装柱変更が必要となる。電線仕様は、災害・樹木等による停

電に強い絶縁電線を採用する。 

災害・樹木等による停電に強いルート設計の検討 

パラオの気候は植生の生長が早く、暴風雨や樹木接触に

よる停電の割合が高い。用地が限られ樹木が張り出してい

る部分は停電のリスクが高くなることから、当該部分におけ

る新設送電線ルートは埋設ケーブルを採用する。 

  
日本－パラオ友好橋（JP橋） 

34.5kV送電線は JP橋を横断する。供給信頼性、経済性、環境、

景観などに鑑み、橋梁本体への影響がない施工方法を考慮し、JP

橋内部にケーブル敷設する案を採用する。 

橋梁内部への入線方法 

橋梁コア抜き部から JP橋内部へ入線する。すでに既設ケー

ブルが９つすべてを専有しているが、そのうちの予備ケーブル

を整理すること等により本プロジェクト用の線路が確保される。 

  

IPP事業フェーズ１の建設現場 

建設地はガッパン州にあり、コンパクト道路沿いからアクセスでき

る場所である。15ヘクタールもの敷地に 3万枚以上の太陽電池を

設置する。2023年 4月以降に運用が開始される予定である。 

PPUCの維持管理車両（高所作業車） 

PPUCは年間計画を立てて停電発生頻度の高いエリア順

に定期的にパトロールを行っている。高所作業車を用いて樹

木伐採や設備点検等のメンテナンスを行う。停電発生時には

現場にて事故点を探索し、手動で回線を切り替えている。 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

(1) 概要 

パラオ共和国（以下、「パラオ」という。）は、観光を中心とする産業の集積地であるコロ

ール島及び首都マルキョクの所在するバベルダオブ島に全人口の約 96%が居住し、電力需要

はコロール島及びバベルダオブ島南部で両島全体の約 85%を占める。両島の年間電力需要は

84.8GWh、ピーク需要は約 12.8MW であり（2019 年）、コロール島のマラカル発電所及びバベ

ルダオブ島のアイメリーク発電所の両ディ―ゼル発電所から同島南北を縦断する 34.5kV 送

電線を介して電力が供給されている。 

パラオ国内の電源構成は、ほぼディーゼル発電が占め、総発電量に占める再生可能エネル

ギー源発電量は、系統連系型太陽光発電設備による 1.6%である（2019 年）。当国政府は 2015

年に「国家長期エネルギー政策」を改訂し、2017 年に「パラオエネルギーロードマップ」を

策定した。同政策及びロードマップにおいて国内総発電量に占める再生可能エネルギーの比

率を 2025 年までに 45%まで向上させることを目標とし、同目標をパリ協定下の「国が決定す

る貢献（Nationally Determined Contribution：NDC ）」として表明している。 

パラオ政府は、独立系発電事業者（以下、「IPP」という。）との電力売買契約を通じ、太陽
光発電所建設と蓄電池導入を進め、再生可能エネルギー比率を 2022 年までの IPP 事業フェー

ズ 1 で 20%、さらに 2025 年までの IPP 事業フェーズ 2 で 45%に上げることを目指している。

JICA の技術協力「送配電システム改善・維持管理強化計画策定プロジェクト」（2018～2019

年）で策定されたマスタープラン（以下、「JICA マスタープラン」という。）を踏まえて、パ

ラオ公共事業公社（以下、「PPUC」という。）が 2020 年に策定した容量計画（Capacity Plan）
では、フェーズ 2 の実施に向けて送変電設備の増強が必要不可欠としている。 

また PPUC は 2021 年 5 月に、IPP 事業に並行して実施すべき電力系統の拡充、その他 PPUC

が優先すべき開発、対応事項を取りまとめた「Electrical Power System Prioritization Plan 2021 – 

2025」（以下、「電力系統優先計画 2021–2025」という。）を策定した。 
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(2) 現状の系統構成と電力需要 

マラカル発電所

GG

アイメリーク発電所

GG

34.5kV/13.8kV
10MVA

34.5kV/13.8kV
10MVA×2

34.5kV/13.8kV
6.25MVA

バベルダオブ島北部へ

日本－パラオ友好橋（JP橋）

凡例

: 34.5kV送電線

: 発電機

: 変圧器

: 遮断器

バベルダオブ島南部への配電

34.5kV/13.8kV
10MVA

アイライ変電所

13.8kV配電 空港

13.8kV配電 コロール

IPP事業者が開閉設
備を計画

コクサイ変電所

ｶｯﾄｱｳﾄ
ﾋｭｰｽﾞ

G

断路器

断路器
常時閉

IPP事業者が太陽光発電設備を接続（フェーズⅠ）

13.8kV配電 コロール
（ミューズ線、マラカル線）

断路器
常時閉

1318kW
（12％）

2298kW
（21％）

2021年9月8日発電出力合計：11,066ｋW

4470kW
（40％）

1777kW
（16％）

2980kW（27％）
【内訳】
アイライ州：298kW（2.8％）
コロール州：2682kW（24.2％）

4757kW
（43％）

1318kW
（12％）

ホテルなど

521kW
(5％)

2980kW
（27％）

出典：調査団作成  

図 1-1-1.1 コロール島及びバベルダオブ島の主な発電所と変電所の構成 

図 1-1-1.1 にパラオのコロール島及びバベルダオブ島の主な発電所と変電所の構成を示す。

両島の 2021 年 9 月 8 日の発電出力合計値の実績は、11,066kW1であり、アイメリーク発電所

からは、北部地域に 1,318kW（12％）の電力とアイライ変電所・マラカル発電所方面へ 2,298kW
（21％）の電力を供給している。一方、マラカル発電所から 2,980kW（27％）の電力を、コロ

ール地域・アイライ変電所方面へ供給している。このマラカル発電所からは、13.8kV 配電線

で直接コロール地域へ 4,470kW（40％）もの電力を供給している。マラカル発電所は、7,450kW

（67％）の電力をパラオ中心部に供給しており、マラカル発電所－アイメリーク発電所間の

34.5kV 送電線から T 分岐で接続されているアイライ変電所には 4,757kW（43％）の電力が流

れている。パラオの主な電力消費地は、コロール島のコロール地域であり 7,152kW（64％）
の電力が消費されている。 

パラオの変電所のうち送電線の遮断器を備えているのはアイメリーク発電所、マラカル発

電所及びアイライ変電所の 3 カ所のみとなっており、マラカル発電所とアイメリーク発電所

は、34.5kV 送電線 1 回線にて接続されている系統構成になっている。電力需給調整のためマ

                                                        
1 この発電実績は、アイメリーク発電所及びマラカル発電所での発電実績に基づいたものであり、系統連携型太

陽光発電（全体発電量の 1.6％）での発電は含まれない。 
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ラカル発電所、アイライ変電所、アイメリーク発電所には、監視制御システム（Supervisory 

Control And Data Acquisition：SCADA）システムが導入されており、マラカル発電所からアイ
メリーク発電所の出力状況、アイライ変電所の潮流状況（電圧、周波数、力率など）を把握

することが可能となっており、アイライ変電所の 13.8kV 開閉設備においては、遠隔操作が可

能となっている。 

以上のことから、系統構成と電力供給信頼度に関わる現状の課題を下記に整理する。 

 マラカル発電所～アイメリーク発電所への送電線が 1 回線しかないため、故障時の供

給信頼度が低い。 
 アイライ変電所が T 分岐で引き込まれているため、故障区間のみを系統から切り離す

ことができないため、故障発生時の復旧までの時間が長くなる。 

 コロール島での需要が全体の 70％程度となっているが、コロール島に変電所がなく、

バベルダオブ島のアイライ変電所とマラカル島のマラカル発電所から配電している

（マラカル発電所事故、日本－パラオ友好橋2（以下、JP 橋とする）の不具合などが

発生した際に、主な需要地であるコロール州への電力供給が困難となる。）。 

(3) 事故発生時の影響 

図 1-1-1.1 に示すように、バベルダオブ島とコロール島にある発変電所で遮断器があるの

は、アイメリーク発電所、アイライ変電所、マラカル発電所の 3 カ所であり、アイメリーク

発電所―マラカル発電所の 34.5kV 送電線で事故が発生した場合、マラカル発電所、アイメリ

ーク発電所の遮断器が動作し、全区間が停電となる。この時、パラオの全体の 48％の電力が
供給支障を起こすこととなる。事故後、作業員が事故区間を目視にて確認し、アイライ変電

所近傍の断路器を操作し、一部地域の復電作業を行うこととなるが、停電範囲の絞り込みま

でかなりの時間を要することとなる。 

表 1-1-1.1 に過去 5 年間の SAIDI3、SAIFI4を示す。2020 年 10 月から 2021 年 9 月の SAIDI

は過去 4 年平均の約 4 倍、SAIFI は過去 4 年平均の約 2 倍であり、非常に停電が多くなって
いる。至近年のデータで両者ともに悪化しており、至近では、2021 年 8 月 30 日 AM3：55～

AM4：29 までに 36 分間もの長時間の全島停電も発生している状況となっている。加えて、

2021 年の停電時間が極端に長くなっている要因は、2021 年 4 月 14～16 日に接近した台風 2

号（Surigae）の影響が大きい。コロール州において最大で約 3 日間の停電があり、主な原因

としては台風による強風（瞬間最大風速：28m/s）や大雨（最大雨量：140mm/日）で樹木が倒

壊し、送配電線の断線や送配電線への接触による地絡事故、または短絡事故が発生した。 

このように、現在パラオでは事故・災害発生時に停電時間が長くなる状況であり、電力の

供給信頼度向上（事故発生頻度の抑制、事故発生時の停電時間と停電区間の最小化）に資す

る送電網整備計画を立案することが最も重要となると考えられる。 

                                                        
2 2002 年 1 月 11 日の開通式で、新しいコロール・バベルダオブ橋は「日本・パラオ友好橋」と命名された。 
31 需要家当たり年間停電時間：SAIDI（System average interruption Duration Index） 
41 需要家当たり年間停電回数：SAIFI（System average interruption Frequency Index） 
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表 1-1-1.1 過去 5年間の SAIDI、SAIFI 

期間 SAIDI（分／年・軒） SAIFI（回／年・軒） 

2016 年 10月～2017 年 9月 661 21.94 

2017 年 10月～2018 年 9月 372 13.23 

2018 年 10月～2019 年 9月 418 17.02 

2019 年 10月～2020 年 9月 789 20.14 

2020年 10月～2021年 9月 1621 30.82 

【参考】日本（2015年～2019年平均）※ 71 0.16 

※ 電気の質に関する報告書-2019 年度実績-（2020 年 12 月 電力広域的運営推進機関） 
出典：PPUC 

1-1-2 開発計画 

1-1-2-1 PPUCの優先計画と本プロジェクトへの要望 

パラオ政府は 2017 年に「パラオエネルギーロードマップ」を策定し、2017 年 8 月のパリ協

定において NDC を表明した。NDC の中では、エネルギー、廃棄物、運輸交通セクターにおけ

る二酸化炭素排出量の削減目標を示して、低炭素化社会の実現に向けたロードマップの実施を

行っている。 

パラオの現在の電源構成比率では、地産電源の再生可能エネルギーが占める割合はわずか

1.6%程度（2019 年）で、その他はほぼディーゼル発電が占めている。エネルギーの輸入を化石

燃料に依存していることから、温室効果ガスの削減や省エネルギー対策、高い電気料金負担の

抑止等の課題を抱えている。パラオ政府は NDC の中で、エネルギーセクターにおいて以下の 3

つの大きな目標を掲げている。 

- 2025 年までに、CO2排出量を 2005 年と比較して 22%以下とする。 

- 2025 年までに、再生可能エネルギーの比率を 45％まで向上させる。 
- 2025 年までに、35％の省エネルギーを目標とする。 

このうちパラオ政府は、再生可能エネルギーの比率目標を達成するために、IPP 事業フェーズ

を 2 つ設け、2022 年までに 20％、2025 年までに 45％の達成を目指している。 

調査団が PPUC から聞き取りした情報によれば、2021 年 5 月までに IPP 事業フェーズ１のコ

ントラクターが選定されており、2023 年 4 月以降に運用が開始されるとのことである。太陽光

発電設備容量は、PV 容量 15.27MWp dc、蓄電設備 8.8MW となっており、コクサイ変電所

（34.5/13.8kV）から約 1km 南下した既設の 34.5kV の送電線（アイメリーク発電所－ガラルド

変電所間）に連系接続される計画である。 

PPUCが策定した「電力系統優先計画 2021–2025（Electrical Power System Prioritization Plan 2021–

2025）」に記載のある、21 の優先プロジェクトを表 1-1-2.1 に示す。 
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表 1-1-2.1 電力系統優先計画 

タスク 概要 主な電力設備の特徴 利点 短所 表示コスト（米ドル） 

＃1 

スモールループ送電線の

増強 

•アイライ変電所とコクサイ変電所を接

続する34.5kV送電ループ。 

•これは、アイライ変電所とコクサイ変電

所の間の16.2マイル（26km）の34.5kV

送電で構成される。 

ネットワーク信頼性向上 •適切に保守されたグリッドに実施

すると、このようなネットワークルー

プによって信頼性が向上する可能

性がある。 

•重要な問題（保護など）を解決せずに追

加の送電をインストールしても、グリッド

の信頼性は完全には向上せず、単に追

加の障害点が追加される可能性があ

る。 

650万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

＃2 

ラージループ送電線の増

強（マルキョク変電所の

増強を含む） 

•マラカル発電所からマルキョク変電所

を経由したガラルド変電所への34.5kV

送 電 ル ー プ （ 約 29.4 マ イ ル ／ 

47.4km）。 

•34.5/13.8kV変圧器5 MVA 1台、開閉

設備、母線、フェンス、パッド、せっち設

備を含むマルキョク変電所を増強す

る。 

ネットワーク信頼性向上 •適切に保守されたグリッドに実施

すると、このようなネットワークルー

プによって信頼性が向上する可能

性がある。 

• マルキョクへの送信により、首都

の信頼性が向上する。 

•基礎となる信頼性を改善せずに伝送を

修正しても効果はない。 

•遠隔地への電力の信頼性を大幅に削減

するためのその他のオプションがある。 

•この増強は、分散PV生成を容易にする

のに役立つことが意図されていた。ただ

し、PPUCが少数の大規模な集中型PV

設備の開発を結論付けたため、多くの小

規模なPVサイトにアクセスできるように

することの価値は大幅に低下する。 

1,310万米ドル 

（ JICAマスタープラン報告

書、および想定される変電所

の増強コスト140万ドルに基

づく） 

＃3 

コロール変電所の建設 

•コロールに変電所を建設。 

•34.5/13.8kV変圧器10 MVA 1台および

関連機器で構成される。 

ネットワーク信頼性向上 •アイライ変電所の負荷を軽減す

る。 

•特にJP橋に障害が発生した場合、

コロール島のロードセンターへの

供給の信頼性が向上する可能性

がある。 

•増強する前に、実際の変電所のラインフ

ローを確認する必要がある。 

190万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

＃4 

コンパクト道路沿いの既

設送電線の再配置 

•既設34.5kV送電線を再配置して、以下

を含むコンパクト道路と完全に並行さ

せる。 

o アイライ変電所-アイメリーク変電

所（5.6マイル／ 9km） 

o アイメリーク変電所-ガラルド2変電

所 

（22.5マイル／ 36.2km） 

ネットワーク信頼性向上 •既設送電線では、樹木による停電

が発生しており、維持がますます

困難になっている。 

•このラインを再配置すると、電力シ

ステムの信頼性が向上し、メンテナ

ンスが容易になる。 

•膨大な予算が必要であり、優先度の高

い他の事業が実施できない可能性があ

る。 

• PPUCにはこの作業を行う能力があり、

KBグリッドのO＆Mに組み込むことがで

きる。 

1,270万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

＃5 

エサール変電所の建設 

• エサールに変電所を建設。 

•34.5/13.8kV変圧器5 MVA 1台をコクサ

イからエサールに移設し、関連機器を

設置することで構成される。 

•このタスクは、小さなループが構築さ

れている場合にのみ価値がある。 

ネットワーク信頼性向上 • エサールとマルキョクの電力信頼

性が向上する。 

•伝送損失を減らすことができる。 

•既設コクサイ変電所を考えると、緊急に

必要とされない場合がある。 

140万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 
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タスク 概要 主な電力設備の特徴 利点 短所 表示コスト（米ドル） 

＃6 

マラカル発電所からアイ

ライ変電所への34.5kV送

電線 

• マラカル発電所からアイライ変電所

（5.7マイル／9.2km）への2回線目の

34.5kV送電線の建設。 

ネットワーク信頼性向上 •送電網内にある程度の冗長性を

提供することにより、電力の信頼性

を向上させる可能性がある。 

•近い将来、既設回線で過負荷が発生す

ることはないと予想されるため、緊急に

必要とされない場合がある。 

230万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

＃7 

提案されたRETをサポー

トするためのパラオの保

護システムの全面的な見

直しと増強 

•パラオの再生可能エネルギー目標であ

る日中の太陽光発電100％への移行を

促進するためには、既存の保護システ

ムを全面的に見直し、新たな保護戦略

を策定し、新しい機器（インテリジェント

電子リレーなど）を導入する必要があ

る。 

•過去の調査では、火力発電のみで動作

する保護システムの適切性に焦点が当

てられており、既設保護システムの調整

に関する問題が明らかになった。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•これは、パラオの再生可能エネルギ

ー目標を促進するために必要かつ重

要な増強である。この増強がなけれ

ば、火力発電をオンラインで制御する

か、高レベルの故障電流を維持する

ために同期コンデンサを設置する必

要がある。 

•この増強により、IPP事業フェーズ1が

より効果的に動作できるようになり、

IPP事業フェーズ2を効果的に実施す

るための重要な前提条件となる。 

• IPPにより実施されると、非効率的かつ

信頼性が低下する可能性がある。 

170万米ドル 

（調査に40万米ドル、増強に

130万米ドルと見積もられて

いる。既設保護システムはか

なり古く、これを包括的に完

了するには大幅な増強が必

要になる可能性が高いため、

コストが高くなる。見積もりは

業界の経験に基づいている） 

＃8 

Power Factoryモデルの

レビューと進化 

•既設Power Factoryモデル（ IRENAが

2010年に開発）には、既設DGのモデ

ル化方法などを含め、限界があること

が知られている。 

•このモデルは検証されていない。初期

スコープとして、モデルを更新して次の

ことを検証することを推奨する。 

o 34.5kVネットワーク 

o 13.8kVネットワーク 

o マラカル発電所 

o アイメリーク発電所 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

 

コスト削減（投資の最適

化による） 

•更新されたPower Factoryモデル

により、PPUCは、導入前にネットワ

ーク変更の可能性をモデル化し、

最善の方法を決定することができ

る。 

• Power Factoryは、配電ネットワー

クと送電ネットワークの両方をモデ

ル化できるため、PPUCが1つのソ

フトウェアプラットフォームで実施す

る調査の範囲を最大化できる。 

•小規模なネットワークの割にかなりのコ

ストがかかるため、控え目に実施するこ

とでも十分な場合がある。 

• PPUCは、モデルを積極的に維持およ

び開発する必要がある。 

30万米ドル 

（費用は、業界の経験に基づ

く。モデリング作業の規模に

依存することに注意） 

＃9 

マラカル発電所で小型

MITSUBISHI発電機（4 x 

0.4MW）の始動／停止の

自動化 

• マラカル発電所の制御システムを増

強して、小型MITSUBISHI（M1-M4）の

自動起動と停止を可能にする。 

•大きなDG / s（Niigata 14および15な

ど）の自動化は、今後これらのユニット

への依存度が低下するため、価値が

制限される。また、ユニットの起動、停

止、ランプの能力も制限される。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•既設発電機の開始／停止を自動

化する機能により、より柔軟なディ

スパッチが可能になる。たとえば、

負荷の短期的な変動を管理するた

めに、いくつかの小さな発電機セッ

トを起動できる場合がある。 

•管理する必要のある電力システムがさ

らに複雑になる。たとえば、電力システ

ムのオペレーターは、新たなシステムを

操作するためのトレーニングを受ける必

要がある。 

130万米ドル 

（評価：30万米ドル、増強：

100万米ドル。価格は業界の

経験に基づく。費用は増強の

規模によって異なることに注

意） 
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タスク 概要 主な電力設備の特徴 利点 短所 表示コスト（米ドル） 

＃10 

高電圧（HV）グリッドコー

ドの開発 

•パラオには現在、HVグリッドコードが

ない。グリッドコードは、すべての発電

機（および場合によってはHVロード）接

続の接続要件を規定する。 

•これらの要件には、電力品質、モデリ

ング、標準などの項目が含まれる。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

コスト削減 

•入力される発電機の要件と能力が

より一貫化される。 

•将来の接続契約の合理化できる

可能性がある。 

•正しく行うには、時間と慎重な検討が必

要である。 

•不十分な場合、達成できない要件になっ

ったり、技術的に不十分なシステムが接

続されてしまう可能性がある。 

20万米ドル 

（実績に基づく参考値） 

＃11 

マラカル発電所およびア

イメリーク発電所の資産

最適化レビュー 

• KBグリッド上の既設発電機の状態と

メンテナンス手順の全面的なレビュ

ー。 

コスト削減（運用コストの

削減による） 

•既設発電機の長期運用コストを削

減できる可能性がある。 

  30万米ドル 

（実績に基づく参考値） 

＃12 

送電線および配電線の

損失のレビュー 

•現在の送信により被った損失への研

究との物流ネットワークパラオは。 

コスト削減（運用コストの

削減による） 

•送電線と配電線の損失を減らすた

めの費用効果の高められる可能性

がある。 

•生成する必要のある電力量を減ら

すことができる。 

•詳細なSCADAレコードがないと難しい場

合がある。 

30万米ドル 

（実績に基づく参考値） 

＃13 

高速ディーゼル発電機

（低負荷可能）の設置 

•既設DGフリートは非常に遅く、柔軟性

がない。 

•迅速に起動およびランプし、比較的低

い負荷で動作できる柔軟なDGをインス

トールすると、グリッドのより最適化さ

れた動作が可能になる。 

•この場合、4xの追加          

マラカル発電所での1.5MW高速DGが

考慮される。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化コスト

削減（PV抑制の最小化に

よる） 

•より柔軟なDGにより、グリッド運用

のより優れた最適化が可能にな

る。 

•例えば、信頼性の高い小型のDG

が存在することで、短期的な需要

の変動に対応するために5MWの大

型DGを起動する必要がある頻度

を減らすことができる。 

•最終的に、これにより、削減する

必要のあるPVの量が削減される。 

•再生可能エネルギープログラムの一部

として火力発電を追加導入することは、

困難であるかもしれない。 

•マラカル発電所ではスペースに制約が

ある場合がある。 

•柔軟なDGを追加すると、電力システム

にPVとストレージが追加されるため、既

設発電機セットの多くが座礁資産になる

可能性がある。 

500万米ドル 

（実績に基づく参考値） 
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タスク 概要 主な電力設備の特徴 利点 短所 表示コスト（米ドル） 

＃14 

KBグリッド全体の可視性

を高めるために新たな

SCADAシステムの展開 

•現在のSCADAシステムでは、電力システ

ムの可視性が非常に制限されている。こ

れは、限られたデータ収集（監視される場

所と収集されるデータの両方の観点か

ら）と信頼性の低い通信リンクが原因であ

る。 

•新たなSCADAシステムは、すべての発

電機と主要な変電所の電圧と電流の流れ

を監視する必要がある。 

•さらに、リモートスイッチングは主要なネ

ットワークロケーションで有効になる。 

•このデータは、光ファイバー回線または3 

／ 4Gのいずれかを介して

NationalControlCenterに送信される。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

 

ネットワーク信頼性向上 

 

コスト削減（運用コストの

削減による） 

•電力システムの可視性が向上す

ると、電力システムをより効率的に

管理できるようになる。この例は次

のとおりである。 

•火力発電およびインバーターベー

ス発電により効率的に配分され

る。 

•ネットワークの管理が強化される。 

•ネットワーク障害の診断が高速化

され、電力の復旧が短時間化され

る。 

•機能するように適切に実施する必要が

ある。 

•SCADAシステムの導入がうまくいかな

いと、故障の原因になったり、情報が混

乱したりすることがある。 

200万米ドル 

（実績に基づく参考値。費用

は増強の規模に大きく依存

する） 

＃15 

より良い通信のための光

ファイバーケーブルの全

面的な展開 

• SCADAシステムのすべてのノード間

に光ファイバー通信リンクを整備する。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•一度整備すると、非常に高速かつ

信頼性が高くなる。 

•追加できるユーティリティが限られてい

るため、コストが高くなる。 

200万米ドル 

（実績に基づく参考値。規

模、既設ファイバーへのアク

セスによって異なる） 

＃16 

故障解析用の高速データ

レコーダーの設置 

•主要な場所への高速障害記録装置の

設置。 

•これらのレコーダーは、障害発生時の

システム動作の詳細を測定および記

録する。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•適切に実施されている場合、障害

レコーダーは問題の原因に関する

洞察を提供できる。 

•これにより、より的を絞った障害緩

和手法が可能になる。 

•データは別の方法で収集できる。 

•価値のあるものにするためには、慎重な

データ管理が必要である。 

5万米ドル／個の電子のACH 

（業界の見積もりに基づく） 

＃17 

コロールロードセンター付

近にグリッド形成BESSの

設置 

•次のようなグリッド強化サービスを提

供するためのグリッド形成BESSの設

置。 

o 高速周波数応答を含む周波数制

御。 

o 電圧制御 

o 負荷制限 

o 営業予備力 

o 運用の冗長性 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•グリッドがオンラインで非常に低い

レベル（0％程度）のディーゼル発

電で安全に動作できるようにする

のに役立つ。 

•IPPフェーズ1（およびIPPフェーズ

2）がマラカル発電所の1つのDGと

並行してオンラインになり、マラカ

ル発電所発電機がオフラインにな

るシナリオで、グリッドの動作を維

持するのを支援する。 

• PPUCは、グリッドスケールのBESSを所

有および運用した経験がない。 

•この支出を遅らせると、IPPフェーズ2に

よる資金提供が可能になる場合がある。 

500万米ドル
5

 

（費用はサイズと容量によっ

て異なる） 

                                                        
5 操作や構成の制限を避けるためのサイズは確認されていない。RMA は、再起動に十分なエネルギー容量を持つ既設 DG と同程度のサイズであることを根拠に、5MW の

BESS を提案している。これは同等の能力を提供するためにサイズが必要であり、本報告書の目的のために保守的に使用されている。 
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タスク 概要 主な電力設備の特徴 利点 短所 表示コスト（米ドル） 

＃18 

マラカル発電所における

NIIGATA発電機の制御シ

ステムの交換 

PPUCの可視性、制御システムの分析

およびトラブルシューティングの機能を

向上させるための制御システムの交

換。 

•交換はNiigata Power Systems（NPS）

によって推奨されている。保護システ

ムの調査と交換は、システム全体のス

キーム6およびその他の保護調査と増

強と十分に調整されていることが重要

である。 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•誤った制御や保護により発電機を

損傷するリスクが大幅に排除され

る。 

•機能するようにうまく実施する必要があ

る。不適切に実施された制御システム

は、単に故障の原因を増やす可能性が

ある。 

•このタスクの利点を実現するには、新た

なSCADAシステムが不可欠である。 

250万米ドル 

（NPSの推奨事項と作品の見

積もりに基づく） 

＃19 

同期コンデンサの設置 

•次のようなグリッド強化サービスを提

供するための同期コンデンサの設置。 

o 物理的慣性 

o 反応性電源 

o 故障電流 

再生可能エネルギーによ

るシステム安定化 

•同期コンデンサは、保護システム

を増強する必要性を制限できる追

加の障害電流を提供することに役

立つ。 

•提供される物理的慣性により、シ

ステムの安定性を向上させること

ができる。 

•グリッドの信頼性を向上させるために他

の手段も調査せずにこのインフラを構築

すると、パラオのグリッドに再生可能エネ

ルギーを導入するコストが増加する。 

100万米ドル以上 

（費用はサイズによって異な

る。実績に基づく参考値） 

＃20 

変圧器の交換を含むアイ

ライ変電所の更新 

アイライ変電所の更新 

34.5/13.8kV変圧器10 MVA 1台および

関連機器で構成される。 

ネットワーク信頼性向上 
アイライ変電所をπ分岐で接続する

ことにより、停電時間を短縮させる

ことができる。 

経年劣化した変圧器故障による事

故のリスクを低減することができ

る。 

配電線を停電させずに工事を行うために

は、工事計画が複雑になる場合がある。 

敷地が狭く、拡張できないため、工事中

の停電を最小限に抑えるための高度な

技術が求められる。 

既設回線の更新が必要となる。 

120万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

＃21 

変圧器の交換を含むマラ

カル発電所の更新 

マラカルの変電所の更新 

34.5/13.8kV変圧器10 MVA 1台および

関連機器で構成される。 

ネットワーク信頼性向上 スモールループ送電線を増強する

ためには追加の開閉装置が不可

欠である。 

経年劣化した変圧器故障による事

故のリスクを低減することができ

る。 

既設回線の更新が必要となる。 120万米ドル 

（JICAマスタープラン報告書

参照） 

出典： PPUC 

備考：    は本プロジェクトのスコープとして、検討依頼のあった計画内容を示す。 

 
 

                                                        
6 引用元。Electric Power Systems (EPS) Y2014. Republic of Palau, Protective relay testing and troubleshooting. 
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1-1-2-2 プロジェクトコンポーネントの優先順位付け 

調査の過程で PPUC から要望のあった内容については、実施機関が有する開発計画の内容と合

致しているか確認を行ったうえで、事業評価の視点から協議、検討を行った。 

検討結果には優先順位づけを以下の表 1-1-2.2 に示す。赤枠線で囲った１から 5 のコンポーネ

ントがプロジェクトの目標達成への寄与が高いと考えられるスコープとなるが、青枠線で囲った

「3 コロール変電所の建設」に関しては、PPUC が策定した「電力系統優先計画 2021–2025」や

JICA マスタープランでも提案されておりコンポーネントの優先順位は高いものの、パラオ側での

建設候補地の選定が困難となったためプロジェクトのスコープ外とした。 

表 1-1-2.2 プロジェクトコンポーネント候補の優先順位づけ 

優

先 
コンポーネント コメント 

1 34.5kV 送電線の建設（マラカル発

電所～コクサイ変電所） 

- パラオ政府が掲げる再生可能エネルギーの比率目標に向けた、IPP 事

業の内容や進捗が確認されたことから、パラオ政府の政策面や実施機

関のニーズといった点から、送変電設備の増強の必要性・妥当性がう

かがえる。 

- IPP 事業の促進は、アジア開発銀行（ADB）が行っていることから、開発

協力機関との連携による相乗効果が期待できる。 

2 マラカル発電所の拡張 

コクサイ変電所の拡張 

13.8kV配電線の建設 

- 送電線の建設に不可欠な設備の増設であり、これらコンポーネントの付

帯的な実施無しでプロジェクトの効果は発現しない。 

3 コロール変電所の建設 - 当該変電所の運用を開始することにより、電力系統の信頼度が大きく

向上することになり、かつ将来需要に対応する設備であることから、プ

ロジェクト実施のインパクトを強め、持続的な便益が期待される。 

- 建設候補地も選定され、用地取得に向けてステークホルダーミーティン

グでも合意に至る等、パラオ側の準備が進んでいる。 

4 アイライ変電所の更新 - 変圧器据え付け後、35 年が経過しており、老朽化が進展している。以

前オイル漏れが発生し、応急処置をしており、現在、オイル漏れは発生

していないが、故障のリスクは高い。 

- 当該変圧器を通してパラオの約 40％の電力を供給していることから、故

障時に電力供給能力に与える影響が大きい。 

- PPUC がアイライ変電所の改修（13.8kV 開閉設備、SCADA 追設、バッ

テリー交換）していることや系統計画上、継続使用を要望している。アイ

ライ変電所の変圧器更新については、運用部門からの要請が出されて

いる状況。 

5 マラカル発電所変圧器の交換 - 変圧器据え付け後、27 年が経過しており、老朽化が進展している。海

岸付近に変電所が位置していることから発錆箇所が多い。 

- パラオの約 27％の電力を供給している 1 バンク運用している変圧器の

不具合リスクを低減することができ、電力供給信頼度が向上する。 

- 屋外開閉設備を撤去することができ、開閉設備が屋内開閉器盤のみと

なるため保守メンテナンスの労力が軽減される。 
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優

先 
コンポーネント コメント 

6 建柱車の調達 

 

- 建柱車は送電線建設に使用する工事用車両であり、維持管理等に使

用するものではないため、供与目的だけでは妥当性が認められない。 

- 約 35 kmの送電建設における建柱数は約 580箇所にも及ぶため、手掘

りによる建柱が工期に与える影響やコストが懸念される。 

- このため、通常の柔らかい土質用には建柱車を採用し工事用車両とし

て用い、海岸沿いのサンゴ礁等の硬い土質用には削岩機を用いる工法

を採用する。工事用車両は受注者が準備するため、プロジェクトコンポ

ーネントに含める優先度は低い。 

7 エサール変電所の建設 - バベルダオブ島北部地域への電力供給の拠点とすることができ、送配

電網計画が容易に立案可能となる。 

- 建設候補地が選定されておらず、現在の低負荷と需要想定を鑑みる

と、建設の緊急性は認められない。 

8 マラカル発電所発電機の運転自動

化 

- 調査開始前に要望が上がっていたものであるが、本プロジェクトの効果

発現には直接的な影響を与えないこと、PPUC は他ドナー支援を模索し

ていることから、検討の必要性は認められない。 

9 系統監視制御装置の導入及び運

用指導 

- PPUC は、ＩＰＰ事業フェーズ１を実施する中で National Control Center

を建設し太陽光発電電力の供給監視制御を行う予定である。 

- 本プロジェクトでは、PPUCが将来系統監視制御を行える設備仕様の適

用と信号線の敷設を行い、IPP 事業促進を図る ADB との協調を行う。 

出典：調査団作成 

1-1-3 社会経済状況 

パラオは、フィリピンの東、ミクロネシア地域の最西端に位置し、面積は 488km2で屋久島とほ

ぼ同じ広さであり、ミクロネシア地域ではキリバス（720km2）、ミクロネシア連邦（701km2）、グ

アム（541km2）、に次ぐ広さを持つ。ロックアイランドと呼ばれる島々を含めた大小 200 の島で構

成されており、太平洋島嶼国の中でも特に広大な排他的経済水域を有している。しかしながら、

国土が広大な地域に散らばっているゆえ、国内市場が小さく、国際市場から地理的に遠いなど、

開発上の困難を抱えている。 

1947 年以来マーシャル、ミクロネシア、北マリアナとともに、米国を施政者とする国連の太平
洋信託統治領の一部を構成してきたが、1994 年の米国との自由連合協定（コンパクト）の発効に

伴い「自由連合国」として独立し、同年国連に加盟した。 

経済的特徴として挙げられるのは、公共部門の規模の大きさと輸入依存度の高さである。パラ

オの 1 人当たりの実質 GDP は約 18,000 米ドルと、経済統計上は高中位所得国に分類されるもの

の、国家歳入の 20％程度を他国からの財政支援に頼っている。同国は、食料を含む生活物資のほ

とんどを輸入に依存している他、観光業以外の目立った産業がないこともあって、独立以来、一

貫してパラオ人の就業者の大半が公共部門で雇用されており、政府の大きな財政的負担になって

いる。このため、民間セクター活性化による雇用創出が今後の大きな課題である。現在の民間セ

クターの中心は観光業と外国援助に依存する建設業であり、製造業は零細な食品加工業を除けば

存在しない。パラオ政府は民間セクター活性化のため外国投資の誘致に積極的で、ホテルの新規
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建設などについて規制を緩和する措置を講じている。 

また、小島嶼国であるパラオは、エネルギー資源・食料・消費財を全面的に輸入に頼らざるを

得ず、外部の経済環境の変化に脆弱である。特に発電設備の大部分をディーゼル発電に依存して

おり、エネルギー安全保障の観点からも課題がある。このため、再生可能エネルギーの積極的な

導入や農業振興など依存緩和策を検討している。持続的でクリーンな電力源の確保及びインフラ

整備は、国民の生活基盤としてのみならず、観光業などの産業の発展や経済成長に向けた海外投

資促進のためにも大きな課題である。 

表 1-1-3.1 パラオの主要社会経済指標 

項 目 
実績 

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

実質GDP（百万米ドル, 2015年基準） 280 271 271 266 240 

GDP成長率(%) -0.08 -3.28 -0.11 -1.90 -9.74 

1人当たりの実質GDP（米ドル, 2015年基準） 15,816 15,433 15,968 15,214 - 

人口（人） 17,718 17,809 17,911 18,001 18,092 

GDPのセクター別比率（%） 

-農林水産業 3.5% 4.0% 3.8% 3.6% 3.6% 

-製造業 9.0% 8.6% 8.4% 9.0% 11.7% 

-サービス業 等  87.4% 87.3% 87.8% 87.4% 84.8% 

出典：世界銀行のWDIデータ、2021年 12月 16日更新版。URL：https://data.worldbank.org/country/PW  
 

表 1-1-3.2 パラオの貿易収支 

単位：百万米ドル 

項 目 
実績 

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

1.輸出 132 120 113 132 120 

2.輸入 210 206 197 210 206 

3.貿易収支（1-2） -77 -87 -84 -77 -87 

出典：世界銀行の WDI データ、2021年 12月 16日更新版。URL：https://data.worldbank.org/country/PW  

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

「1-1-1 現状と課題」のとおりパラオの系統構成は不安定であり、樹木への接触、機器故障等に

より長時間かつ広域の停電が頻発しているため、パラオ国の産業・経済発展の足かせとなってい

る。また、発電用エネルギー資源の大部分をディーゼル燃料に依存しておりエネルギー安全保障

上の課題がある。パラオ政府は、再生可能エネルギーの比率目標を達成するために、IPP 事業フ

ェーズを 2 つ設け、2022 年までに 20％、2025 年までに 45％の達成を目指している。現在、IPP 事

業フェーズ 1 による建設プロジェクトが実施中であり、2023 年 4 月以降に運用が開始される予定

である。しかし、それに対応するための送配電設備が十分でないため、今後の電力安定供給が不

安視されている。そして、不安定な電力供給は経済発展及び人々の生活水準の向上に大きな支障

をきたすことが危惧されている。 

これを受けて、パラオ政府は我が国に「送電網整備計画」を要請した。 
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1-3 我が国の援助動向 

(1) 我が国の援助方針 

「対パラオ共和国 国別開発協力方針」に示されるように、我が国は、パラオの国家開発計

画、1997 年から 3 年に 1 度開催している太平洋・島サミット（Pacific Islands Leaders Meeting：

PALM）7を始めとした我が国政府全体の対太平洋島嶼国政策の方向性を踏まえ、自立的かつ持

続的な発展を促すため、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序及び持続可能な海洋の実現

のための支援、観光振興を含む持続的な経済成長基盤の強化のためのインフラ整備、人材育成、

並びに、環境保全や気候変動対策について支援を行っている。 

大目標 

 持続可能な海洋と、環境に配慮した自立的かつ持続的経済成長の達成 

中目標 

 持続可能な海洋の実現 

 社会基盤・産業育成基盤の強化、民間投資の支援及び人材育成 

 気候変動・環境問題・防災への対応 

本プロジェクトは上述の中目標の中で特に「社会基盤・産業育成基盤の強化、民間投資の支

援及び人材育成」及び「気候変動・環境問題・防災への対応」に寄与し、バベルダオブ島及び

コロール島の電力供給能力の改善によって、主要な産業である観光業の発展にも資する都市部

における電力の安定供給、再生可能エネルギー導入促進などの気候変動対策並びに自然災害に

対する脆弱性克服に寄与することが期待される。 

(2) 関連する我が国の技術協力、有償資金協力、無償資金協力等の協力実績（電力セクター） 

過去の技術協力、無償資金協力事業の概要を表 1-3.1 及び表 1-3.2 に示す。なお、有償資金協

力による協力実績はない。 

表 1-3.1 我が国の電力分野への技術協力の概要 

実施 
年度 

案件名 事業概要 

2008 
電力供給改善マスタープラン
調査 

パラオ国コロール島及びバベルダオブ島における中長期の電力の安
定供給を実現するために、2010 年から 2025 年を対象とした電力開
発計画の策定と、優先プロジェクトのプレ F/S を実施。 

2010-2012 電力供給アドバイザー 
パラオ国における安定的な電力供給能力の向上のため専門家を派遣
し、実施機関の組織体制・人材育成能力の向上を図ると共に、中・長
期的な計画を基にした電力供給の安定化の資する技術移転を実施。 

2018-2019 
送配電システム改善維持管理
強化計画策定プロジェクト 

パラオ国における再生可能エネルギーロードマップを含む送配電系統
の更新にかかる開発計画と送配電運用維持管理の技術支援を実施。 

出典：JICA ホームページ 

                                                        
7 2021 年 7 月 2 日に開催された第 9 回太平洋・島サミットの首脳宣言では、5 つの重点協力分野（１．新型コロナ

ウイルスへの対応と回復、２．法の支配に基づく持続可能な海洋、３．気候変動・防災、４．持続可能で強靭な

経済発展の基盤強化、５．人的交流・人材育成）が掲げられている。 
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表 1-3.2 我が国の電力分野への無償資金協力事業の概要 

実施 
年度 

案件名 
金額 

(億円) 
事業概要 

1993 配電網改善計画 12.37 
パラオ国コロール州内の送配電網の増強、バベルダ
オブ島未電化地域 4 州への送配電線路の新設等を
実施。 

1996 電力供給改善計画 21.47 
マラカル発電所においてディーゼル発電設備（出力
3.4MW×2 基）及びバベルダオブ島北部 4 州の送配
電網の整備。 

2009 
太陽光を活用したクリーンエネルギー
導入計画 

4.80 
パラオ国際空港において太陽光発電設備を整備。 

2012 首都圏電力供給能力向上計画 17.29 
アイメリーク発電所においてディーゼル発電設備（出
力 5MW×2 基）を整備。 

出典：外務省 国別プロジェクト概要 

1-4 他ドナーとの関連 

他ドナーによるプロジェクトを表 1-4.1～表 1-4.4 に示す。 

(1) 台湾 

表 1-4.1 台湾によるプロジェクト一覧 

年度 プロジェクト名 
金額 

（US$） 
対象 ドナー 

実施中 
／完了 

上位計画と

の整合 

2010 Portable solar light bar @ 3900 units 100,000 多数の小学校に配布 台湾 完了 再生可能 
エネルギー 

2011 

Heavy duty 30W LED 
Solar street lights @ 20 units 
6.6KW solar PV systems with film-style 
solar panels 

100,000 
1 コロール市街地 

2 パラオエネルギー事務
所 

台湾 完了 

再生可能 
エネルギー 
温室効果 
ガス削減 

2012 
12430W solar power on grid system 
15180W solar power on grid system 
Solar street lights @ 5 units 

200,000 

1 パラオ高等学校 
2 パラオ国立水産養殖セ

ンター 
3 ガラロン州 

台湾 完了 再生可能 
エネルギー 

2013 40KW solar power 
Generating system 268,800 コロール小学校 台湾 完了 再生可能 

エネルギー 

2014 16.5KW PV power system 198,900 パラオ国立水泳プール 台湾 完了 再生可能 
エネルギー 

2017 
National Hospital additional support of 
solar energy, energy efficiency system,1 
extra generator for low peak usage 

1,200,000 保健省 
（Ministry of Health） 台湾 実施中 再生可能 

エネルギー 

 Total 2,067,700     
出典：調査団作成 

(2) ヨーロッパ 

表 1-4.2 ヨーロッパによるプロジェクト一覧 

年度 プロジェクト名 
金額 

（US$） 
対象 ドナー 

実施中 
／完了 

上位計画との

整合 

2012 
Service contract – Energy Efficiency and retrofitting of 
the BPW bld. of Palau 

9,800 コロール州 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 運用コスト 

削減 

2012 
Energy Efficiency retrofitting of BPW / construction 
works 

63,829 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 ネットワーク

信頼性向上 

2012 RE framework development and tariff study for PPUC 36,950 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 運用コスト 

削減 
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2012 Wind monitoring equipment 75,661 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 

再生可能 
エネルギー 

2013 
Grid-tied solar PV design, installation, maintenance and 
troubleshooting course for PCC 

40,470 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 実施中 

再生可能 
エネルギー 

2013 Policy review and drafting of the Palau Energy bill 43,000 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 

運用コスト 
削減 

2014 PCC Track & Field 292,158 コロール州 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 

再生可能 
エネルギー 

2014 400 prepayment meters 118,301 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 

運用コスト 
削減 

2015 1613 LED street lights 589,848 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 

温室効果 
ガス削減 

2015 Project Officer compensation 14,700 全国 EU (SPC / 
NORTH REP) 完了 能力開発 

 合計 1,284,717     
出典：調査団作成 

(3) ADB、USA及びUNDP 

表 1-4.3 ADB、USA及び UNDPによるプロジェクト一覧 

年度 プロジェクト名 
金額 

（US$） 
対象 ドナー 

実施中 
／完了 

上位計画との

整合 

2013 Solar PV powered well water pump 
system 0.3 million カヤンゲル州 

UNDP / SPREP / 
PIGGAREP 
sponsored grants 

完了 
再生可能 
エネルギー 

2017 

ADB to finance series of clean energy 
projects 
(Japan Pacific Environment Community 
Fund) 

200 million 
パラオを含む 

11 の太平洋島嶼国 
ADB 実施中 

再生可能 
エネルギー 

2019-
2025 

Project Preparation and Monitoring 
Assistance: Solar Photovoltaic (PV) 
Independent Power Producer (IPP) 
Project 

2 million 全国 ADB 実施中 
再生可能 
エネルギー 

出典：調査団作成 

(4) その他 

表 1-4.4 その他のドナーによるプロジェクト一覧 

年度 プロジェクト名 
金額 

（US$） 
対象 ドナー 

実施中 
／完了 

上位計画との

整合 

2016 
 200kWp Solar PV Angaur and Peleliu 
 Water Treatment Plant for Angaur 

100 x 1.7kwp Solar PV  
5 million 

アンガウル州 
ペリリュー州 

UAE 完了 
再生可能 
エネルギー 

2016 
Development of national energy  road-
map  

(不明) 
パラオ 

エネルギー管理局 
IRENA 完了 能力開発 

2017 4 stand-alone solar light system 1.8kwp 2,000 エサール州 民間 完了 
再生可能 
エネルギー 

2017 
Development of national energy 
efficiency standard 

(不明) 
パラオ 

エネルギー管理局 
NREL 実施中 能力開発 

(不明) 
Peleliu microgrid project by Government 
of South Korea 

(不明) ペリリュー州 韓国 実施中 
再生可能 
エネルギー 

(不明) Kayangel microgrid project (不明) カヤンゲル州 ニュージーランド 実施中 
再生可能 
エネルギー 

出典：調査団作成 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトの実施体制は以下のとおり、パラオ公共基盤・産業省（Ministry of Public 

Infrastructure & Industries：MPII）が責任省庁で PPUC が実施機関となる。この実施体制は協議議

事録（Minutes of Discussions：M/D）においても確認と合意がなされた。 

責任官庁：パラオ公共基盤・産業省（Ministry of Public Infrastructure & Industries：MPII） 

実施機関：パラオ公共事業公社（Palau Public Utility Corporation：PPUC） 

2-1-1 組織・人員 

 電力開発に係る政府機関 

MPIIは、国土や公共事業、産業を管轄している省であり、航空局（Bureau of Aviation）、土

地測量局（Bureau of Land and Surveys）、公共事業局（Bureau of Public Works：BPW）などで構
成されている。 

 
出典：MPII 

図 2-1-1.1 MPII の組織図 

 電力事業体制 

パラオ公共事業公社（PPUC）は、パラオの電力システムの管理・運営を目的として、1994

年に設立された公共企業である。2013年、PPUCは同国の上下水道会社（Palau Water and Sewage 

Corporation: PWSC）を吸収し、電力事業に加えて、水道事業も担うようになった。管理部門
は、電力部門と上下水道部門を兼ねる体制がとられており、公共料金（電力料金及び上下水
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道料金）の請求書の統一化はその成果の一例である。PPUCの組織図は図 2-1-1.2の通りであ

り、全従業員は 290人（2021年時点）、太枠は電力部門に関係が深い部署・職員を示す。本プ
ロジェクト担当部署はプロジェクト計画・実施部（Project Planning & Implementation Division: 

PPID）である。 

 

注記：括弧の中の数字は人数を表す。Accounting and Finance, Corporate Service 傘下の人数内訳は不明。 

出典：PPUC 

図 2-1-1.2 PPUC の組織図 
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2-1-2 財政・予算 

PPUC は電力供給事業と上下水事業を運用しており、以下に示す財務諸表は両事業を統合し

たものであるが、全般的に上下水事業に比べて電力供給事業の財務状況の方がより健全である。

PPUCの資料を基に財務状況の分析を以下に示す。決算期間は各年の 9月末である。 

 貸借対照表 

流動負債に対する流動資産の比率（Current Ratio）、短期の支払能力を分析する指標である

当座比率（Quick Ratio）とも 100%を超えている。 

一方で、支払い能力に係る指標は安全性に十分な水準であるものの、2017年より低下傾向

であるため（図 2-1-2.1）、今後さらに低下が進むようであれば、注意が必要である。 

表 2-1-2.1 PPUC 貸借対照表 

（単位：米ドル） 
 2015 2016 2017 2018 2019 

資産      

非流動資産 50,213,978  49,576,579  64,826,229  76,318,177  75,970,860  

償却可能資産 47,224,386  45,721,048  43,314,665  59,368,033  54,939,135  

非償却資産 2,989,592  3,855,531  21,511,564  16,950,144  21,031,725  

流動資産 20,161,934  26,906,843  24,828,185  23,360,092  21,181,690  

現金及び現金同等物 8,419,916  15,423,579  12,389,404  11,598,369  8,768,581  

売掛金 3,645,415  3,720,243  3,673,465  3,039,625  3,077,270  

顧客 3,517,460  3,837,755  3,875,292  4,059,683  4,151,564  

関連会社 366,785  669,904  675,775  608,922  754,714  

契約 132,949  127,452  178,131  125,480  100,860  

その他 418,840  21,717  26,918  34,527  34,204  

貸倒引当金 (790,619) (936,585) (1,082,651) (1,788,987) (1,964,072) 

前払費用 235,128  234,077  213,114  508,400  310,454  

在庫 7,861,475  7,528,944  8,361,202  8,213,698  9,025,385  

贈与  - 191,000  - - 

その他非流動資産 263,442  194,865  304,128  306,459  280,287  

資産計 70,639,354  76,678,287  89,958,542  99,984,728  97,432,837  

前受年金費用 1,645,408  1,974,584  3,400,221  5,562,644  6,756,793  

資産計 72,284,762  78,652,871  93,358,763  105,547,372  104,189,630  

純資産及び負債      

純資産 42,724,000  48,047,176  55,231,059  56,250,413  48,381,271  

流動負債 6,986,825  6,947,695  8,917,590  11,175,206  10,420,703  

長期負債（短期部分） 559,186  572,043  833,601  1,304,886  1,558,289  

買掛金 4,195,423  4,119,711  5,550,302  6,981,287  5,799,435  

未払費用 811,524  725,392  807,210  908,774  1,151,129  

補助金前受金 657,263  571,273  682,883  786,762  741,543  

顧客預り金 763,429  959,276  1,043,594  1,193,497  1,170,307  

長期負債 7,420,758  7,772,151  11,387,811  17,211,804  21,856,881  

年金債務 13,135,896  13,674,468  16,006,220  18,054,380  19,976,072  

総負債 27,543,479  28,394,314  36,311,621  46,441,390  52,253,656  

前受年金収入 2,017,283  2,211,381  1,816,083  2,855,569  3,554,703  
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 2015 2016 2017 2018 2019 

純資産及び負債計 72,284,762  78,652,871  93,358,763  105,547,372  104,189,630  

出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 

表 2-1-2.2 貸借対照表の主要分析指標（％） 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

流動比率 289% 387% 278% 209% 203% 

当座比率 176% 279% 185% 136% 117% 

現金比率 121% 222% 139% 104% 84% 

自己資本比率 59% 61% 59% 53% 46% 
 

 

出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 

 
図 2-1-2.1 貸借対照表の主要分析指標の推移 

 損益計算書 

表 2-1-2.3に示すとおり、総営業収入のうち電力事業による収入が全体の約 77%（2019年、

総営業収入：25,890,743米ドル、電力事業：19,811,131米ドル）を占めることから、電力事業

が PPUC の主たる事業となっている。 

PPUC の営業収支は過去 5 年間では毎年マイナスとなっている。営業費用のうち発電用燃

料費が約 58%（2019 年）を占めており毎年増加傾向にあることから（上記図 2-1-2.2 及び図 
2-1-2.3）、同費用の低減が収支改善のために必要であると言える。 

PPUC は太陽光発電などの再生可能エネルギーの開発や IPP 事業による民間発電の推進に

取り組んでおり、今後は発電用燃料費の低減による事業収支の改善が期待できる。また、2017

年から電気料金の値上げが禁止されていたことも PPUC の財務状況を悪化させている一因で

あったが、2021年 7月以降、電気料金の値上げが開始されたことから、今後は収支の改善が
期待できる。 

表 2-1-2.3 PPUC 損益計算書 

（単位：米ドル） 
 2015 2016 2017 2018 2019 

営業収入      

電力 18,924,686  17,908,448  17,581,267  19,941,074  19,811,131  

上水 2,183,972  3,004,280  3,495,467  3,496,008  3,050,948  

下水 837,609  1,304,738  1,860,942  2,101,754  1,746,673  

その他 927,641  1,026,926  1,155,445  1,475,333  1,281,991  

総営業収入 22,873,908  23,244,392  24,093,121  27,014,169  25,890,743  

引当金 (155,000) (95,541) (146,066) (706,602) (322,863) 

営業純収入 22,718,908  23,148,851  23,947,055  26,307,567  25,567,880  

営業費用      

発電用燃料費 14,555,200  10,136,046  11,520,541  14,025,809  14,624,335  

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

2015 2016 2017 2018 2019

流動比率 当座比率 現金比率 自己資本比率
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 2015 2016 2017 2018 2019 

減価償却費 4,384,591  4,425,371  4,430,915  4,823,183  5,385,231  

発電その他費 3,778,333  2,356,994  3,730,413  3,617,803  3,477,620  

一般管理費 1,492,469  1,748,036  1,965,953  2,921,380  2,997,307  

送配電費 919,876  1,234,603  1,355,904  1,566,512  1,595,114  

技術サービス 91,782  328,326  531,671  762,448  616,655  

再生可能エネルギー 487,612  531,586  238,241  224,187  190,785  

上水運営費 1,921,213  2,798,662  2,235,056  2,673,523  2,661,418  

下水運営費 429,964  421,120  680,961  1,229,928  883,978  

総営業費用 28,061,040  23,980,744  26,689,655  31,844,773  32,432,443  

営業損益 (5,342,132) (831,893) (2,742,600) (5,537,206) (6,864,563) 

 
出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 

  

出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 
図 2-1-2.2 発電事業費に関する構成比率 図 2-1-2.3 発電用燃料費の傾向 

表 2-1-2.4 2021年 10月 1日以降に適用される電気料金 

（単位：米セント） 

エネルギー 燃料 現料金 種別（kWh Brackets） エネルギー 燃料 新料金 

0.051  0.150  20.1¢  Residential 0-150  0.051  0.293  34.4¢  

0.125  0.150  27.5¢  Residential 151-500  0.125  0.293  41.8¢  

0.170  0.150  32.0¢  Residential 501+  0.170  0.293  46.3¢  

0.170  0.150  32.0¢  Commercial/Government/ROP  0.170  0.293  46.3¢  

出典：PPUC 

 キャッシュフロー 

2016年以降の単年度ネットキャッシュフローがマイナスになっている。これは、2017年は

設備投資費のため財務キャッシュフローが増加したこと、2019年は顧客からの料金徴収の減
少と外部支払の増加による営業キャッシュフローの減少が原因として考えられる。 
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表 2-1-2.5 営業、投資、財務キャッシュフロー 

（単位：米ドル） 

 
出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 

  
出典：PPUC Financial Statements 2019&2018、2018&2017、2017&2016、2016&2015 を基に調査団作成 

図 2-1-2.4 PPUC営業、投資、財務キャッシュフローの推移 

2-1-3 技術水準 

実施機関である PPUC は、パラオ全土の電力系統の開発計画を担い、運転維持管理を行って

いることに加え、系統の課題を把握し、事故時の復旧対応なども確実に行っていることから、

電力設備の運用、計画に関し一定の技術水準を有している。本協力対象事業で整備される送配

電設備が既存の送配電設備の水準と同程度であることから、PPUC の技術水準で運転維持管理

を行うことが可能であると考える。 

2-1-4 既存設備・機材 

 既存の変電設備の概要 

パラオ全土の単線結線図を図 2-1-4.1 に示す。パラオの電力系統は、34.5/13.8kV の系統で

構成されており、アイメリーク発電所からは 34.5kV 送電線 2 回線、マラカル発電所からは

34.5kV 1回線で電力が供給されており、全ての変電所は T分岐にて接続されている。主な変

電所の変電設備の状況を表 2-1-4.1に示す。 
  

2015 2016 2017 2018 2019

キャッシュフロー

営業キャッシュフロー (1,848,698) 5,274,633 2,803,622 2,355,663 (2,646,035)

投資キャッシュフロー 4,555 3,719 2,818 2,919 2,385

財務キャッシュフロー 1,824,959 1,725,311 (5,840,615) (3,149,617) (186,138)

ネットキャッシュフロー (19,184) 7,003,663 (3,034,175) (791,035) (2,829,788)

期首現金同等物 8,439,100 8,419,916 15,423,579 12,389,404 11,598,369

期末現金同等物 8,419,916 15,423,579 12,389,404 11,598,369 8,768,581
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表 2-1-4.1 主な変電所の変電設備の状況 

変電所名 
電圧 

[kV] 

容量 

[MVA] 

変圧器

製造年 
状況備考 

アイメリーク 34.5/13.8 10 1986 ・ 変圧器据え付け後、35 年が経過しており、老朽化が進展してい

る。海岸付近に変電所が位置していることから発錆箇所が多い。 

・ 変圧器用の遮断器（OCB）が故障していたため、1 バンク運用であ

ったが、調査中に PPUC が GCB（シンガポールより調達）に交換。 

アイメリーク 34.5/13.8 10 1986 

アイライ 34.5/13.8 10 1986 ・ 変圧器据え付け後、35 年が経過しており、老朽化が進展してい

る。以前オイル漏れが発生し、応急処置をしており、現在、オイル

漏れは発生していないが、故障のリスクは高い。 

・ 当該変圧器を通してパラオの約 40％の電力を供給していることか

ら、故障時に電力供給能力に与える影響が大きい。 

・ 13.8kV 屋内開閉設備が焼損したため、1999 年に更新済、2015 年

に SCADA システムを導入、2021 年にはバッテリーを更新してい

る。 

マラカル 34.5/13.8 10 1994 ・ 変圧器据え付け後、27 年が経過しており、老朽化が進展してい

る。海岸付近に変電所が位置していることから発錆箇所が多い。 

・ 1 バンク運用しており、当該変圧器を通してパラオの約 27％の電

力を供給していることから、故障時に電力供給能力に与える影響

が大きい。 

コクサイ 34.5/13.8 6.25 2019 ・ 以前使用していた変圧器が故障したため、2019 年に PPUC にて変

圧器更新済（シンガポールより調達）。 

出典：調査団作成 

 既存の送配電設備の概要 

パラオの既設送配電設備は、送電電圧が 34.5kV、配電電圧は 13.8kV であり、3 相 4 線式、
周波数 60Hz、中性点多重接地方式が採用されている。送電設備の総亘長は約 80km、配電線

の総亘長は約 200km である。支持物は 34.5kV 送電線、13.8kV 配電線ともに、主にコンクリ

ート柱が使用されている。 

34.5kV 送電線では、建設当時道路整備が十分でなく、アクセスが困難であった場所では、

施工性を考慮して鋼管柱が使用された経緯がある。また、13.8kV 配電線では比較的多く木柱

が使用されている。装柱は、34.5kV の 2回線用（アイメリーク発電所からネッケン変電所間：
アイライ向けとコクサイ向けの２回線）、34.5kV、13.8kVの１回線用、34.5kVと 13.8kV の２

回線用がある。34.5kV 送電線は、AAC150mm2 が使用されている。バベルダオブ島とコロー

ル島の連系は JP 橋において CV250mm2が敷設されている。 

13.8kV配電線は、一部 AAC150mm2が使用されている区間もあるが、主として AC38mm2、

HDCC38mm2 が使用されている。碍子は引通し柱にはラインポスト碍子、角度柱にはライン

ポスト碍子と懸垂碍子を組み合わせ使用されている。標準径間は 50～70mで建設され、電線

の最低地上高（送電線 6.4m、配電線 6.1m）、相間距離（送電線 1,190mm、配電線 825mm）は

米国の NESC（National Electrical Safety Code）に準拠して建設されている。 
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出典：PPUC 

図 2-1-4.1 コロール島及びバベルダオブ島における電力系統 
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 既存設備の運用状況に係る調査結果 

1) ツタガード 

降雨量の多いパラオではツタの成長が早く、6 カ月で 3～4m 生長すると言われている。

PPUC は、ツタが電柱や支線に巻き付いた結果引き起こす地絡事故に悩まされており、2017

年から 2019 年に亘り実施された、「パラオ国送配電システム改善・維持管理強化計画策定プ

ロジェクト（以下、前回プロジェクト）」において、ツタガード（電柱用 80枚、支線用 90本）

がパイロットプロジェクトの対象サイトであったネッケン送電線に供与され、その効果が検

証された。 

本調査において、使用開始後約 2年が経過したツタガードの効果を確認したところ、PPUC

から以下の回答があった。現存しているツタガードは効果を発揮しているが、一部のツタガ

ードが焼損してしまっている。 

 ツタガードは現在も機能しており、植生は生えてきていない。 

 晴天が続き乾燥した気候になると、タバコの吸い殻の不法投棄等で植生が燃え広がるこ

とがあり、ツタガードまで燃え移り、一部のツタガードが焼損してしまった。 

 前回プロジェクトで作成、提供した「ツタガード管理表」による管理は現在行われてい

ない。電柱識別番号の塗装が剥がれてしまっているため、電柱の識別管理が困難である

とのことであった。 

  
出典：調査団撮影 出典：調査団撮影 
図 2-1-4.2 ツタガードが機能している状

況（支線用ツタガード） 

図 2-1-4.3 ツタガードが焼損した状況（電 

柱用ツタガード） 

2) 過電流表示器 

PPUC は設備の維持管理の一環で送配電線路上の樹木伐採を行っているものの、ツタと同

様に樹木の生長も早く、樹木の接触が送電線事故を引き起こし停電が発生しているケースも

多い。 

樹木接触では事故点の判明や除去に時間を有するため、停電時間が長くなる傾向にあり、

PPUCの課題の一つとなっている。このため前回プロジェクトでは、事故多発区間を検出する

目的から、過電流表示器（16組）をパイロットプロジェクトの対象サイトであったネッケン
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送電線の既設送電線路上に設置して、線路区間を細分化した。 

本調査において、使用開始後約 2 年が経過した過電流表示器の運用状況をヒアリングした
ところ、以下の回答があり、期待通りには活用されていなかった。 

 過電流表示器は事故による過電流が通過した場合に発光表示する機能を有する。しかし、

ランプが小さいため、特に晴天時や雨天時の視認性が非常に悪く、PPUCは過電流表示器

を樹木接触多発区間の検出のために活用できていない。 

 不健全相とは異なる相のランプが点灯している場所が複数ある。したがって、不健全相

を特定するためには、変電所や開閉所へ行って確認しなければならないため停電時間短

縮にはならない、という意見があった。また、変電所や開閉所で不健全相の特定ができ

たとしても電線の捻架（効率よく送電を行うために、各相の電線の配置を何度か変更す

ること。）が行われている場所があり、不健全区間の特定は極めて困難である。 

 前回プロジェクトで提供した「事故原因区間記録表」に過電流表示器を活用した記録を

残していない。 

  
出典：調査団撮影 出典：調査団撮影 
図 2-1-4.4 過電流表示器の状況（遠景） 図 2-1-4.5 過電流表示器の状況（近景） 

3) 巡視点検及び樹木伐採 

前回プロジェクトでは、技術移転項目の一つとして予防保全に向けた PDCAサイクルに沿った

業務実施を提案している。巡視・点検業務の実施方針・考え方を規定する設備保守ガイドライン

を作成し、送配電線の幹線部分の定期巡視・点検を行うパイロットプロジェクトが実施された。 

本調査において、パイロットプロジェクト実施後約 2 年が経過し、PPUC による巡視点検

の実施状況及び課題をヒアリングしたところ、以下の回答があった。 

 PPUC では、植生の生長度合いを考慮した地域ごとの樹木伐採年間計画を立案し、2021

年 10月から運用を開始している。樹木伐採は、停電対策のために最も即効性があり、効

果が期待できる方法であるとの認識を持っている。 

 樹木伐採は予防保全に資するという認識があり、パイロットプロジェクトは予防保全を行

うという意識の醸成に寄与しているものと思われる。一方、前回プロジェクトで指導した

「巡視・点検報告書」は上手く活用されていない様子であった。前回プロジェクトで提供
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した「巡視・点検報告書」は当時から更新されておらず、パイロットプロジェクトで実施

した報告書のみが保管されていた。「巡視・点検報告書」の入力データを PPUCの社内共通
サーバの中に保管されていることを確認したが、継続的には使用されていないと回答があ

った。PPUC が普段使用している様式と異なるため、上手く活用することができていない

とのことである。PPUC内での技術の共有、内部展開が機能していない様子であった。 

 電柱の足場ボルトが溶融亜鉛めっき加工なので、海岸に近い足場ボルトは発錆し、5年程

で朽ちてしまうものがある。足場ボルトを交換しないため、代わりに高所作業車で修理

点検を行っている。 

 巡視・点検のために、主に米国製の高所作業車を使用している。樹木伐採作業は顧客へ

の影響を考えて停電措置は行わず、活線にて作業を行っている。高所作業車の作業床は

絶縁性能があり問題はないが、ブームの根本部分は金属なので、電線より高所となる樹

木伐採時は感電する恐れがあり危険である。また、米国製の高所作業車は車体が大きく、

雨天時等の悪路では移動が困難となり事故復旧まで時間がかかる。さらに、安全上の理

由から高所作業車では夜間作業ができないため事故復旧に時間がかかっている。 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 本プロジェクト対象サイトの周辺状況 

1) 本プロジェクトの 34.5kV送電線路のサイト状況 

本プロジェクトで建設する 34.5kV 送電線の総延長は約 35kmとなり、マラカル発電所－ア

イライ変電所区間の 2 回線化並びにコクサイ－アイライ区間を建設する。当該送電線はコン

パクト道路を含む主要一般道路沿いに建設することを想定しており、敷地へのアクセス、資

機材の搬入に特段問題はない。 

2) 本プロジェクトの変電所のサイト状況 

a) マラカル発電所の拡張 

本変電所は、PPUC が所有するマラカル発電所内にある。変電所改修場所へのアクセス

道路があり、輸送上及び作業上の問題はない。 

b) コクサイ変電所の拡張 

本変電所は、アイライ州のコンパクト道路沿いにある。変電所改修場所へのアクセス道

路はないが、コンパクト道路から敷地内に容易に乗り上げることができるため、輸送上及

び作業上の問題はない。 

c) コロール変電所の建設 

当初想定していたコロール変電所候補地1は、コロール州政府が採石場として地元業者

に無償貸与している土地であり、コロール変電所の計画用地としてコロール州より提供さ

                                                        
1 パラオ側との協議により、コロール変電所の建設は本プロジェクト対象外になった。 
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れたものである。土地は十分に広く地盤が良好であるものの、海抜が低く、水みちや沼地

があり、候補地の特定、特に重量物である変圧器の据付位置は慎重に選定する必要がある。

変電所建設場所は道路に沿っており、輸送上及び作業上の問題はない。 

なお、「1-1-2-2 プロジェクトコンポーネントの優先順位付け」にて前述の通り、パラオ

側での建設候補地の選定が困難となったため、本候補地での建設可能性はない。 

d) アイライ変電所の更新 

本変電所は、アイライ州のコンパクト道路沿いにある。未舗装であるものの変電所改修

場所へのアクセス道路があり、輸送上及び作業上の問題はない。 

(2) 港湾 

本プロジェクトで調達される設備は、海上輸送を経て、マラカル港（Port of Palau）に運搬

される。マラカル港は、パラオの唯一の国際港であり、通関手続きもここで行われる。マラ

カル港には、重量物（本プロジェクトで調達される変圧器の輸送重量は 10～15トン程度と想

定される）を荷揚げする吊上げ設備が無いため、荷揚げ、積替え作業にあたっては、移動式

クレーン設備、クレーン付輸送船等、別途、吊上げ設備を確保する必要がある。しかしなが

ら、パラオにはこれら重機を扱う建設会社が複数社あるため本プロジェクトのマラカル港に

おける重量物の荷揚げ作業における、吊上げ用重機等の現地調達については問題ないと判断

される。 

(3) 道路 

交通網については、バベルダオブ島外周を周回できるコンパクト道路が 2005年に完成して
いる。また、我が国の無償資金協力により整備された JP 橋が首都メレケオクの位置するバベ

ルダオブ島と市街地のあるコロール島を結び、さらに、ミナト橋がコロール島とマラカル島

を結んでいる。重量物である変圧器の輸送重量は 10～15トンと想定されるが、重量制限の点

で、マラカル港からバベルダオブ島までの内陸輸送での運搬は問題ない。 

(4) 通信 

パラオでは 2017 年より通信用海底ケーブルが整備されている。この通信施設は、インドネ

シア（Indonesia）、フィリピン（Philippines）、パラオ（Palau）、ヤップ（Yap）、グアム（Guam）

を光ファイバーケーブルで結ぶもので、これにより高度な通信サービスが可能である。 

(5) 水道 

水道については、普及が進んでおり、世界銀行2によると 2020 年の上水道の世帯普及率は
99.7％程度である。コロール州とアイライ州のほとんどの住宅・商業地域には上下水道が整備

されている。JICA による「パラオ国上水道改善計画」や ADB 支援の下水道改善プロジェク

トによりコロール州及びアイライ州の上下水道の整備が行われている。 

                                                        
2 世界銀行の WDIデータ、2021年 12月 16日更新版。URL：https://data.worldbank.org/country/PW 
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(6) 電化状況 

パラオの電化状況は、1980年代以降、我が国を含むドナーの協力により急速に電化が進み、
世界銀行3によると 2016年以降は 100％の電化率が達成されている。 

2-2-2 自然条件 

 実施した調査項目 

 送電線ルート調査 

1) 地形概要 

バベルダオブ島ならびにコロール島の地形は起伏に富む地形を呈し、区間ごとに特徴を有

する。送電線ルート調査を実施した区間を下記の 5区間に区分し、概説する。 

a) バベルダオブ島中部（コクサイ～三叉路） 

b) バベルダオブ島中東部（三叉路～空港北部） 
c) バベルダオブ島南部（空港北部～アイライ発電所付近） 

d) コロール島内 

e) マラカル島内 

a) バベルダオブ島中部（コクサイ～三叉路） 

全体には丘陵性の山地地形からなり、道路沿い（送電線ルート沿い）は標高 30～150m

の緩やかな起伏を呈する尾根近くに位置する。西側と東側を比べると、西側は起伏が少な

く単調で、東側は谷を横断する部分が多くなり、起伏（アップダウン）が多くなる。 

b) バベルダオブ島中東部（三叉路～空港北部） 

この区間はほぼ南北方向の道路となり、標高 50～100mの山地斜面部を通過する。この

ため切土が多く、また谷部（沢）では盛土が多い。切土は高さ 5m以上の長大法面が多く

なる。切土の崩壊や地すべりの発生など、不安定な斜面が確認され、この区間は送電線ル

ートの中で最も注意すべき区間と言える。 

c) バベルダオブ島南部（空港北部～アイライ発電所付近） 

開析された丘陵地をとおる。この区間は切土が少なく、あっても 2m 未満と小規模で、

規模の大きな不安定斜面は無い。ただし、風化の進行により小規模な切土でも崩壊しやす

い箇所があり、表層すべりや小崩壊はみられる。 

d) コロール島内 

多くは標高 10～60m の丘陵地に広がる繁華街、住宅街を通る。切土も少なく、小規模

で、ほぼ安定した地形からなる。不安定斜面は道路沿いには確認されない。 

e) マラカル島内 

標高 0～15m の低標高に位置する。このため、崩壊地形が発生するような地形はなく、

                                                        
3 世界銀行の WDIデータ、2021年 12月 16日更新版。URL：https://data.worldbank.org/country/PW 
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安定している。 

2) 送電線沿いの地質リスク評価 

a) バベルダオブ島中部（コクサイ～三叉路） 

小崩壊が 2カ所、表層地すべりが 1カ所確認できる。表層地すべりは、ガリー浸食の進

んだルーズな土砂が層厚 30～40 ㎝程度に分布する。集水地形を呈することから、大雨時

に流水とともに表層土砂が流される。既設の電柱はこの不安定斜面を避けて設置されてい

る。 

b) バベルダオブ島中東部（三叉路～空港北部） 

崩壊・地すべりが多く分布する。道路が沢を横断する部分では盛土が施工されているこ

とが確認された。道路や路肩に変状が無いことから安定していると思われるが、斜面部は

避けて設置する方法を検討する。幅数メートル程度の小崩壊が確認される箇所は、いずれ

もこれを避けて電柱を設置することが可能であるが、小崩壊が集中する法面部分をまとめ

て避けることを検討する。また、新鮮で硬質な火山岩類の基礎部では、設置時の削孔に労

力を要することが想定され、留意する。確認された崩壊地形の例を図 2-2-2.1に示す。 

  

写真① 新しい切土崩壊 

基盤岩や土壌がむき出しになる切土の崩壊地形。幅

約 20m、奥行き約 10m。新設する電柱は切土崩壊地形

の反対側道路沿いに設置を検討する。 

写真② 地すべり状況 

幅約 30m、奥行き約 60m の地すべりが確認された。新設

する電柱は地すべりの反対側道路沿いに設置を検討す

る。 

出典：調査団作成 

図 2-2-2.1 バベルダオブ島中東部（三叉路～空港北部）の崩壊地形 

c) バベルダオブ島南部（空港北部～アイライ変電所付近） 

住宅街をとおり、JP 橋に至る区間で、交通量が多くなる。この地域の不安定斜面では、
地すべりが３カ所、新しい小規模崩壊が 1 カ所確認された。地すべりのうち 1カ所は、図 

2-2-2.2 に示すように、現在 30 ㎝以上の路面変位が生じており、注意が必要である。電柱

の想定設置場所は反対側であるが、因果関係が生じないように、この地点から離隔を確保

した電柱設置とすることに留意する。 
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写真① 地すべり全景 

縦断方向に沿って路面に亀裂が確認された。 

写真② 地すべり近景 

30cm以上の変位が生じている箇所があり、電柱設置位置

に注意が必要となる。 
出典：調査団作成 

図 2-2-2.2 バベルダオブ南部の地すべり 

以上の送電線ルート調査から、約 30 ㎞の送電線沿いで 21 カ所の地質リスクが確認さ

れ、電柱の設置個所の位置変更などを現地協議した。特に地すべり、大規模崩壊は 1年以
内に崩壊（活動）した可能性があり、危険な地域である。表 2-2-2.1 にて地質リスク調査

結果と対応方法を示す。 

表 2-2-2.1 地質リスク調査結果 

崩壊の様式 数 活動性 規模 対応 

地すべり 6 高い 幅 30～100m 道反対側、電柱間隔を広げる 

大規模崩壊 2 高い 幅 10～20m 道反対側 

小規模崩壊 4 高い 幅 数 m 電柱位置をずらす 

崩壊地跡 8 安定 幅 10～30m 電柱位置をずらす 

穴（陥没） 1 安定 幅 1m（深さ 1.5） 電柱位置をずらす 

出典：調査団作成 

 測量調査 

測量調査として、既設マラカル発電所用地、コロール変電所計画用地4、既設アイライ変電

所用地、既設コクサイ変電所用地の 4 カ所の用地を対象に実施した。なお、既設アイライ変

電所用地は、PPUC との協議の結果、更新工事のための概略設計を行う必要が生じたことから
測量調査を追加した。 

1) 既設マラカル発電所用地 

既設マラカル発電所用地は、コロール島南部に位置し、同変電所周囲には、PPUCの発電所

や事務所及び車庫が併設されている。土地はコロール州が所有し、同変電所の管理を PPUC

が行っている。変電所用地は、既設変電所北側の三角状の敷地であり、若干の起伏があるが、

概ね平坦な土地である。既設の電柱 2 本及び、支線 2 本が立つ限られたスペースである。こ

                                                        
4 パラオ側との協議により、コロール変電所の建設は本プロジェクト対象外になった。 
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のため、既設電柱の移設の検討も含めて計画を行う。 

 

既設マラカル発電所全景と建設予定地 

PPUCによるドローンを使用した画像から作成。建設予定地は既設変電所の北側に位置し、現況は空地である。 

  

写真① 増設用地全景（北側から撮影） 

増設用地は三角状の敷地である。周囲の道路と約 50cm か

ら 1.0mの高低差があり、段差の処理方法を検討する。 

写真② 増設用地全景（南側から撮影） 

既設の電柱 2本が立っており、それぞれの電柱から支線が

張られている。移設する必要性を検討し、計画する。 

出典：調査団作成 

図 2-2-2.3 既設マラカル発電所用地 

2) コロール変電所計画用地 

当初想定していたコロール変電所計画用地5は、図 2-2-2.4 に示すように、コロール島北端

に位置する採石場の一部となった。土地の所有者はコロール州であり、パラオ石灰岩の採石

場として地元業者に無償貸与している土地であり、コロール変電所の計画用地としてコロー

ル州より提供されたものである。 

同建設用地の広さは、コロール変電所（約 2,700m2）の建設に十分である。比較的平坦な土

                                                        
5 パラオ側との協議により、コロール変電所の建設は本プロジェクト対象外になった。 

建設予定地 

写真② 

写真① 

既存変電所 

既存発電所 

PPUC事務所 

支線 
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地であるが 1.2m程度の若干の段差がある。変電所建設のための平らな敷地とするために造成

工事が必要となる。南側はマングローブで囲われており、元は高さ 30mの小高い岩山であっ

たが、採掘により現在は海抜 2.0～4.0m 程度ある。一方、パラオに被害を及ぼした台風 2 号

（Surigae）の記録6によると、2021年 4月 16日、満潮と台風が重なり推定 1.5mの高潮が発生

している。この状況を踏まえ、建設用地南側の沿岸には浸水防止を目的とした防波堤の設置

を検討する。 

本用地での建設工事は、①道路から用地への車両進入用アクセス道路の造成、②整地を伴

う造成工事の実施を検討する。変電機器の基礎は安定した地盤で支持することが重要である

ため、測量結果及び地盤・地質調査結果を基に、適切な造成計画とする。 

 

砕石場全景とコロール変電所建設用地 

PPUC所有のドローンを活用した画像から作成。建設予定地は、標高は不明であるが、もとは小高い山であり、採掘に利

用していた。現在は現地建設業者が骨材のストックヤードとして利用している。 

  

写真① 道路側との段差状況 

建設予定地から東側を見る。採掘により東側道路との段差

（約 4mから 2m）が生じ、岩肌が露出している。 

写真② 骨材ストックヤード 

小高い山の採掘により現況の標高となった。建設予定地は

比較的平坦な用地であるが、用地内には 1.2m 程度の段差

がある。 

出典：調査団作成 

図 2-2-2.4 コロール変電所建設用地  

                                                        
6 National Weather Service、Weather Forecast Office Guam 

 50m 

50m 

建設予定地 

池 

写真① 写真② 

砕石場 



2-18 

3) 既設アイライ変電所用地 

既設アイライ変電所用地は、バベルダオブ島南部に位置する。土地はアイライ州が保有し、

同変電所の管理を PPUC が行っている。同変電所は、機材の老朽化から、改修工事を計画す

る。同変電所内は平坦であるが、前面道路からは 4.5m高い土地となっており、進入路はスロ

ープ状となっている。工事用車両や機材搬入の経路として問題ないか留意し、計画を行う。 

  

写真① 現況 

既設アイライ変電所は建設後約 35 年が経過し、老朽化が

進んでおり、改修工事を計画する。 

写真② 道路側との段差状況 

用地は前面道路から 4.5m 高く、写真②左側のスロープを

利用して進入する。工事車両のアクセスに留意する。 
出典：調査団作成 

図 2-2-2.5 既設アイライ変電所用地 

4) 既設コクサイ変電所用地 

既設コクサイ変電所用地は、バベルダオブ島中央部に位置する。土地はガッパン州が所有

し、同変電所の管理を PPUC が行っている。建設予定地は既設変電所の西側で、平坦な土地

である。道路を挟んだ南側には公共公園があり、隣接した地形は谷状に低くなっている。同

建設予定地の北側は敷地と比べ 3.5m程度低い状況である。これら高低差と地盤・地質調査結

果に留意し、増設計画を行う。 
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既設コクサイ変電所全景と建設予定地 

PPUC所有のドローンを活用した画像から作成。建設予定地は既設変電所の西側に位置し、現況は空地である。 

  

写真① 増設用地全景（南西側から撮影） 

道路境界から約 2m 離れた用地内には、電話線が埋設され

ている。適切な機材配置に留意する。 

写真②増設用地全景（南東側から撮影） 

平坦な土地であるが、北側が約 3.5m低くなっており、高低

差に留意する。 
出典：調査団作成 

図 2-2-2.6 既設コクサイ変電所用地 

 地盤・地質調査 

パラオの地質は、新生代古第三紀始新世（34百万～56百万年前）の集塊岩類（主に玄武岩

～安山岩質の火山礫凝灰岩、自破砕状溶岩、溶岩）が広く分布し、アイライ挟亜炭層が一部

に分布する。海岸沿いには更新世（0.01～2.6 百万年前）の石灰岩（日本の琉球石灰岩相当）

が数メートルの小崖をなして分布する。海岸沿いにはさらに新しい石灰岩とサンゴ礁砂なら

びに現世サンゴが分布する。  

谷→ 

写真① 

写真② 
既存コクサイ変電所 

建設予定地 

-3.5m 

±0 

電話線 
埋設 
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1) 地盤・地質調査結果 

パラオではボーリング調査機材を所有する会社はなく、調査が必要な場合はグアム・フィ

リピン国の調査会社に依存している。COVID-19 の影響により海外の調査会社によるボーリ

ング調査が困難であったこと、及び新設する開閉設備棟が小規模建築に属する規模であるこ

とから、本現地調査では、表 2-2-2.2に示す地盤・地質調査を行った。 

表 2-2-2.2 実施した地盤・地質調査 

調査位置 
現地踏査 

地形判読 

現位置調査 室内土質試験 

トレンチ調査 平板載荷試験 SWS※1 試験 物理試験※2 

コロール変電所（新設）※3 〇 1 カ所 1 カ所 8 カ所 4 試料 

マラカル発電所（増設） 〇 ― ― 3 カ所 ― 

コクサイ変電所（増設） 〇 ― 1 カ所 6 カ所 ― 

JP 橋周辺公園 

（コロール州） 
〇 ― ― 2 カ所 ― 

JP 橋周辺公園 

（アイライ州） 
〇 ― ― 3 カ所 ― 

送電線ルート 〇 地形判読と現地調査によるリスク評価を実施。1-5-2-1-(1)に記載。 

※1 SWS：スウェーデン式サウンディング試験（Swedish Weight Sounding Test） 
※2物理試験：土粒子の粒度組成、コンシステンシー限界、含水比、比重試験 
※3パラオ側との協議により、コロール変電所の建設は本プロジェクト対象外になった。 
出典：調査団作成 

以下に各調査位置での地盤・地質調査結果の概要を記す。 

 当初想定していたコロール変電所計画用地7は、石灰岩の砕石を材料にした盛土を基礎

とする。SWS 試験では地表 0～1.8m で換算 N 値 50 以上を示した。平板載荷試験では

換算 N値 10～30を呈する。 

 マラカル発電所は、基盤岩分布に起伏があり一部に岩盤が露出しているが、ベタ基礎

で設計が可能な地盤である。SWS 試験では地表 0～1.5m で換算 N 値 3～5 を確認して

いる。 

 コクサイ変電所は、玄武岩集塊岩の風化土壌を材料にした盛土が基盤となる。SWS試

験では地表 0～1.0m で換算 N 値 3～5 を示した。平板載荷試験では換算 N 値 4 程度を

呈する。施設規模が小規模であることから、ベタ基礎での設計が可能な地盤である。 

 アイライ変電所は、石灰岩を基礎とし、岩片は硬質であり変電所基礎として安定して

いる。SWS 試験では地表面下 0.5m以深から換算 N値 6～17を示した。 

 JP 橋周辺の地盤・地質調査では、隣接する公園にて送電線用鉄塔建設の計画案があり、
その可能性調査の一環として行った。コロール州、アイライ州により許可された範囲

内にて本調査を実施した。コロール州側公園では基盤岩の露出は確認されなかったが、

アイライ州側公園では、公園内北端にある東（あずま）屋下部に玄武岩質安山岩（自

破砕状溶岩）の露岩が確認された。 

SWS 試験について、コロール州側公園では、換算 N 値平均 10 の良く締め固まった盛

土が地表面下 1.5mまで分布し、その下部に基盤岩が分布する。アイライ州側公園では、

                                                        
7 パラオ側との協議により、コロール変電所の建設は本プロジェクト対象外になった。 
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換算 N値平均 36の非常に良く締め固まった盛土が地表面下 1.4mまで分布し、その下

部に基盤岩が分布する。 
一方、SWS試験は基盤岩の上面深度の推定が可能だが、岩盤の岩相（風化程度、割れ

目状態など）は把握できない。複数の試験でほぼ同じ結果を得ていることから、基盤

岩深度は約 1.5mと判断できるが、着岩深度を正確に把握する必要があり、標準貫入試

験を実施する検討が必要であった。なお、その後の PPUC との協議結果により、鉄塔

建設案の代わりに JP 橋内敷設案が採用された。 

 地震 

直近では、2020 年 12 月にマグニチュード 6.1 の地震がアンガウル州8沖にて発生したことが

記録されている。パラオでの 10年間の地震の記録（表 2-2-2.3）では、マグニチュード 7.0以上

の地震が発生した記録は残っていない。 

表 2-2-2.3 パラオでの 10年間の地震の記録 

発生日 マグニチュード 震源地 

2020 年 12 月 23 日 6.1 アンガウル州 

2018 年 02 月 12 日 5.0 アンガウル州 

2017 年 11 月 15 日 5.0 エサール州 

2016 年 01 月 25 日 5.1 カヤンゲル州 

2014 年 11 月 30 日 4.9 アンガウル州 

2014 年 07 月 28 日 5.6 ガラルド州 

2013 年 11 月 16 日 4.7 マルキョク州 

2013 年 04 月 03 日 4.5 ペリリュー州 

2011 年 10 月 23 日 5.3 ガラロン州 

出典：Earthquake Track 

 気温 

パラオにおける平均気温は 27.4 ℃～28.0 ℃であり、年間を通して大きな変動はみられない。

平均最高気温は最も高い 4月と 11月が 31.0℃、平均最低気温は 2月で 24.5℃である。コロール

州における平均気温を表 2-2-2.4及び図 2-2-2.7 に示す。 

表 2-2-2.4 コロール州平均気温（30年平均） 

単位：℃ 
 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均最高気温 30.3 30.2 30.6 31.0 30.9 30.4 30.1 30.0 30.3 30.6 31.0 30.7 

平均気温 27.4 27.4 27.6 27.9 28.0 27.6 27.4 27.5 27.6 27.8 28.0 27.7 

平均最低気温 24.6 24.5 24.6 24.9 25.0 24.7 24.7 25.0 25.0 25.1 25.0 24.8 

出典：weatherbase 

                                                        
8 コロール州から南に 60kmほど離れた離島。 
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出典：weatherbase データを元に調査団作成 

図 2-2-2.7 コロール州平均気温（30年平均） 

 降雨量 

パラオは海洋性熱帯気候に属し、雨期（5 月～10 月）と乾期（11 月～4 月）を有する島国で
ある。2011 年～2020 年の月間平均降雨量の変動（アイライ州）を表 2-2-2.5 及び図 2-2-2.8 に

示す。降雨量は、3月の 199.76mmが最小であり、7 月の 451.68mmが最大となっている。年間

総降雨量は 3,882mm、雨期は 2,328mmである。 

表 2-2-2.5 アイライ州平均降雨量（2011年～2020年） 

単位：mm 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

降雨量 216.74 233.60 199.76 293.55 345.09 412.10 451.68 408.22 366.96 344.33 301.24 308.75 

注記：青色は雨期を示す。 

出典：weatherbase 

 
出典：National Weather Service, ROP, Palau 

図 2-2-2.8 アイライ州平均降雨量（2011年～2020年） 

 湿度 

コロール州における 30年平均の月平均湿度は 85%～90%と高く、年間を通して大きな変動は

みられない。コロール州における平均湿度を表 2-2-2.6及び図 2-2-2.9に示す。 
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表 2-2-2.6 コロール州平均湿度（30年平均） 

単位：% 
 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

午前平均 90 90 89 90 91 91 90 89 89 90 92 91 

平均 85 85 85 85 85 90 85 85 85 85 85 85 

午後平均 75 74 73 73 75 78 78 77 75 77 77 76 

出典：weatherbase 

 
出典：weatherbase データを元に調査団作成 

図 2-2-2.9 コロール州平均湿度（30年平均） 

 風速 

コロール州の平均風速は 9.5～12.6km/h（2.63～3.5m/s）であり、年間を通してほぼ一定であ

る。最大風速は 7月の 107.8km/h（29.94m/s）である。コロール州における平均風速を表 2-2-2.7

及び図 2-2-2.10に示す。 

表 2-2-2.7 コロール州平均風速（30・23年平均） 

単位：km/h 

 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均風速 

（30 年） 
12.6 12.7 12.6 11.4 9.8 9.7 10.3 11.3 10.6 10 9.5 10.6 

最大風速* 

（23 年） 
56.3 41.8 41.8 41.8 74 53.1 107.8 45.1 59.5 49.9 83.7 64.4 

*1 時間あたりの最高風速 
出典：weatherbase 
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出典：weatherbase データを元に調査団作成 

図 2-2-2.10 コロール州平均風速（30年平均・23年平均） 

2-2-3 環境社会配慮 

 概要 

 全般スケジュール 

本プロジェクトにおける環境社会配慮の手続きは、①環境影響評価、②簡易住民移転計画

（Abbreviated Resettlement Action Plan: ARAP）の作成、③ARAP の実施に分けられる。 

後述の 2-2-3-2で示す通り、 

① 環境影響評価は不要である。 

② ARAP の作成は、現地再委託にて 2022年 3月までに完了した。 

③ ARAP の実施は、入札公示前の 2022 年 12月までに完了させる予定である。 

 用地取得・住民移転に係る方針 

本プロジェクトにより住民移転は発生しない。 

既設発電所及び変電所用地（マラカル、コクサイ、アイライ）はいずれも州政府から無償

で土地利用を行っているため、新規用地取得は発生しない。 

送電線ルートについては、州政府の用地については無償での土地利用が可能であるが、民

地については補償が必要となるため、ARAP を作成した。 
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 環境影響評価 

 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

本協力対象事業コンポーネントは、表 2-2-3.1の通りである。 

表 2-2-3.1 協力対象事業コンポーネント 

 プロジェクトコンポーネント 

1 既設変電所の改修 マラカル発電所 

コクサイ変電所 

アイライ変電所 

2 送電線 

 

34.5kV 架空送電線 約 32.0km 

34.5kV 地中送電線 約 3.0km 

34.5kV 送電線（JP 橋横断部） 約 0.3km 

出典：調査団作成 

 ベースとなる環境社会の状況 

1) 土地利用 

本協力対象事業地はコロール、アイライ、エサール、ガッパン州内である。 

図 2-2-3.1 に示す通り、建築物はコロール州に集中しており、アイライ, エサール, ガッパ

ン州は海岸沿いにマングローブが広がっている。 



2-26 

 
出典：PALAU AUTOMATED LAND AND RESOURCE INFORMATION SYSTEM (PALARIS) 

図 2-2-3.1 パラオの土地利用図 

2) 保護区 

パラオの保護区として、図 2-2-3.2に示す通り、Protected Area、及び Historical Area がある。

マラカル、アイライ、コクサイ変電所はいずれの保護区にも該当しない。 

電柱計画位置の近傍に Protected Area 及び Historical Areaが点在しているため、避けるよう

に計画する必要がある。 

Ngchesar 

Koror 

Building 
Mangrove 
Road 
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出典：PALAU AUTOMATED LAND AND RESOURCE INFORMATION SYSTEM(PALARIS) 

図 2-2-3.2 パラオの保護地区分布図 

3) 生態系 

パラオの生物多様性重要地域（Key Biodiversity Area:以下 KBA）及び絶滅危惧種を図 2-2-3.3

に示す。 

Babeldaob Upland Forestにおいては絶滅危惧 IA 類(CR)が 3種、絶滅危惧 IB 類(EN)が 2種、絶

滅危惧種 II類(VU)が 3 種確認されており、Middle Ridge Babeldaobにおいては ENが 2種、準絶

滅危惧(NT)が 2種確認されている。 

 

Historical Area 
Protected Area 
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KBA 分類 学術名 

Babeldaob 

Upland 

Forest 

絶滅危惧

IA 類(CR) 
無脊椎動物 

Partula calypso 
Partula leucothoe 

Partula thetis 
絶滅危惧

IB 類(EN) 
哺乳類 

Emballonura semicaudata 
Pteropus mariannus 

絶滅危惧 II

類 (VU) 
植物 

Aglaia mariannensis 

Parkia parvifoliola 

Pericopsis mooniana 

Middle 

Ridge 

Babeldaob 

EN 

鳥類 

Alopecoenas canifrons 

Megapodius laperouse 

準絶滅危惧 

(NT) 

Ducula oceanica 

Todiramphus pelewensis 

出典：https://www.ibat-alliance.org/visual-data-map 

図 2-2-3.3 パラオにおける KBA及び絶滅危惧種 

 相手国の環境社会配慮制度・組織 

1) 環境保護法 

パラオにおける環境影響評価（Environmental Impact Assessment、以下 EIA という）は、環

境保護法（Environmental Quality Protection Act）の中の Chapter 2401-61 EA & EIS Regulations で

規定されている。監督省庁は、パラオ環境保護委員会（EQPB）である。EQPB は、事業内容

を確認のうえ、事業の環境影響度に応じて、カテゴリー例外（Categorical Exclusion: CX）か環

境評価（Environmental Assessment: EA）か環境影響評価書（Environmental Impact Statement: EIS）
かのいずれに該当するかを判断する。 

EQPB の判断では、本プロジェクトは重大な環境影響がないため、CX となるとしている。

パラオにおける EA/EIS の手順は、図 2-2-3.4 に示すとおりである。 

凡例 
Babeldaob Upland Forest 
Middle Ridge Babeldaob 

https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/2021/06/Chapter-2401-61-EA-EIS-Regulations.pdf
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出典：Chapter 2401-61 EA & EIS Regulation 

図 2-2-3.4 パラオにおける EA/EISの手順 

2) 大気質に係る基準 

大気質にかかる環境基準は、表 2-2-3.2に示すとおりである。WHO ガイドラインと比較す
ると、同等または厳しい基準となっている。 

表 2-2-3.2 大気質に係る環境基準 

項目 基準 （参考）WHO 基準 

硫黄酸化物 

60μg/m3 (0.02ppm) 年間算術平均 

20μg/m3 (24 時間平均) 

500μg/m3 (10 分平均) 

365μg/m3(0.12ppm)  24 時間最大値、年1 回を超えない 

1,300μg/m3 (0.5ppm)  1 時間最大値、年1 回を超えない 

650μg/m3 (0.25ppm)  4 時間最大値、年 1 回を超えない 

煤塵 

60μg/m3 年間幾何平均 PM2.5: 10μg/m3 

PM10: 20μg/m3 

（年間平均） 

150μg/m3  24 時間最大値、年 1 回を超えない  PM2.5: 25μg/m3 

PM10: 50μg/m3 

（24 時間平均） 

360μg/m3 8 時間最大値、年 1 回を超えない  N/A 

一酸化炭素 
10μg/m3 (9ppm)  8 時間最大値、年 1 回を超えない  10μg/m3（8 時間平均） 

40μg/m3 (35ppm)  1 時間最大値、年 1 回を超えない  30μg/m3（1 時間平均） 

光化学オキシダント 160μg /m3 (0.08ppm)  1 時間最大値、年 1 回を超えない 120μg /m3（8 時間平均） 

炭化水素 160μg /m3 (0.24ppm) 3 時間最大値、年 1 回を超えない  N/A 

窒素酸化物 160μg /m3 (0.05ppm)  24 時間最大値、年 1 回を超えない  40μg/m3 (年間平均) 

200μg/m3 (1 時間平均) 

出典：National Ambient Air Quality Standards for Nepal, 2003, WHO Air quality guidelines 2005 
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3) 騒音・振動に係る基準 

騒音・振動に係る基準はパラオ国には存在しない。参考に、International Finance Corporation 
(IFC) の基準（Environmental, health, and safety guidelines, General guidelines）を表 2-2-3.3に示

す。 

表 2-2-3.3 IFCの騒音に係る基準 

単位：dB  

 昼間 

(7:00-22:00) 

夜間 

(22:00-7:00) 

住居地域、公共施設、教育施設 55 45 

工業、商業地域 70 70 

4) 水質に係る環境基準 

パラオにおける水質の環境基準は、Chapter 2401-11 Marine and Fresh Water Quality Regulations

に基づき、表 2-2-3.4に示す基準が設定されている。 

EQPBによれば、マラカル発電所は Class B, コクサイ、アイライ変電所は Class 1の基準が
適用される。日本の環境基準と比較すると、同等の基準となっている。なお、工事現場から

の排水に係る排水基準はない。 

表 2-2-3.4 水質に係る環境基準 

 単位 Class AA Class A Class B Class BB Class 1 Class 2 日 本 の

環 境 基

準 （ 海

域、環境

保全） 

大腸菌群 /100mL - 平均 126 以下 

最大 410/以下 

- 

pH  7.7-8.5 6.5-8.5 

周囲から 0.2 を超えない 

7.0-8.3 

全窒素 mg/L 0.4 0.8 0.4 0.75 1.50 1.0 

全リン mg/L 0.025 0.5 0.2 0.09 

溶存酸素 - 80%以上 75%以上 2 mg/L

以上 

濁度 NTU 1 以下 2 以下 5%以下 10%以下  

溶存酸素は自然の状態からの許容変化量、濁度は自然の状態からの許容増加量。 

出典：Chapter 2401-11 Marine and Fresh Water Quality Regulations 

 

5) EIAに関するギャップ分析 

JICA環境社会配慮ガイドライン（以下、JICA ガイドラインという）とパラオ法令との EIA

に関するギャップ分析及び対応方針を表 2-2-3.5に示す。 

  

https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/2021/06/Chapter-2401-11-Marine-And-Fresh-Water-Quality-Regulations-adopted.pdf
https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/2021/06/Chapter-2401-11-Marine-And-Fresh-Water-Quality-Regulations-adopted.pdf
https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/2021/06/Chapter-2401-11-Marine-And-Fresh-Water-Quality-Regulations-adopted.pdf
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表 2-2-3.5 JICAガイドラインとパラオ国法令との EIAに関するギャップ分析及び対応方針 

対象事項 JICAガイドライン パラオ国制度 
ギャップの有無及

び対処方針 

基本的 

事項 

本プロジェクトを実施するに当たって

は、その計画段階で、本プロジェクトが

もたらす環境や社会への影響につい

て、できる限り早期から、調査・検討を

行い、これを回避・最小化するような代

替案や緩和策を検討し、その結果を本

プロジェクト計画に反映しなければな

らない。（JICA ガイドライン、別紙 1.1） 

個別プロジェクトに適用される EA 及び

EIS は 、 Chapter 2401-61 EA & EIS 

Regulations で規定されている。 

スクリーニング、スコ

ーピングや環境影

響評価のプロセス

等は、パラオの制度

で定義されている。 

情 報 公

開 ・ 住 民

協議 

環境アセスメント報告書（制度によって

は異なる名称の場合もある）は、本プ

ロジェクトが実施される国で公用語ま

たは広く使用されている言語で書かれ

ていなければならない。また、説明に

際しては、地域の人々が理解できる言

語と様式による書面が作成されねば

ならない。 

環境アセスメント報告書は、地域住民

等も含め、本プロジェクトが実施される

国において公開されており、地域住民

等のステークホルダーがいつでも閲覧

可能であり、また、コピーの取得が認

められていることが要求される。（JICA

ガイドライン、別紙 2） 

特に、環境に与える影響が大きいと考

えられる本プロジェクトについては、本

プロジェクト計画の代替案を検討する

ような早期の段階から、情報が公開さ

れた上で、地域住民等のステークホル

ダーとの十分な協議を経て、その結果

が本プロジェクト内容に反映されてい

ることが必要である。（JICA ガイドライ

ン、別紙 1、社会的合意.1） 

環境アセスメント報告書作成に当た

り、事前に十分な情報が公開されたう

えで、地域住民等のステークホルダー

と協議が行われ、協議記録等が作成

されていなければならない。 

地域住民等のステークホルダーとの

協議は、本プロジェクトの準備期間・実

施期間を通じて必要に応じて行われる

べきであるが、特に環境影響評価項

目 選定時とドラフト作成時には協議

が 行 わ れ て い る こ と が 望 ま し い 。

（JICA ガイドライン、別紙 2.カテゴリー

A に必要な環境アセスメント報告書） 

EA の公告は 14 日間であるが、一般市

民には公開されず、内部機関でのみ共

有される。 

EIS の公告は 30 日間であり、ステークホ

ルダーが意見を述べることが出来る。 

JICA ガイドライン及

びパラオの制度の

両方に情報公開・

住民協議の実施が

記載されている。 

影響評価

対象項目 

環境社会配慮に関して調査・検討すべ

き影響の範囲には、大気、水、土壌、

廃棄物、事故、水利用、気候変動、生

態系及び生物相等を通じた、人間の

健康と安全及び自然環境への影響

（越境の又は地球規模の環境影響を

含む）並びに以下に列挙する様な事項

への社会配慮を含む。非自発的住民

移転等人口移動、雇用や生計手段等

Chapter 2401-61 EA & EIS Regulations

の中で EA レポートに記載すべき項目

は、 

事業概要、国／州政府の許認可、事業

実施区域周辺の天然資源、代替案の比

較、及び 

大気質、水質、騒音、生態系、地形、コミ

ュニティ等の自然・社会環境影響への回

避及び最小化の対策である。 

パ ラ オ 国 制 度 に

は、環境社会配慮

を実施する十分な

項目を持つと判断

される。 

ただし本プロジェク

トは EA の対象外で

ある。 
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対象事項 JICAガイドライン パラオ国制度 
ギャップの有無及

び対処方針 

の地域経済、土地利用や地域資源利

用、社会関係資本や地域の意思決定

機関等社会組織、既存の社会インフラ

や社会サービス、貧困層や先住民族

など社会的に脆弱なグループ、被害と

便益の分配や開発プロセスにおける

公平性、ジェンダー、子どもの権利、文

化遺産、地域における利害の対立、

HIV/AIDS 等の感染症、労働環境（労

働安全を含む）。（JICA ガイドライン、

別紙 1.検討する影響のスコープ.1） 

調査・検討すべき影響は、本プロジェ

クトの直接的、即時的な影響のみなら

ず、合理的と考えられる範囲内で、派

生的・二次的な影響、累積的影響、不

可分一体の事業の影響も含む。また、

本プロジェクトのライフサイクルにわた

る影響を考慮することが望ましい。

（JICA ガイドライン、別紙 1、検討する

影響のスコープ.2） 

モニタリン

グ 、 苦 情

処理等 

-モニタリング結果を、当該プロジェクト

に関わる現地ステークホルダーに公

表するよう努めなければならない。

（JICAガイドライン、別紙1、モニタリン

グ.3）  

-第三者等から、環境社会配慮が十分

でないなどの具体的な指摘があった

場合には、当該プロジェクトに関わる

ステークホルダーが参加して対策を協

議・検討するための場が十分な情報

公開のもとに設けられ、問題解決に向

けた手順が合意されるよう努めなけれ

ばならない。(JICA ガイドライン、別紙

１、モニタリング.4）  

EIS の公告は 30 日間であり、ステークホ

ルダーに公表し、意見を受け付ける。 

パ ラ オ 国 制 度 に

は、ステークホルダ

ーの意見を聴取す

る制度が十分であ

ると判断される。た

だし、本プロジェクト

は EA 及び EIS の対

象外である。 

生態系及

び生物相 

プロジェクトは、重要な自然生息地ま

たは重要な森林の著しい転換または

著しい劣化を伴うものであってはなら

ない。 

環境保護法により、在来の動植物を保

護し、保護区を適切に管理する必要性を

規定している。 

環境保護法に基づ

き、動植物への影

響を最小化する。 

先住民族 プロジェクトが先住民族に及ぼす影響

は、あらゆる方法を検討して回避に努

めねばならない。このような検討を経

ても回避が可能でない場合には、影響

を最小化し、損失を補填するために、

実効性ある先住民族のための対策が

講じられなければならない。  

先住民族に与える影響を可能な限り回

避するとともに、影響を受ける人々に適

切な補償を行うこととしている。 

建設予定地周辺に

は先住民族は存在

しない。 

出典：JICA調査団 
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 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

自然環境・社会環境への影響の観点から、JP 橋の送電方法について、代替案の比較検討を
行った。 

表 2-2-3.6 代替案の比較検討（JP橋の送電方法） 

項目 ゼロオプション 代替案 1 代替案 2 代替案 3 

概要 事業を実施しない。 鉄塔（モノポール）を建

設して送電線を敷設す

る。 

既存の海底ケーブル

を改修する。 

JP 橋の内部に、既存

のケーブル同様に送

電線（ケーブル）を敷設

する。 

自 然 環 境 面

への影響 

特になし。 鉄塔建設位置は公園

内であるため、自然環

境への影響はない。 

水中での工事となるた

め、JP 橋周辺の広範

囲の海域に影響を与

える可能性がある。 

特になし。 

社 会 環 境 へ

の影響 

マラカル発電所及びア

イメリーク発電所から

の送電線が 1 回線であ

るため、停電による影

響が甚大である。 

景観が損なわれる。 既存の海底ケーブル

の改修による停電の

影響が甚大である。 

特になし。 

評価 推奨されない。 推奨されない。 推奨されない。 自然環境及び社会環

境への影響が最小化

されるため、代替案 3

が推奨される。 

出典：調査団作成 

 スコーピング 

本事業により想定される影響を勘案し、表 2-2-3.7の通りスコーピングを行った。 

表 2-2-3.7 スコーピング 

分類  影響項目 

選定状況 

選定理由 工事前

工事中 
供用時 

汚染対策 1 大気汚染 ✓  工事中：建設機械・発電機からの排ガスの影響が考えら

れる。 

供用時：なし。 

2 水質汚濁 ✓  工事中：工事により発生する濁水の影響が考えられる。 

供用時：なし。 

3 土壌汚染 

 

 ✓ 工事中：なし。 

供用時：変圧器には絶縁油を使用するため、漏洩すると

土壌汚染が発生する可能性がある。 

4 廃棄物 

 

✓  工事中：工事に伴う廃棄物が排出される。 

供用時：なし。施設管理者等からの一般ごみの発生が想

定されるが、通常の一般ごみと同様に処理される。 

5 騒音・振動 ✓  工事中：工事に伴う騒音・振動が発生する。 

供用時：供用時に発生する騒音・振動は極めて少ない。 

6 地盤沈下   工事中：工事による地盤沈下への影響は見込まれな

い。 

供用時：直接基礎により荷重を分散させることから、施

設による地盤沈下への影響は見込まれない。 

7 悪臭   工事中：なし。悪臭は発生しない。 

供用時：なし。悪臭は発生しない。  

8 底質   工事中：底質への影響はない。 

供用時：なし。濁水は発生しない。 
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分類  影響項目 

選定状況 

選定理由 工事前

工事中 
供用時 

自然環境 9 保護区 ✓  工事中：電柱設置箇所周辺における保護区に影響を及

ぼす可能性がある。 

供用時：なし。保護区に影響を及ぼす活動は行わない。 

10 生態系 ✓  工事中：電柱設置箇所周辺における動植物に影響を及

ぼす可能性がある。 

供用時：なし。動植物・生態系に影響を及ぼす活動は行

わない。 

11 水象   工事中：なし。水象に影響を及ぼす活動は行わない。 

供用時：なし。水象に影響を及ぼす活動は行わない。 

12 地形、地質   工事中：なし。地形改変は行わない。 

供用時：なし。地形改変は行わない。 

社会環境 13 用地取得・住民移転 ✓ ✓ 工事前、工事中、供用時：電柱位置に一部民地が存在

する。土地管理を所管する土地調査局(Bureau of Land 

and surveys, BLS)及び土地所有者と協議の上、用地取

得を行う。 

14 貧困層   工事中：影響は想定されない。 

供用時：影響は想定されない。 

15 先住民族・少数民族   工事中：影響は想定されない。 

供用時：影響は想定されない。 

16 雇用や生計手段等の

地域経済 

  工事中：工事の労働者としての地元雇用が期待される。 

供用時：電力の安定供給により、民家、産業への社会経

済効果が期待される。 

17 土地利用や地域資源

利用 

  工事中、供用時：用地取得は送電線の電柱設置箇所に

限定されるため、開発行為として面的な広がりがなく限

定的なものである。よって、土地利用、地域資源利用へ

の大きな影響は見込まれない。 

18 水利用   工事中、供用時：本プロジェクト対象地域周辺には、河

川・溜池等はないため、水利用への影響は無い。 

19 既存の社会インフラや

社会サービス 

✓  工事中：車両による渋滞が考えられる。また、送電線工

事中に一時的に停電が起きる可能性がある。 

供用時：供用時：電力供給の安定化により、公共施設・

サービスが改善される。 

20 社会関係資本や地域

の意思決定機関等の

社会組織 

✓ ✓ 工事前、工事中、供用時：電柱位置に一部民地が存在

する。土地管理を所管する土地調査局(Bureau of Land 

and surveys, BLS)及び土地所有者と協議の上、用地取

得を行う。 

21 被害と便益の偏在   工事中：なし。工事による被害と便益の偏在はない。 

供用時：公共サービスとしての電力事情が改善されるた

め、便益の偏在は見込まれない。 

22 地域内の利害対立   工事中：なし。工事による被害と便益の偏在はない。 

供用時：公共サービスとしての電力事情が改善されるた

め、利害の対立への影響は見込まれない。 

23 文化遺産 ✓  工事中：電柱計画位置の道路沿いに史跡地区が点在し

ており、文化遺産に影響を与える可能性がある。 

供用時：なし。施設建設予定地に文化遺産は存在しな

い。 

24 景観   工事中：なし。工事による景観への影響はない。 

供用時：なし。景観に影響するような施設はない。  

25 ジェンダー   工事中：なし。ジェンダーに影響を及ぼす活動はない。 

供用時：なし。ジェンダーに影響を及ぼす活動はない。 

26 子どもの権利   工事中：なし。子どもの権利に影響を及ぼす活動はな

い。 

供用時：子どもの権利に影響を及ぼす活動はない。 
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分類  影響項目 

選定状況 

選定理由 工事前

工事中 
供用時 

27 HIV/AIDS 等の感染症   工事中：なし。感染性の物質は使用されない。 

供用時：なし。感染性の物質は使用されない。 

28 労働環境 ✓ ✓ 工事中：建設作業員の労働環境に配慮する必要があ

る。 

供用時：機器運転の作業員の労働環境に配慮する必要

がある。 

その他 

29 事故 ✓ ✓ 工事中：工事による事故が考えられる。 

供用時：運転機器の取り扱い事故が想定される。 

30 越境の影響、気候変

動 

  工事中：なし。事業による影響は想定されない。 

供用時：なし。事業による影響は想定されない。 

出典：調査団作成 

 環境社会配慮調査のTOR 

スコーピング結果を踏まえ、環境社会配慮調査の TOR を以下の表 2-2-3.8 のように検討した。 

表 2-2-3.8 環境社会配慮調査の TOR 

環境項目 調査項目 調査手法 

大気汚染 ・環境基準等の確認(パラオの環境基準、

WHO基準等) 

・工事中の影響 

・環境基準等の確認 

・工事の内容、建設機械の種類、ポンプの種類

等の確認 

土壌汚染 ・変圧器の設置方法、絶縁油管理方法 ・既存資料調査（他変電所での事例等） 

水質汚濁・底質 ・工事中の影響 ・現地調査及びヒアリングによる周辺環境確認 

・工事の内容、本施設の供用による排水状況の

確認 

廃棄物 ・建設廃棄物の処理方法 ・現地調査及びヒアリング 

騒音・振動 
・環境基準等及びWHO基準等 

・工事中の影響 

・現地調査、ヒアリング、文献調査による周辺環

境確認 

保護区・生態系 
・工事中の影響 ・工事内容の確認 

・現地調査、専門家へのヒアリング 

労働環境・事故 
・工事中・供用時に生じる可能性のある事

故内容 

・工事中・供用時に生じる可能性のある事故内

容及び対策検討 

用地取得・社会関

係資本や地域の意

思決定機関等の社

会組織 

・土地所有者の確認 ・土地データの確認及び土地調査局へのヒアリ

ング 

・ローカルコンサルタントへの再委託による用地

取得規模、補償額の確認 

既存の社会インフ

ラや社会サービス 

・工事用車両による影響 

・工事による一時的な停電の影響 

・現地調査及びヒアリング 

・工事計画の確認 

文化遺産 ・工事中の影響 ・現地調査及び史跡地区の文献調査 

出典：調査団作成 

 環境社会配慮調査結果（予測結果を含む） 

1) 大気汚染 

PM10 の濃度は、平均 19μg/m3程度で推移しており9、環境基準 (年平均値 60μg/m3 )を十

                                                        
9 出典：https://air-quality.com/place//7e8e80f1?lang=en&standard=aqi_us 
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分に下回っている。 

工事中に建設機械の稼働で排ガスが発生する。排ガスの影響は、アイドリングストップや

工事工程の平準化で軽減できる。また、低排出ガス型建設機械の活用を奨励し、影響の更な

る低減化を図る。粉塵が発生しやすい工事の際は、適宜散水を実施し、湿潤状態での実施に

努める必要がある。なお、必要に応じて、防塵シート等の活用を建設業者へ義務づける。 

供用時は、非常用発電機の稼働により排ガスが発生するが、非常時のみであるため、大気

質への影響は極めて小さい。 

このため、大気汚染への影響は小さいと考えられる。 

2) 水質汚濁 

2018年に PPUCがマラカルの ICE BOX RARKで採取した水質は、濁度が 1.4 NTU、浮遊物

質は認められなかった10。 

工事中は、土木工事の現場から濁水が発生する可能性がある。そのため、側溝及び桝を設

置して浮遊物の沈殿後に排水する。また、建設予定地周辺にはシルトフェンスを設置し、濁

水の周辺環境への到達を防止する。 

建設労働者のトイレは可搬式のものを使用し、排水はマラカルの下水処理場で処理するた

め、周辺環境への影響はない。 

このため、水質汚濁への影響は小さいと考えられる。 

3) 土壌汚染 

供用時には、変圧器には絶縁油が使用される。漏洩すると土壌汚染が発生する可能性があ

るため、コンクリート壁を設けることで、漏洩しても土壌までの到達は防止される。 

このため、土壌汚染への影響はない。 

4) 廃棄物 

工事中には廃棄物（コンクリート塊約 128m3、金属くず約 39t、廃油約 7t）が発生する。コ

ンクリート塊及び金属くずについては、工事業者が EQPB から許可を受けた処分場（アイメ

リーク処分場）で適切に処理する。廃油については PPUC が引き取り、再利用を行う。 

供用時は、施設管理者等からの一般ごみの発生が想定されるが、通常の一般ごみと同様に

処理される。 

5) 騒音・振動 

パラオには騒音・振動に係る基準はないため、IFC の昼間の騒音の基準（75dB）を遵守す

る計画とし、夜間工事は行わない。 

                                                        
10 出典：EQPB Laboratory 
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工事中は、建設機械による騒音・振動が発生するため、防音壁の設置、低騒音・低振動型

の建設機械の使用、騒音・振動が集中しない工事工程の策定等による措置を講じる。 

変電所内では、著しい騒音・振動を発生させる機械の設置・稼働はないため、供用時には

騒音・振動の発生は少ない。 

このため、騒音・振動への影響は小さいと考えられる。 

6) 保護区・生態系・文化遺産 

樹木の伐採はココナッツ、マンゴー等の 387 本である。Palau Conservation Society(NPO 団

体)に聴取したところ、事業用地には図 2-2-3.3 で示した無脊椎動物等の希少種は観測されて

いないとのことである。工事中に万が一希少種が確認された場合は、電柱の間隔の変更や、

生物自体の移動等の対策を行う。 

また、写真 2-1に示すように、道路境界から KBAまでは約 1mの離隔がある。送電線は既

存道路上に建設され、また周辺では、先述したように希少種は観測されていないため、KBA
への影響は小さいと考えられる。 

図 2-2-3.2及び図 2-2-3.3 に示した Protected Area, Historical Area及び KBAを避け、生息地

のない土地に電柱設置箇所を計画することから、保護区・生態系・文化遺産への影響は最小

化される。 

 

写真 2-1道路境界及び KBA 

7) 労働環境・事故 

交通事故を含む事故は、工事中、供用時ともに発生すると想定される。事故を防止するた

め、保護具（手袋やヘルメット等）の着用や、工事や運転管理に係る安全指導等が望まれる。 

したがって、事故の影響は、工事中、供用時ともに低減される。 

8) 用地取得・社会関係資本や地域の意思決定機関等の社会組織 

電柱位置に一部民地が存在するため、後述の「用地取得・住民移転」に基づき、土地所有

者と協議の上、土地利用のための用地取得を行う。2-2-3-3 に詳述した。  
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9) 既存の社会インフラや社会サービス 

工事中は、工事車両による交通渋滞が悪化する可能性があるため、車両の時間管理を適切

に行うことにより、交通渋滞の影響は低減される。 

また、送電線工事中に一時的に停電が起きる可能性があるが、事前にインターネットや新

聞等で告知することで、影響は最小化される。 

 影響評価 

調査結果及びガイドラインに基づき、環境社会への影響程度は、表 2-2-3.9 及び表 2-2-3.10
のとおり要約される。 

表 2-2-3.9 環境への影響評価 

No. 影響項目 

評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

自然環境への影響 

1 大気汚染 B- D 

工事中：車両や建設機械からの排気ガスが発生するが、車両や建設機材

のアイドリングの中止等により排ガスの低減化を図る。また、粉塵の発生

する工種については、適宜散水を行う。 

供用時：非常用発電機の稼働により排ガスが発生するが、非常時のみで

あるため、大気質への影響は極めて小さい。 

2 土壌汚染 D B- 

工事中：なし。土壌汚染への影響はない。 

供用時：コンクリート壁を設けることで、絶縁油の土壌への到達が防止さ

れるため、土壌汚染への影響は最小化される。 

2 水質汚濁 B- D 

工事中：工事中に発生する濁水は、側溝及び枡を設置して浮遊物沈殿後

に適切に排水するため、濁水の排出は防止される。 

供用時：なし。水質汚濁、底質への影響はない。 

4 廃棄物 D D 

工事中：発生する廃棄物は、工事業者が EQPB から許可を受けた処分場

で適切に処理する。 

供用時：施設管理者等からの一般ごみの発生が想定されるが、通常の一

般ごみと同様に処理される。 

5 騒音・振動 B- D 

工事中：工事作業に伴う騒音・振動は発生するが、工事業者が、最小とな

るように適切な防音措置（壁の設置、低騒音型機械）を実施するため、そ

の影響は小さい。 

供用時：本施設の稼働による騒音・振動の影響は極めて少ない。 

6 保護区 B- D 

工事中：保護区を避けるように電柱位置を計画することから、保護区への

影響は最小化される。 

供用時：なし。保護区に影響を及ぼす活動は行わない。 

7 生態系 B- D 

工事中：KBA を避けて電柱位置を計画することから、生態系への影響は

最小化される。事業用地に希少種は存在しない想定であるが、工事中に

万が一希少種が確認された場合は、電柱のスパンの変更や生物自体の

移動等の対策を行う。 

供用時：なし。保護区に影響を及ぼす活動は行わない。 

A+/-：重大な正/負の影響が予想される。  
B+/-：一定程度の正/負の影響が予想される。  
C+/-：正/負の影響の程度は不明である。（さらなる調査が必要であり、調査により影響を明らかにする。）  
D：影響は予想されない。 
出典：調査団作成 
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表 2-2-3.10 社会への影響評価結果 

No. 影響項目 

評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

社会環境 

1 

用地取得、社会関

係資本や地域の意

思決定機関等の社

会組織 

B- B- 
工事前、工事中、供用時：電柱位置に一部民地が存在する。土地所有者

と協議の上、用地取得を行う。 

2 
既存の社会インフラ

や社会サービス 
B- D 

工事中：工事車両による渋滞が予想されるため、車両の時間管理を適切

に行う。また、送電線の工事は事前にインターネットや新聞で周知する。 

供用時：施設の稼働による社会インフラへの影響はない。  

3 文化遺産 B- D 

工事中：史跡地区を避けるように電柱位置を計画することから、保護区

への影響は最小化される。 

供用時：なし。史跡地区に影響を及ぼす活動は行わない。 

4 労働環境、事故 B- B- 

工事中：保護具の着用等、工事中の事故防止を図るとともに、適切なモ

ニタリングを行う。 

供用時：運転管理に係る事故が想定されるため、安全教育等を行う。 

A+/-：重大な正/負の影響が予想される。  
B+/-：一定程度の正/負の影響が予想される。  
C+/-：正/負の影響の程度は不明である。（さらなる調査が必要であり、調査により影響を明らかにする。）  
D：影響は予想されない。 
出典：調査団作成 
 

 緩和策および緩和策実施のための費用 

施設や工事で対応可能な環境影響については、その対応により環境影響を最小化する。状

況に応じて PPUC が指導を行う。工事中及び供用時における緩和策は表 2-2-3.11 に示すとお
りである。 

表 2-2-3.11 工事中及び供用時における緩和策 

分

類 
環境項目 緩和策 実施対象 費用 

工

事

前 

用地取得、社会関係資

本や地域の意思決定機

関等の社会組織 

JICA ガイドライン及び世界銀

行セーフガードポリシーに基づ

く ARAP の作成 

PPUC PPUC の予算 

工

事

中 

1.大気汚染 散水の実施 

低排出ガス建設機械の使用 

工事業者 建設費に含む 

2.土壌汚染 コンクリート壁の設置 工事業者 建設費に含む 

3.水質汚濁 側溝及び桝の設置による適切

な排水 

工事業者 建設費に含む 

4.騒音・振動 防音壁や低騒音・低振動型建

設機械の使用 

工事業者 建設費に含む 

5.保護区・生態系・文化

遺産 

保護区等を避けた施工 

万が一希少種が確認された場

合、電柱のスパンの変更や生

物自体の移動 

工事業者 建設費に含む 

6. 事故 安全保護具（手袋、ヘルメット、

安全ベルト等）の着用 

安全管理会議の実施 

工事業者 建設費に含む 

7. 既存の社会インフラ

や社会サービス 

適切な工事車両工程管理の実

施 

工事業者 建設費に含む 
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分

類 
環境項目 緩和策 実施対象 費用 

工

事

前 

用地取得、社会関係資

本や地域の意思決定機

関等の社会組織 

JICA ガイドライン及び世界銀

行セーフガードポリシーに基づ

く ARAP の作成 

PPUC PPUC の予算 

供

用

時 

労働環境、事故 運転管理に係る安全教育 PPUC 維持管理費に含む 

出典：調査団作成 

 環境管理計画・モニタリング計画（実施体制、方法、費用など） 

施設建設時及び事業の運営・維持管理時に所定の環境管理活動及びモニタリングを実施す

る。実施体制は図 2-2-3.5に示すとおりであり、環境管理計画（案）と日常活動に係るモニタ

リング計画（案）は、それぞれ、表 2-2-3.12 及び表 2-2-3.13に示すとおりである。 

  （実施機関）  （報告機関） 

工事前：  PPUC  →  MPII 

工事中：  工事業者 →  PPUC 及び EQPB 

供用時：  PPUC  →  MPII 

図 2-2-3.5 環境管理計画・モニタリング計画の実施体制 

表 2-2-3.12 環境管理計画（案） 

番号 項目 影響 管理項目 
1 実施機関 

2.監督機関 
費用負担組織 

工事前 

1 

用地取得、社会関係資

本や地域の意思決定

機関等の社会組織 

用地取得により、土地

や樹木等の資産が喪

失する。 

JICA ガイドライン及び世界銀行セーフ

ガードポリシーに基づき、ARAP を作成

する。 

1.PPUC 

2.MPII 

PPUC の予算 

工事中 

1 大気汚染 

工事車両・機械により

排ガスが発生する。 

散水により大気汚染は最小化される。

工事業者は低排出ガスの建設機械を

使用する。 

1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

2 水質汚濁 
濁水が河川に放流され

る。 

側溝及び桝を設置し、濁水対策を行う。 1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

3 騒音・振動 
工事車両・機械により騒

音・振動が発生する。 

防音壁や低騒音・振動型に建設機械を

使用する。 

1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

4 
既存の社会インフラ

や社会サービス 

工事車両により交通渋

滞が発生する。 

特定の時間帯に工事車両が集中しな

いよう、適切な工事車両管理を行う。 

1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

5 事故 

工事中に事故が発生

する可能性がある。 

労働安全衛生基準に基づき、保護ベル

ト等を着用する。また、車両事故防止の

ための指導を行う。 

1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

6 
保 護区・ 生 態 系・文

化遺産 

電柱位置が保護区等

に影 響 を及 ぼ す 可能

性がある。 

保護区等を避けた施工を行う。 

万が一希少種が確認された場合、電柱

のスパンの変更や生物自体の移動等

の対策を行う。 

1.工事業者 

2.PPUC 

建設費に含む 

供用時 

1 事故 
運転管理に係る事故 運転管理に係る安全教育。 1.PPUC 

2.MPII 

維持管理費用に

含む 

2 土壌汚染 

変圧器に使用される絶

縁油により土壌汚染が

発生する可能性がある。 

コンクリート壁を設け、土壌汚染を防止

する。 

1.PPUC 

2.MPII 

維持管理費用に

含む 

出典：調査団作成 
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表 2-2-3.13 環境モニタリング計画（案） 

時期 分類 
モニタリング

項目 

モニタリ

ング地点 
頻度 方法 実施機関 監督機関 

工事前 

用地取得、社会関

係 資 本 や 地 域 の

意 思 決 定 機 関 等

の社会組織 

補償の状況 

- 
建 設 開 始

前までに月

1 回 

補償、苦情救済

の状況確認 
PPUC MPII 

工事中 

1. 大気汚染 

散水の状況 

低排出ガス

建設機械の

使用状況 

建設予

定地周

辺 

建 設 期 間

中 

週 1 回 

目視 工事業者 
PPUC 及

び EQPB 

2. 水質汚濁 

建設予定地

からの最寄

りの海域 

建設予

定地から

の最寄り

の海域 

建 設 期 間

中 

週 1 回 

目視、計測 工事業者 
PPUC 及

び EQPB 

3. 騒音・振動 騒音の状況 

建設予

定地周

辺 

建 設 期 間

中 

週 1 回 

計測 工事業者 
PPUC 及

び EQPB 

4. 既存の社会イン

フラや社会サービ

ス 

車両運行状

況 

建設予

定地周

辺 

建 設 期 間

中 

週 1 回 

目視、写真、月例

報告 
工事業者 PPUC 

5. 事故 
事故防止の

ための教育 

- 建 設 期 間

中 

週 1 回 

目視、写真、月例

報告 
工事業者 PPUC 

6. 保 護 区 ・ 生 態

系・文化遺産 

保護区等へ

の影響の有

無 

保護区・

KBA・史

跡地区

周辺 

建 設 期 間

中 

週 1 回 

目視、写真、月例

報告 
工事業者 

PPUC 及

び EQPB 

供用時 

1. 事故 
事故防止の

ための教育 

- 
週 1 回 

目視、写真、月例

報告 
PPUC MPII 

2. 土壌汚染 
土壌汚染の

有無 

変圧器

設置箇

所周辺 

週 1 回 目視 PPUC 
MPII 及び

EQPB 

出典：調査団作成 

 ステークホルダー協議 

ステークホルダー協議については、2021 年 9 月 23 日に第一回目が行われた。参加者は、各
州政府、MPII、EQPBである。コロール州及びアイライ州から、JP橋の送電方法について、架

空方式以外を希望する旨の意見があった。ステークホルダー協議議事録を添付資料 14に示す。 

 用地取得・住民移転 

 用地取得・住民移転の必要性 

パラオでは、土地調査局が土地所有者を管理しているものの、用地取得に関する法律はな

く、PPUCが土地所有者と協議することとなる。 

マラカル・コクサイ・アイライ変電所の改修用地は州政府の用地である。 

このため、PPUCが州政府と土地利用契約を交わすこととなる。 

送電線ルートについては、州政府の用地は無償での土地利用が可能であるが、民地につい

ては、土地所有者と協議の上、用地取得を行う。 
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 用地取得・住民移転にかかる法的枠組み 

1) 用地取得・住民移転にかかる相手国制度の概要 

前述のとおり、パラオにおける用地取得・住民移転に係る法制度はなく、PPUC が土地所有

者と協議することとなる。 

2) JICAガイドラインと相手国法制度との比較 

主な事項について表 2-2-3.14 のように比較した。本事業では、土地所有者を変更するので
はなく土地利用のみを行うものであるため、登録及び譲渡に係る税金は発生しない。また、

電柱の位置は局所的であり、整地する必要がないため、整地費用も発生しない。したがって、

不動産鑑定結果に基づく市場価格が再取得価格となる。 

表 2-2-3.14 JICAガイドラインと相手国法制度との比較 

主要事項 
JICA ガイドライン／ 

世界銀行 OP 4.12 
相手国法制度 本事業での対応 

受給権者 合法的／不法な住民にかかわ

らず、全ての被影響住民を補償

の対象とする。 

本プロセスは民地の用地取得で

あるので、補償は民地の土地所

有者に限られる。 

本プロジェクトによって影響を受

ける民地の土地所有者に対し、

補償を行う。 

用地取得対象地には非正規住

民の居住や所有物（農作物など

も含む）はない。 

住民参加 プロジェクト期間中、計画・実行・

モニタリング時において、被影響

住民の適切な参加がなされなけ

ればならない。 

用 地 取 得 は 土 地 所 有 者 と の

個々の合意に基づくものである

ため、公衆の住民参加は用意さ

れない。 

2022 年 1 月に土地所有者との協

議が行われ、用地取得について

合意した。 

苦情救済メカ

ニズム 

影響が受ける人々からの苦情に

対する処理メカニズムが整備さ

れていなければならない。 

用地取得に先立ち、本プロジェク

トの苦情救済委員会が設立され

る。 

苦情救済委員会を設立する。 

再取得価格に

よる補償 

補償は、可能な限り再取得価格

に基づかなければならない。 

補償は事前に支払われなけれ

ばならない。 

土地利用のみの場合、不動産鑑

定結果に基づく市場価格が再取

得価格として適用される。 

補償は事前に支払われる。 

土地利用のみの場合、不動産鑑

定結果に基づく市場価格が再取

得価格として適用される。 

補償は事前に支払われる。 

出典：調査団作成 

3) 本事業における用地取得・住民移転方針 

パラオでは用地取得に関する法制度がないため、本事業の用地取得・住民移転の方針は、

JICAガイドライン、世界銀行のセーフガードポリシーを基本とする。 

 用地取得・住民移転の規模・範囲 

本事業では住民移転は発生しないが、一部民地の取得が必要であるため、ARAP が作成される。 

本プロジェクトにより影響を受ける家屋、建造物、構造物等は存在しない。 

電線と接触する恐れのあるサイト内の樹木は除去される。補償は、PPUCから土地所有者に

対して行われる。本プロジェクトにより影響を受ける樹木を表 2-2-3.15 に示す。 
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表 2-2-3.15 本プロジェクトにより影響を受ける樹木 

樹木のタイプ 影響を受ける本数（本） 

ココナッツ、マンゴー等（大木） 361 

ココナッツ、マンゴー等（小木） 26 

合計 387 

出典：調査団作成 

本プロジェクトにより、29の民地、合計で 5,426.90 m2の民地の取得が必要となる。用地取

得対象地には非正規住民の居住や所有物（農作物なども含む）はない。Right of Way（以下、

ROW）は 8 ft （2.4m）である。本プロジェクトにより影響を受ける土地の概要を表 2-2-3.16

にまとめる。同表には影響を受ける用地の土地利用区分を記載しているが、本プロジェクト

により影響を受ける商店はない。補償方針は、29の民地の所有者に限られるため、所有者に
対して個別に周知することとしている。 

表 2-2-3.16 本プロジェクトにより影響を受ける用地 

地籍ロット番号 土地所有者 土地利用 取得面積 （m2） 

コロール州 

1 062 B 04 個人 住宅地／商業地 190.86 

2 030 B 17 個人 住宅地／商業地 54.90 

3 030 B 18 個人 住宅地／商業地 57.72 

4 030 B 24 個人 住宅地 338.63 

5 092 B 01 個人 住宅地／商業地 264.56 

6 022 B 07 個人 住宅地／商業地 56.76 

7 022 B 12 個人 住宅地／商業地 203.02 

8 021 B 08 個人 住宅地／商業地 109.32 

9 055 B 02 個人 住宅地／商業地 469.74 

10 055 B 01 個人 住宅地／商業地 393.52 

小計 2,139.03 

アイライ州 

1 024 N 14 個人 住宅地／商業地 181.46 

2 024 N 12 個人 住宅地／商業地 50.49 

3 069 N 01 個人 住宅地／商業地 102.39 

4 024 N 15 個人 住宅地／商業地 83.14 

5 025 N 10 個人 住宅地／商業地 276.40 

6 025 N 09 個人 住宅地／商業地 268.85 

7 025 N 08 個人 住宅地／商業地 99.43 

8 009 N 01 個人 住宅地／商業地 413.85 

9 009 N 03 個人 住宅地／商業地 128.85 

10 009 N 20 個人 住宅地／商業地 117.49 

11 002 N 01 個人 住宅地／商業地 40.23 

12 059 N 01 個人 住宅地／商業地 137.54 

小計 1,900.12 

エサール州 

1 064 P 18 個人 商業地 147.99 

2 045 P 09 個人 未整備用地 407.46 

3 059 P 01 個人 未整備用地 97.16 

4 069 P 04 個人 未整備用地 217.66 

5 069 P 03 個人 未整備用地 169.19 

小計 1,039.46 

ガッパン州 

1 024 P 18 個人 未整備用地 122.84 

2 023 L 03 個人 未整備用地 225.45 

小計 348.29 

合計 5,426.90 

出典：準備調査団 
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被影響住民の構成は表 2-2-3.17に示すとおりである。全体で 101名であり、20歳未満が約

4%、60歳以上が約 16%である。また、女性が全体の 33%である。 

表 2-2-3.17 被影響住民の構成 

年齢 男性 女性 合計 

0-9 2 1 3 

10-19 0 1 1 

20-29 5 2 7 

30-39 33 10 43 

40-49 5 8 13 

50-59 14 4 18 

60-69 7 7 14 

70 以上 2 0 2 

合計 68 33 101 

出典：準備調査団 

被影響住民の収入は表 2-2-3.18 に示すとおりである。大多数が、最低賃金である時給 3.5

ドルで従事している。 

ただし、本事業による収入の損失はなく、生計への影響はない。 

表 2-2-3.18 被影響住民の収入 

月収（ドル） 被影響住民数 

300 未満 16 

300 – 599 57 

600 – 999 8 

1000 – 1499 8 

1500 – 2499 2 

2500 以上 10 

合計 33 

出典：準備調査団 

 エンタイトルメント・マトリックス 

各資産のエンタイトルメント・マトリックスは、表 2-2-3.19に示すとおりである。 

表 2-2-3.19 エンタイトルメント・マトリックス 

 損失資産 受給権者 エンタイトルメント 備考 

1 土地 プロジェクトにより影響を受ける

土地所有者 

再取得価格に基づく補償 － 

2 構造物 プロジェクトにより影響を受ける

構造物の所有者 

（プロジェクトにより影響を受ける

構造物はない。） 

再取得価格に基づく補償 構造物の所有者と土地の

所有者は同一であるため、

用地取得と同時に補償され

るべきである。 

3 樹木 プロジェクトにより影響を受ける

樹木の所有者 

再取得価格に基づく補償 樹木の所有者と土地の所

有者は同一であるため、用

地取得と同時に補償される

べきである。 

4 作物 プロジェクトにより影響を受ける

作物の所有者 

土地所有者は工事開始前まで

に作物を収穫することができる。 

合意の日以降は、作物の

植え付けが禁止される。 

出典：調査団作成 
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 カットオフデート 

被影響住民の適格性を決定するため、カットオフデートが設定される。カットオフデート

以降に居住を開始した住民は補償や生計支援の対象とはならない。 

本事業では、2022 年 6 月 30 日をカットオフデートと設定する。カットオフデートは、29

の民地の所有者に限られるため、所有者に対して個別に周知することとしている。 

 実施体制 

PPUC が、ARAP の実施及び用地取得の実施機関としての責務を持つ。PPUC、土地調査局
（Bureau of Public Works）及び法務局（Office of Attorney General）により苦情救済委員会

（Grievance redress Committee）を設立し、苦情解決にあたる（図 2-2-3.6参照）。 

 
出典：調査団作成 

図 2-2-3.6 ARAPの実施及び用地取得の組織体制 

 苦情処理メカニズム 

苦情処理は、既存の仲裁組織がないため、上述の苦情救済委員会を新たに設置して対応す

る。メンバーは PPUC、土地調査局、法務局から構成される。苦情処理は、現地語で行われる。 

苦情処理は、29の民地の所有者に限られるため、所有者に対して個別に周知することとし

ている。 

プロジェクトにより影響を受けた住民は、以下の場合に苦情救済委員会に異議を申し立て

ることができる。 

・ 用地取得により生計が悪化した場合、生計の再構築や改善（雇用機会の提供や、PPUC

での職業訓練等）を要求出来る。 

・ 社会的に脆弱な世帯（低所得層、高齢者、女性等）の場合、生計の改善のための特別な

配慮を要求することができる。ただし、調査の結果、特別な支援を必要とする世帯は

ない。 

・ 用地取得に関する他の問題が生じた場合、問題解決のため、苦情を申し立てることが

できる。 

 モニタリング 

ARAP の進捗を確認するため、用地取得の進捗や苦情処理のモニタリングを実施する。 

被影響住民 

苦情救済委員会（Grievance redress Committee） 

メンバー：PPUC、土地調査局、法務局 

PPUC 

苦情解決プロセス 

異議申し立て 

用地取得、ARAP 
プロセス 
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 実施スケジュール 

ARAP の作成及び実施に係る責任組織は PPUC であり、2022年 3月に作成した ARAP の実
施を入札公示前の 2022年 12月までに完了させる予定である。 

表 2-2-3.20 実施スケジュール 

 2021 2022 2023 

 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ARAPの作成                   

被影響住民との協議                   

組織体制の構築                   

用地取得                   

苦情処理                   

モニタリング                   

                   

贈与契約(G/A)                   

詳細設計・入札                   

業者契約・着工                   

出典：調査団作成 

 費用と財源 

補償金額内訳を表 2-2-3.21に示す。これらは PPUC が負担する。 

表 2-2-3.21 補償金額内訳 

損失資産 数量 単位 単価 

（米ドル） 

金額  

(米ドル) 

用地取得 コロール 住宅地／商業地 1,800.40 m2 120.00 216,048.00 

住宅地 338.63 m2 90.00 30,476.70 

アイライ 住宅地／商業地 1,900.12 m2 26.00 49,403.12 

エサール 商業地、未整備用地 1,039.46 m2 9.40 9,770.92 

ガッパン 未整備用地 348.29 m2 6.60 2,298.71 

樹木取得 大木 361 本 300 108,300.00 

小木 26 本 150 3,900.00 

予備的経費  10 % 420,197.46 42,019.75 

補償金額合計 462,217.20 

出典：調査団作成 

 住民協議 

本事業により影響を受ける土地所有者に個別インタビューにて事業概要を説明し（男性 21
名、女性 5名）、協議を行った。協議は、2022年 1月から 3月にかけて、影響を受ける各用地

にて行われた。受けたコメント及びその対応は、表 2-2-3.22に示すとおりである。 
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表 2-2-3.22 住民のコメント及びその対応 

No. 協議日 協議参加者 性別 コメント 対応 

1 1 月 27 日 062 B 04 土地所有者 男性 学生の通学路を阻害しないよう、

電柱の正確な位置が知りたい。 

電柱の位置図を土地所

有者に配布した。 

2 2 月 1 日 030 B 17 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

3 1 月 27 日 030 B 24 土地所有者 男性 学生の通学路を阻害しないよう、

電柱の正確な位置が知りたい。 

電柱の位置図を土地所

有者に配布した。 

4 1 月 27 日 092 B 01 土地所有者 女性 特になし。 特になし。 

5 1 月 27 日 022 B 07 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

6 1 月 25 日 022 B 12 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

7 1 月 21 日 021 B 08 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

8 1 月 20 日 055 B 02 土地所有者 男性 樹木が伐採されないよう、地中

ケーブルを検討してほしい。 

今までは電線がなかったため、

補償してほしい。 

地中ケーブルは高額とな

るため、補償を行う旨を

土地所有者に説明した。 

9 1 月 20 日 055 B 01 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

10 2 月 23 日 024 N 14 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

11 2 月 1 日 024 N 12 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

12 2 月 27 日 024 N 15 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

13 2 月 22 日 025 N 10 土地所有者 女性 特になし。 特になし。 

14 2 月 22 日 025 N 09 土地所有者 女性 新設電柱を可能な限り減らせな

いか検討してほしい。 

可能な限り既設電柱を使

用する旨を説明した。 

15 2 月 22 日 025 N 08 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

16 2 月 8 日 009 N 01 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

17 2 月 8 日 009 N 03 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

18 2 月 8 日 009 B 20 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

19 2 月 18 日 002 N 01 土地所有者 男性 車道へのアクセス路を阻害しな

いよう、電柱の正確な位置が知

りたい。 

電柱の位置図を土地所

有者に配布した。 

20 2 月 18 日 059 N 01 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

21 2 月 24 日 064 P 18 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

22 2 月 18 日 045 P 09 土地所有者 女性 特になし。 特になし。 

23 2 月 21 日 059 P 01 土地所有者 女性 特になし。 特になし。 

24 2 月 22 日 069 P 04 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

25 3 月 21 日 069 P 03 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

26 3 月 21 日 023 L 03 土地所有者 男性 特になし。 特になし。 

 その他 

 環境社会配慮チェックリスト 

JICA環境社会配慮ガイドライン（2010年 4月）にもとづき、送変電・配電セクターの環境

チェックリストを用いて、表 2-2-3.23のように環境レビューを確認した。 

 モニタリングフォーム 

モニタリングフォームを添付資料 15に示す。 
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表 2-2-3.23 環境チェックリスト 

分

類 
環境項目 主なチェック事項 

Yes: Y 

No: N 
環境社会配慮 

１
．
許
認
可
・
説
明 

(1) 

EIA 及び環

境許認可 

(a) 環境アセスメント評価報告書（EIA レポート）等は作成済みか。 

(b) EIA レポート等は当該国政府により承認されているか。 

(c) EIA レポート等の承認は付帯条件を伴うか。付帯条件がある場合は、その

条件は満たされるか。 

(d) 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの環境に関する許認可

は取得済みか。 

(a)N 

(b)N 

(c)N 

(d)N 

(a) - (c) EIA 報告書は不要である 

(d) 既設の変電所の改修工事（マラカル, コクサイ）について、EQPB から

Earth Moving Permit が必要であり、事業開始までに取得予定である。 

(2) 

現地ステー

クホルダー

への説明 

(a) プロジェクトの内容及び影響について、情報公開を含めて現地ステークホ

ルダーに適切な説明を行い、理解を得ているか。 

(b) 住民等からのコメントを、プロジェクト内容に反映させたか。 

(a)Y 

(b)Y 

(a)–(b) 2021 年 9 月 23 日に、第一回目のステークホルダー協議が行われ、

JP 橋の送電方法について、景観上の理由から架空方式以外の方法を希望

する旨の意見があったことから、既存のケーブル孔に敷設する。 

(3) 

代替案の検

討 

(a) プロジェクト計画の複数の代替案は（検討の際、環境・社会に係る項目も

含めて）検討されているか。 

(a)Y (a) ゼロオプションを含めた代替案を検討した。具体的には、JP 橋の送電方

法についても代替案を比較した。鉄塔での架線、海底ケーブル、既存ケ

ーブル孔への敷設を検討した。自然・社会環境面からの検討により、既

存のケーブル孔に敷設する。 

２
．
汚
染
対
策 

(1) 水質 

(a) 盛土部、切土部等の表土露出部からの土壌流出によって周辺河川下流水

域の水質が悪化するか。水質悪化が生じる場合、対策が用意されるか。 

(a)N (a) 大規模な地形改変は行わない。また工事による濁水の影響が考えられ

るが、側溝及び桝を設置して浮遊物の沈殿後に排水するため、影響は

最小化される。 

３
．
自
然
環
境 

(1) 保護区 
(a) サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保護区内に立地する

か。プロジェクトが保護区に影響を与えるか。 

(a)N (a) 電柱計画位置の道路沿いに保護区が点在しているが、保護区を避ける

ように計画する。 

(2)生態系 

(a) サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地（珊瑚礁、マン

グローブ湿地、干潟等）を含むか。 

(b) サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要とされる貴重種の生息

地を含むか。 

(c) 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系への影響を減らす対策

はなされるか。 

(d) 野生生物及び家畜の移動経路の遮断、生息地の分断等に対する対策は

なされるか。 

(e) 事業実施に伴う森林破壊や密猟、砂漠化、湿原の乾燥等は生じるか。外

来種（従来その地域に生息していなかった種）、病害虫等が移入し、生態

系が乱される恐れはあるか。これらに対する対策は用意されるか。 

(a)N 

(b)N 

(c)N 

(d)N 

(e)N 

(f)N 

(a) - (c)事業対象地は既設変電所、既存道路沿いにあり、生態学的に重要

な生息地等は存在しない。万が一希少種が確認された場合は、電柱の

スパンの変更や生物自体の移動等の対策を行う。 

(d) 事業は家畜及び野生動物の移動経路の遮断、生息地の分断等を引き

起こさない。 

(e) 事業によって、懸念されているような生態系の混乱は起きない。 

(f) 事業対象地は既設変電所、既存道路沿いであり、すでに開発が進んで

いる。 
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分

類 
環境項目 主なチェック事項 

Yes: Y 

No: N 
環境社会配慮 

(f) 未開発地域に建設する場合、新たな地域開発に伴い自然環境が大きく損

なわれるか。 

 (3)地形・地

質 

(a) 送配電線ルート上に土砂崩壊や地滑りが生じそうな地質の悪い場所はあ

るか。悪い場合は工法等で適切な処置が考慮されるか。 

(b) 盛土、切土等の土木作業によって、土砂崩壊や地滑りは生じるか。土砂崩

壊や地滑りを防ぐための適切な対策が考慮されるか。 

(c) 盛土部、切土部、土捨て場、土砂採取場からの土壌流出は生じるか。土砂

流出を防ぐための適切な対策がなされるか。 

(a)N 

(b)N 

(c)N 

(a) なし。地形改変は行わない。 

(b) なし。地形改変は行わない。 

(c) なし。地形改変は行わない。 

４
．
社
会
環
境 

(1) 

住民移転 

(a) プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じるか。生じる場合は、

移転による影響を最小限とする努力がなされるか。 

(b) 移転する住民に対し、移転前に補償・生活再建対策に関する適切な説明

が行われるか。 

(c) 住民移転のための調査がなされ、再取得価格による補償、移転後の生活

基盤の回復を含む移転計画が立てられるか。 

(d) 補償金の支払いは移転前に行われるか。 

(e) 補償方針は文書で策定されているか。 

(f) 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困層､少数民族・先住民族等の社

会的弱者に適切な配慮がなされた計画か。 

(g) 移転住民について移転前の合意は得られるか。 

(h) 住民移転を適切に実施するための体制は整えられるか。十分な実施能力

と予算措置が講じられるか。 

(i) 移転による影響のモニタリングが計画されるか。 

(j) 苦情処理の仕組みが構築されているか。 

(a) N 

(b) Y 

(c) Y 

(d) Y 

(e) Y 

(f) Y 

(g) Y 

(h) Y 

(i) Y 

(j) Y 

(a) 事業による非自発的住民移転は発生しない。 

(b) ステークホルダー協議を開催し、移転前に補償・生計回復支援策の

説明が被影響住民に対して行われ、合意を得る。 

(c) 被影響者全数を対象にした損失資産調査が実施された。ARAPは再取

得価格による補償と生計回復支援策を含む。 

(d) 補償金は移転前に支払われる。 

(e) ARAPの中で補償方針が記載されている。 

(f) 社会的に脆弱な世帯（低所得者、老人、女性等）に対しては、生計

改善の配慮がなされる ARAPとしている。 

(g) 非自発的移転は発生しない。 

(h) ARAPの実施は PPUCが責任機関として行われる。 

(i) 用地取得や苦情処理に関するモニタリングが行われる。モニタリン

グ計画は ARAPに含まれる。 

(j) 苦情処理委員会を設け、苦情解決に向けた取り組みを行う。 

(2)生活・生

計 

(a) プロジェクトによる住民の生活への悪影響が生じるか。必要な場合は影響

を緩和する配慮が行われるか。 

(b) 他の地域からの人口流入により病気の発生（HIV 等の感染症を含む）の危

険があるか。必要に応じて適切な公衆衛生への配慮は行われるか。 

(c) 鉄塔等による電波障害は生じるか。著しい電波障害が予想される場合は、

適切な対策が考慮されるか。 

(d) 送電線を建設することによる線下補償等が国内法に従い実施されるか。 

(a)N 

(b)N 

(c)N 

(d)Y 

(a) 農作物や樹木の喪失等、経済的損失が生じる。ARAPが作成され、損

失は再取得価格で補償される。 

(b) 他の地域からの人口流入は想定されない。 

(c) 本事業による電波障害は想定されない。 

(d) 線下補償等は現地国法及び ARAPに従い実施される。 

(3)文化遺産 

(a) プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化的、宗教的に貴重な遺産、史

跡等を損なう恐れはあるか。また、当該国の国内法上定められた措置が

考慮されるか。 

(a) N (a) 電柱計画位置の道路沿いに史跡地区が点在しているが、史跡地区を避

けるように計画する。 

(4)景観 
(a) 特に配慮すべき景観が存在する場合、それに対し悪影響を及ぼすか。影

響がある場合には必要な対策はとられるか。 

(a)N (a) 事業対象地とその周辺はすでに開発されており、本事業により著しく景

観が損なわれることはない。 
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分

類 
環境項目 主なチェック事項 

Yes: Y 

No: N 
環境社会配慮 

(5)少数民

族、先住民

族 

(a) 当該国の少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響を軽減する配慮

がなされているか。 

(b) 少数民族、先住民族の土地及び資源に関する諸権利は尊重されるか。 

(a)N/A 

(b)N/A 

(a) -(b) 事業によって影響を受ける先住民族は存在しない。 

(6) 

労働環境 

(a) プロジェクトにおいて遵守すべき当該国の労働環境に関する法律が守られ

るか。 

(b) 労働災害防止に係る安全設備の設置、有害物質の管理等、プロジェクト関

係者へのハード面での安全配慮が措置されるか。 

(c) 安全衛生計画の策定や作業員等に対する安全教育（交通安全や公衆衛

生を含む）の実施等、プロジェクト関係者へのソフト面での対応が計画・実

施されるか。 

(d) プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェクト関係者・地域住民の安全

を侵害することのないよう、適切な措置が講じられるか。 

(a)Y 

(b)Y 

(c)Y 

(d)Y 

(a) -(d) PPUC の責任において、パラオの労働環境に関する法律を遵守す

る。作業員には、ヘルメット・保護具等の着用を義務付け、安全教育を徹

底し、工事中及び供用時の作業員の安全を確保する。 

５
．
そ
の
他 

(1) 

工事中の影

響 

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉じん、排ガス、廃棄物等）への緩和策

があるか。 

(b) 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼすか。また、影響に対する

緩和策が用意されるか。 

(c) 工事により社会環境に悪影響を及ぼすか。また、影響に対する緩和策が

用意されるか。 

(a)Y 

(b)Y 

(c)Y 

(a) 想定される影響は、騒音・振動、濁水、粉じん、排ガス、廃棄物である。 

(b) 電柱計画位置の道路沿いに保護区が点在しているが、保護区を避けて

計画することで影響は最小化される。  

(c) 工事により現場周辺道路が渋滞する可能性がある。 

PPUCは施工業者に対して、特定の時間帯に車両が集中しないよう留意

する。また、工事中の停電に関してはその計画を事前に住民等に、ラジ

オ、インターネット、テキストメッセージ等で周知する。  

(2)モニタリ

ング 

(a) 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対して、事業者のモニタ

リングが計画・実施されるか。 

(b) 当該計画の項目、方法、頻度等は適切か。 

(c) 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、予算等とその継続性）は確

立されるか。 

(d) 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規定されているか。 

(a)Y 

(b)Y 

(c)Y 

(d)Y 

(a) -(d) 影響が考えられる環境項目（補償の状況・大気質・水質・騒音・保

護区・生態系・文化遺産・既存インフラ・事故）に対して、PPUCがモニタリ

ングを実施する。本事業は環境評価（Environmental Assessment）が不

要とされているが、PPUC が所管官庁である EQPB に報告する。 

６
．
留
意
点 

他の環境チ

ェックリスト

の参照 

(a) 必要な場合は、道路に係るチェックリストの該当チェック事項も追加して評

価すること。 

(a)N/A (a) 特に追加すべき該当チェック事項は無い。 

環境チェック

リスト使用

上の注意 

(a) 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題への影響も確認する

（廃棄物の越境処理、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化の問題に係る要

素が考えられる場合等）。 

(a)N/A (a) 本事業による影響は地理的、期間的にも限定的であり、広範囲にわたる

環境影響は想定されない。  

出典：調査団作成
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2-3 免税措置 

本プロジェクトで調達する資機材に関する通関及び関税の免税手続きは、事前に、請負業者

が PPUC の調達担当者（Procurement Officer）を通じて、財務省（Ministry of Finance）の所得・

関税・課税管理局（Bureau of Revenue, Customs and Taxation）に、船荷証券の写し等、必要書類

を添えて通関及び免税手続き申請書を提出する必要がある。同時に、その写しを国務省（Ministry 

of State）の国際貿易・技術協力局（Bureau of International Trade and Technical Assistance）にも提

出する必要がある。これにより、還付方式ではなく、完全免税方式で関税（3%）が免税となる。
なお、パラオには、消費税（Value Added Tax：VAT）等、物品に対する税制は存在しない11。 

免税措置の遅れが本プロジェクトの進捗に影響を及ぼさないように手続きの進捗確認をする

等、留意が必要である。 
 

                                                        
11 2023年 1月 1日付で新税法が施行される予定であり、パラオ商品サービス税（Palau Goods and Services Tax：

PGST）等が導入される予定である。新たに導入される税金の免税の仕組みなどは整備段階であり、調査中は
明確な回答が得られなかった。プロジェクト実施の際は注視が必要である。 
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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要

3-1-1 上位目標

パラオ政府は 2015 年に「国家長期エネルギー政策」を改訂し、2017 年に「パラオエネルギー

ロードマップ」を策定した。同政策及びロードマップにおいて国内総発電量に占める再生可能

エネルギーの比率を 2025 年までに 45%まで向上させることを目標とし、同目標をパリ協定下の

NDC として表明している。

「JICA マスタープラン」で策定されたマスタープランを踏まえて、PPUC が 2020 年に策定し

た「Capacity Plan」、並びに 2021 年に策定した「電力系統優先計画 2021–2025」では、IPP 事業

に並行して実施すべき電力系統の拡充が必要不可欠としている。

3-1-2 プロジェクトの概要

本プロジェクトは、コロール島とバベルダオブ島において送変電設備を整備することにより、

両島における電力供給の信頼性・安定性の向上及び再生可能エネルギー導入の促進を図り、も

って住民生活環境の改善、並びに温室効果ガス排出削減に寄与するものである。本プロジェク

トの概要を、表 3-1-2.1 及び図 3-1-2.1 に示す。

表 3-1-2.1 プロジェクトの概要 

主要なコンポーネント 数量 

調達・据付 

1. 34.5kV 送電線の建設 （マラカル –コクサイ線）
（a） 34.5kV 架空線
（b） 34.5kV 地中ケーブル
（c） 34.5kV 送電線（JP 橋）
（d） 34.5kV 地中ケーブル（マラカル発電所、アイライ変電所、コクサイ変電所の
送電線引き出し口まで）

2. 13.8kV 配電線の建設（既設接続点まで）
（a） 13.8kV 架空線・地中ケーブル（マラカル発電所の配電線引き出し口まで）

3. マラカル発電所の拡張
（a） 15MVA 34.5／/3.8kV 変圧器
（b） 34.5kV 開閉設備 （屋内）

4. アイライ変電所の更新
（a） 15MVA 34.5/13.8kV 変圧器
（b） 34.5kV 開閉設備 （屋内）

5. コクサイ変電所の拡張
（a） 34.5kV 開閉設備 （屋内）

約 32.0 km 
約 3.0 km 

約 0.3 km 
1 式 

1 式 

1 台 
4 台 

1 台 
3 台 

5 台 

調達 
1. 調達資機材に係る保守用道工具
2. 調達資機材に係る交換部品、消耗品

1 式 
1 式 

建設 
1. 変電所建屋新設
2. 土木工事

3 棟 
1 式 

出典：調査団作成
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マラカル発電所

GG

アイメリーク発電所

GG

34.5kV/13.8kV
15MVA

34.5kV/13.8kV

34.5kV/13.8kV
6.25MVA

日本－パラオ友好橋（JP橋）

コクサイ変電所

34.5kV/13.8kV
15MVA

アイライ変電所

空港

コロール

IPP事業者が太陽光発電設備を接続（フェーズⅠ）

IPP事業者が開閉設
備を計画

凡例

: 34.5kV送電線

: 34.5kV送電線（計画）

: 発電機

: 変圧器

: 変圧器 (計画)

: 遮断器

: 遮断器 (計画)

光ファイバーケーブル (計画)

G

バベルダオブ島南部への配電

バベルダオブ島北部へ

 
出典：調査団作成 

図 3-1-2.1 プロジェクトの主要コンポーネント 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本プロジェクトは、パラオ政府が策定した「エネルギーロードマップ」、及び PPUC の「電力

系統優先計画 2021–2025」の実施の一端を担うものであると同時に、コロール島とバベルダオブ

島において送変電設備を整備することにより、両島における電力供給の信頼性・安定性の向上

を目標とするものである。 

また、本プロジェクトは緊急を要する無償資金協力事業であることに留意し、供用開始後、

増加する電力需要が設備容量を超過し設備寿命前に設備交換が必要となるような状況を回避す

べく、プロジェクト評価の目標年次、設備計画の目標年次を後述する「本プロジェクトの目標

年次」にてそれぞれ慎重に設定する必要がある。 

同時に、社会経済活動が活発に行われる地域での開発計画であることにも鑑み、計画段階で

確実に環境社会配慮を行う方針とする。 
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3-2-1-2 自然条件に対する方針 

(1) 温度・湿度条件に対する方針 

パラオは海洋熱帯性気候に分類され、平均気温は 27.4 ℃～28.0 ℃であり、年間を通して

大きな変動は見られない。平均湿度は、85 %～90 %と高く、気温同様に年間を通して大きな

変動は見られない。本プロジェクトで採用される変電設備、送電設備は、上記の気温・湿度

を考慮するとともに、外気温度及び直射日光による一時的な温度上昇並びに高湿度に対し、

機器が正常に動作し、運転・保守に支障が生じないよう留意する。また、開閉設備は建屋内

に据付けるため、計画地の外気温に特別な対策を講じる必要はないが、室内設計温度を 40℃、

外気温 31℃として設備の機能が確保出来るように配慮する。 

(2) 降雨・落雷に対する方針 

パラオの雨量は極めて多く、年間降水量は約 3,800 mm である。雨期（5 月～10 月）と乾期

（11 月～4 月）があり、短時間で強い雨が降ることが多く、雨期では 1 日のうち数時間から

半日、雨が降ることが多い。台風は一年中発生するものの、発生源に近いため大型台風の接

近はごく稀である。しかし 2021 年 4 月に発生した Surigae 台風の記録があることから、変電

設備の基礎や建屋に対しては、地盤面より約 10～30 cm 高くする等の浸水対策並びに側溝の

設置等、雨水対策が必要である。加えて工事期間中の降雨に対する安全配慮、並びに工程計

画に留意し、計画する。落雷の記録は確認できなかったものの、本プロジェクトではパラオ

で適用されている法規・規定に則ったうえで、避雷針等を適切に計画する。 

(3) 地震条件に対する方針 

パラオには地震の発生は極めて少ないが、機器に対する輸送時の損傷等を考慮し、設計条

件として我が国で一般的に採用されている水平震度 0.1 G を採用する。 

(4) 地形・地質条件に対する方針 

地盤調査の結果、マラカル発電所・アイライ変電所は、新設の開閉設備棟建設に十分な耐

力を有していることが確認された。SWS 試験及び平板載荷試験結果に基づく設計地耐力は表 

3-2-1.1 の通りであり、直接基礎を採用する。ただし、コクサイ変電所は SWS 試験で地表面下

2～3m の位置に軟弱層が確認されたため地盤改良を考慮する。 

表 3-2-1.1 実施した地盤・地質調査 

 建設予定地 
極限支持力 設計地耐力 

kN/m2 t/m2 kN/m2 t/m2 

(1) マラカル 168 17.1 56 5.7 

(2) アイライ 168 17.1 56 5.7 

(3) コクサイ 168 17.1 56 5.7 

出典：調査団作成 

1) マラカル発電所内の開閉設備棟の建設予定地の地形と地質 

図 3-2-1.1 に示すとおり、既設マラカル発電所内に開閉設備棟を建設する。建設予定地は、

海岸線より約 150 m の位置に有り、用地面積約 600 m2、最大幅約 25 m 程度の草地である。若
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干の起伏があるが、概ね平坦な土地である。既設の電柱・支柱及び上空架線が有るため、開

閉設備棟は必要最小限の広さと高さに配慮した（図 3-2-1.2）。SWS 試験を行った結果、地質

は良好であり、開閉設備棟（コンクリート造平屋）の建設用地として問題ない。 
 

 

 

図 3-2-1.1 マラカル発電所開閉設備棟配置計画 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-1.2 マラカル発電所開閉設備棟配置計画 

2) アイライ変電所の建設用地の地形と地質 

アイライ変電所は、敷地面積約 456.0m2 （19.0m x 24.0m）の狭い土地にある既設の変電所

である。敷地は公道近くに位置しているが、公道との高低差が約 5.0m ありアクセス道路は急

入口 

建設予定地 

既存マラカル発電所の全景と変電所建設予定地 開閉設備棟建設イメージ図 
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坂となっており、機材搬入や生コンクリート等の建設資材の搬入が困難である。施設計画と

しては、既設変電所の変圧器や 34.5kV 開閉設備を取り壊した後に、新たに開閉設備棟と変圧

器基礎を建設し、開閉設備や変圧器を設置する計画である。地盤については、変電所建設以前

は民間の鉄筋コンクリートの建物があった場所であり、新設建物や変圧器基礎を設置するには

十分の耐力を有している。図 3-2-1.3 に配置計画、図 3-2-1.4 に現況と建設イメージを示す。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-1.3 アイライ変電所の配置計画 

  

既存変電所現況 建設イメージ 

出典：調査団作成 

図 3-2-1.4 アイライ変電所現況と建設イメージ 

3) コクサイ変電所の建設予定地の地形と地質 

コクサイ変電所は、1995 年に我が国の無償資金協力により整備された変電所である。海岸

線より約 6.0 km、標高約 37.0 m に位置し、用地面積は約 420 m2である。周辺に民家はなく、

一部取壊し 

新設開閉設備棟 

新設変圧器 
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大きな道路に面しておりアクセスは問題ない。ただし、既設の電線が、地表面から約 12.0 m

の上空に有ること、並びに電話線が道路境界から約 2m 離れた、地下約 30 cm の位置に埋設

されているため、配置計画に十分留意すると共に工事中は十分な注意が必要である。また、

用地の北側は斜面となっており用地として使用できる平坦な範囲は限られていることから若

干の造成工事が必要となる。図 3-2-1.5 及び図 3-2-1.6 に配置計画と現況を示す。 

地質は、SWS 試験と平板載荷試験を行った結果、地表面から 1.0～2.0 m は粘性土であり、

その下に軟弱層が見られる。既存施設において、供用開始後の約 25 年間、地盤沈下や地滑り

等の問題は発生していないことから開閉設備棟（コンクリート造平屋）を建設する地盤とし

て問題ないと考えられる。 

 

出典：調査団作成 

図 3-2-1.5 コクサイ変電所配置計画 
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既存コクサイ変電所と建設予定地全景 

 

開閉設備棟の建設イメージ 

図 3-2-1.6 コクサイ変電所現況と建設イメージ 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

本プロジェクトの送電線工事では、コクサイ、アイライ、マラカルの各変電所の機材据付工

事及び 34.5kV 送電線工事、13.8kV 配電線工事の既設送配電線との接続に伴い停電作業を要す

る。このため、配電設備の需要家への影響を最小限に抑える工程計画を立て、停電時間の短縮

に努めるよう配慮する必要がある。工事中は、極力、周辺住民並びに交通の障害とならないよ

うに配慮すると共に、既設構造物並びに埋設物に障害を与えないように配慮する。送電線路設

計においても、道路境界線沿いにある周辺住宅や商店等との安全離隔距離が保てるように配慮

する。既存樹木が生い茂り送電線設置に支障があると判断される場合には、地中埋設も考慮す

る。同ルートの区間は、PPUC により土地所有者及び周辺住民に対し、事前に計画内容の説明を

十分行うこととする。さらに、本プロジェクトの変電所及び送電線建設に伴う基礎工事、ケー

ブル地中埋設時の掘削作業時には、電話・水道・下水等の既設インフラ設備の埋設物に障害を

与えないように十分注意し、架空線工事では、パラオで適用されている法規・規定に則ったう

えで、既設の配電線路・電話線路・道路等との安全離隔距離を確実に確保し、既存のインフラ

設備との干渉を避ける設計・施工を行う必要がある。 
  

電線 

電話線 
埋設 

開閉設備棟 

開閉設備棟 

斜面 
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3-2-1-4 施工事情に対する方針 

(1) 各変電所の開閉設備棟の基本計画 

パラオは島嶼国であるため、開閉設備を塩害・風雨被害より保護し、長期的な運用を図る

必要がある。そのため、更新、拡張を行う各変電所に１棟の開閉設備棟を計画する。建物の

規模は、設置予定の開閉設備の数量や寸法、メンテナンススペース、搬入・搬出の容易性、

及び将来計画等を考慮し適正な面積にて計画する。計画地における開閉設備棟は既設発電所・

変電所内に建設されるため、電柱、支柱、支線の位置及び上空の架線の高さを考慮した配置計

画を行う。建物自体も塩害・風雨被害より保護する目的で鉄筋コンクリート造として鉄筋の被

り厚を若干多めに確保できるよう柱・梁材の寸法を計画する。開閉設備棟の用途として便所や

事務室は必要がないため、給排水設備は計画しない。開閉設備を適正な状態に保つ目的で、空

調機と照明設備を設ける。また建物仕上げ材には塩害に強い種類の塗装を選定する。基礎は、

地盤調査結果を考慮し、直接基礎を採用した。 

(2) マラカル発電所内に建設予定の開閉設備棟 

マラカル発電所内に建設予定の開閉設備棟は、格納する開閉設備の寸法とその周辺にメン

テナンススペースを考慮し、8.25m x 14.0m の鉄筋コンクリート造平屋建てとする。用地が限

られているため、搬入・搬出を考慮し建具にはスイングドアではなくシャッタードアを採用

し、既設発電所の構内道路から短いアクセス道路を設ける。設備は空調設備と照明設備のみ

で給排水設備はない。 
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出典：調査団作成 

図 3-2-1.7 マラカル発電所内開閉設備棟の平面・断面図 

(3) アイライ変電所の開閉設備棟 

アイライ変電所の開閉設備棟は、既設変電所の一部を解体・撤去してできた空き地に建設

される。格納する開閉設備の寸法とその周辺にメンテナンススペースを考慮し、図 3-2-1.8 に

示す 7.7m x 13.5m の鉄筋コンクリート造平屋建てとする。設備は空調設備と照明設備のみで

給排水設備はない。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-1.8 アイライ変電所開閉設備棟 

(4) コクサイ変電所の開閉設備棟 

コクサイ変電所の開閉設備棟は、既設変電所に隣接して建設する。格納する開閉設備の寸

法とその周辺にメンテナンススペースを考慮し、図 3-2-1.9 に示す 13.0m x 14.9m の鉄筋コン
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クリート造平屋建てとする。設備は空調設備と照明設備のみで給排水設備はない。敷地面積

が限られていることと敷地内に電話線が埋設されていることを考慮し、また入口に高低差が

ないよう、基礎の高さにも考慮しつつ建設位置と平面計画を行う必要がある。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-1.9 コクサイ変電所開閉設備棟 

3-2-1-5 現地業者、現地資機材の活用に対する方針 

(1) 現地業者の活用に対する方針 

パラオの主要産業である建設業や観光業及び商業では、日本、米国、台湾等の援助に大き

く依存しており、設計技術者や電気・設備技術者は、フィリピンやグアム等の外国の技術者

への依存度が高い。特に建設業務では、外国人技術者を使用するよう客先から条件が提示さ

れる場合も多くある。このため、一定の技術力を有する技術者を現地で雇用することは困難

である。本プロジェクトの電力設備の据付工事及び施設建設工事においては、建設用資機材

の活用及び労務提供の面から現地建設会社を活用する方針とするが、品質管理、工程管理、

安全管理のためには日本人技術者を派遣する必要がある。 

一方、現地の建設業者数は約 30 社程度であるが、2 大総合建設会社の他は小規模な工務店

が多い。総合建設会社は、普通作業員、建設用資機材（工事用車両、機材類）を多く保有して

おり、調達が可能である。各建設予定地にて計画する開閉設備棟は、鉄筋コンクリート造平

屋建てであり、特殊な工種は無く、施設建設工事を実施するための現地労働者の雇用は可能

である。 

(2) 現地資機材の活用に対する方針 

現地では、骨材やアスファルト舗装材料の調達は可能であり、セメント、鉄筋、鉄骨材は

隣国のフィリピン、グアム等から輸入され、汎用輸入品として現地で普及している他、一般

建物用の壁材、天井材、配管材料や電気ケーブル・照明器具・設備機材も汎用輸入品として

現地で調達可能である。生コンクリートは現地建設会社が製造しており、一日最大約 400m3

の生コンクリートの生産が可能であり、28 日強度で 30N／mm2 程度の強度の確保が可能であ

る。従って、建築工事に使用するそれらの資機材等は品質・納期に対する管理が必要である

ものの、現地調達が可能である。このため、施工計画の策定に当たっては、現地産業の育成
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を考慮し、可能な限り現地で調達可能な資機材を採用することとする。一方、本プロジェク

トで必要な送変電設備用機材はパラオで製作しておらず、輸入に頼っているため、これらの

機材については日本または第三国からの調達を検討する必要がある。 

3-2-1-6 実施機関の維持・管理能力に対する方針 

本プロジェクト実施後に運転・維持管理を担当する PPUC は、パラオ全土の電力系統の運転・

維持管理を継続的に行っており、電力設備の運用については一定の技術水準を有している。 

3-2-1-7 施設・機材等の範囲、グレードの設定に対する方針 

PPUC は設計基準を保有していないため、本概略設計調査時に適用規格・基準について聞き取

り調査を行った。現有設備は、米国、日本からの支援により建設された変電設備に加え、PPUC

で更新した機器にて構成されており、これらとの協調を考慮し、最新の基準に準じていれば良

いとのことであった。よって、ANSI 規格、IEC 規格、JEC 規格に規定されている内容と現有設

備の仕様に配慮した設計を基本とする。 

3-2-1-8 工法／調達方法、工期に係わる方針 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力のスキームに基づいて実施されるので、期限内に

据付けを完了する必要がある。また、所定の工期内で完工させ、変電所の建設により期待され

る効果を発現させるためには、日本側工事とパラオ側負担工事工程の協調が取れ、かつ内陸輸

送ルート、輸送方法、期間、諸手続き等に配慮した工程計画を策定する必要がある。 

本プロジェクトでは、34.5/13.8kV 変電所の更新、拡張並びに 34.5kV 送電線建設（架空線並び

に地中埋設ケーブル）を同時に実施することから、適切な班編成により、効率的な工事を実施

するよう工程計画を立てるとともに、現地業者や技術者の精通した工法を採用し、安全かつ迅

速に作業が進むよう工事の管理体制を整える必要がある。 

3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 計画の前提条件 

(1) 本準備調査における電力需要想定の目的 

本プロジェクトの主要コンポーネントは、コロール島及びバベルダオブ島における送変電

設備の強化を目的とするアイライ変電所及びマラカル発電所（電圧階級 34.5/13.8kV、既存設

備容量 10MVA×各 1 台）の増強、並びに 34.5kV 送電線（マラカル発電所‐コクサイ変電所

間）の整備等である。 

本準備調査における電力需要想定は、潮流解析、他の開発計画との協調性評価等、送変電

設備計画の観点から本プロジェクトの妥当性、有効性の検証に係る基礎データとして、コロ

ール島及びバベルダオブ島の電力需要想定を行い、計画の前提条件を明確にすることを目的

とする。 
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(2) 本プロジェクトの目標年次 

本プロジェクトはパラオの電力系統における上位の送変電設備に係る計画であると同時に、

成長著しいコロール島及びバベルダオブ島の計画であるため、中長期的な視野から系統計画

を行っておかなければ、下位の電力設備の運用、ひいては安定供給に支障をきたすことも懸

念される。 

供用開始後、設備寿命を全うする前に設備交換が必要となるような状況を回避すべく、設

備計画の目標年次については、都市部における上位系統の送変電設備計画等、本プロジェク

トと類似する無償資金協力事業との整合性も考慮し、設備計画の目標年次を供用開始 10 年後

とする。一方、本プロジェクトでは裨益効果の評価等、プロジェクト評価の目標年次は供用

開始 3 年後とする。 

供与開始年次 ： 2024年（想定） 

プロジェクト評価の目標年次 ： 2027年（供用開始 3年後） 

設備計画の目標年次 ： 2034年（供用開始 10年後） 

3-2-2-2 需要想定 

(1) 需要想定 

コロール島及びバベルダオブ島の需要は、2019 年に国際協力機構で実施した「パラオ国送

配電システム改善・維持管理強化計画策定プロジェクト」（以下、前回 MP 案件と称す）で想

定しており、パラオ側の合意を得ている。 

以下に前回 MP 案件時における需要想定の概要について記載したのち、本調査におけるコ

ロール島及びバベルダオブ島の需要想定結果について説明する。 

1) 前回 MP案件時の需要想定 

a) 需要予測の手法 

需要予測は、セクターごとに電力エネルギー需要を求め、その後、最大需要や発電量を

求める。また、送配電計画のために州別の電力需要予測を行う。本モデルフローは図 3-2-

2.1 のとおりである。 
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出典：調査団作成 

図 3-2-2.1 電力需要予測フロー 

上記の電力需要予測フローに従い電力需要予測モデルを構築する。 

b) 電力需要予測式 

計算される電力消費セクターは商業部門・公共部門・家庭部門・送配電ロスである。こ

れら部門の予測値を合計することで PPUCの電力需要量となる。予測の手順を以下に示す。 

各セクターは GDP に対する弾性値を過去の推移から計算する。弾性値の計算では、2000

年から 2016 年までの全データを使った長期弾性値と 2010 年から 2016 年までのデータを

使った短期弾性値の２つを計算し、今後の弾性値の推移を設定する。 

・商業部門と公共部門の場合 

Ln（セクター別電力消費）＝a*Ln（セクター別 GDP）- b*Ln（セクター別電力料金）＋c 

・家庭部門の場合 

Ln（家庭部門での電力消費）＝a*Ln（一人当たり所得）- b*Ln（家庭部門の電力料金）＋c 

ここで Ln は自然対数の意、「a」は GDP 弾性値、「b」は価格弾性値となる。 

上記の弾性値を使い以下の式で商業部門、公共部門、家庭部門の電力需要を求める。 

＜商業部門と公共部門の電力需要予測式＞ 

Yt : セクター別電力需要（t 年の MWh） 

セクター別電力需要予測  

ロードファクター見通し 

最大電力需要予測 

 

 州別人口推定 

 州別顧客推定 

 州別顧客当たり電力消費見通し 

 州別電力需要見通し  

 州別新規需要見通し 

州別最大需要見通し 

一人当たり電力消費量 

GDPあたり電力消費量 

国際比較 

人口の見通し 

GDPの見通し 

国際エネルギー価格見通し 

国内投資見通し 

エネルギー政策 

GDPと電力需要の弾性値 

価格と電力需要の弾性値 

省エネ政策効果 
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a : セクター部門の GDP 弾性値 

b : 電気料金弾性値 
省エネ率：省エネ効果を需要に対する比率で設定、省エネ効果は毎年累積的に効果を発す

る。 

Yt ＝ Yt-1*（1 ＋ a*セクター別 GDP 伸び率）*（1 - b*電気料金上昇率） 

*（1 - 省エネの効果上昇率／

100） 

＜家庭部門の電力需要予測式＞ 

Yt : 家庭部門の電力需要（ｔ年の MWh） 
a : 一人当たり所得に対する弾性値 

b : 電気料金弾性値 

省エネの効果上昇率：省エネ効果を需要に対する比率で設定 

Yt ＝ Y t-1*（1 ＋ a*一人当たり所得伸び率）*（1 - b*電気料金上昇率） 

*（1 - 省エネの効果上昇率／

100） 

上記の電力需要予測手法より算出された州別のピーク需要予測及びその構成比を表 3-2-
2.1 及び表 3-2-2.2 に示す。表 3-2-2.2 に示すとおり、パラオの人口が集中しているコロール

州では、電力需要の大半を消費しており、国全体の約 66％を占めている。なお、その他州に

おいては、アイライ州を除き、それぞれ 5%以下の電力消費となっている。 

表 3-2-2.1 州別ピーク需要予測（前回 MP案件時） 

単位：kW 
州  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

アイメリーク Aimeliik 453 459 470 481 492 505 514 524 533 
アイライ Airai 2,535 2,587 2,680 2,776 2,909 3,071 3,209 3,351 3,496 
コロール Koror 7,985 8,127 8,445 8,775 9,396 9,807 10,176 10,554 10,941 
マルキョク Melekeok 438 445 459 472 487 503 515 668 712 
ガラルド Ngaraard 88 89 93 96 100 104 106 143 157 
ガラスマオ Ngardmau 37 38 39 40 41 43 44 45 46 
アルモノグイ Ngaremlengui 100 102 105 108 111 114 116 119 121 
ガッパン Ngatpang 61 62 64 65 67 69 70 72 73 
エサール Ngchesar 46 46 48 49 50 52 53 54 55 
ガラロン Ngarchelong 79 80 82 84 87 89 91 104 117 
ニワール Ngiwal 49 50 52 53 54 56 57 58 60 

合計  11,870 12,090 12,530 13,000 13,790 14,410 14,950 15,690 16,310 
           

州  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2035 
アイメリーク Aimeliik 543 551 559 568 570 573 576 578 586 
アイライ Airiai 3,656 3,745 3,844 3,937 3,997 4,058 4,120 4,182 4,367 
コロール Koror 11,395 11,650 11,911 12,178 12,327 12,477 12,628 12,782 13,254 
マルキョク Melekeok 792 841 927 1,031 1,054 1,078 1,090 1,103 1,141 
ガラルド Ngaraard 356 373 427 445 496 510 511 513 519 
ガラスマオ Ngardmau 47 48 49 50 50 51 52 52 54 
アルモノグイ Ngaremlengui 124 126 128 131 132 133 134 135 139 
ガッパン Ngatpang 74 76 77 78 79 80 80 81 83 
エサール Ngchesar 56 57 58 60 60 61 61 62 64 
ガラロン Ngarchelong 131 145 159 173 186 198 211 224 226 
ニワール Ngiwal 61 62 63 64 65 65 66 66 68 

合計  17,240 17,670 18,200 18,710 19,020 19,280 19,529 19,778 20,501 
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出典：パラオ国送配電システム改善・維持管理強化計画策定プロジェクト 

表 3-2-2.2 州別ピーク需要構成比（前回 MP案件時） 

単位：％ 
 州 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 

Aimeliik 3.8  3.8  3.7  3.7  3.6  3.2  3.0  2.9  

Airai 21.4  21.4  21.4  21.4  21.1  21.2  21.0  21.3  

Koror 67.3  67.2  67.4  67.5  68.1  66.1  64.7  64.7  

Melekeok 3.7  3.7  3.7  3.6  3.5  4.6  5.6  5.6  

Ngaraard 0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  2.1  2.6  2.5  

Ngardmau 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  

Ngaremlengui 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  

Ngatpang 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.4  0.4  0.4  

Ngchesar 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  

Ngarchelong 0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.8  1.0  1.1  

Ngiwal 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  

Koror+Babeldaob 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

出典：パラオ国送配電システム改善・維持管理強化計画策定プロジェクト 

2) ピーク需要の実績 

図 3-2-2.2 に調査時点（2021 年 8 月 16 日）における最新の実績潮流を示す。ピーク需要は

11.354MW であり、これに対する供給はアイメリーク発電所 3.810MW、マラカル発電所

7.850MW の合計 11.660MW であり、送電損失は 0.306MW で損失率は 2.62％であった。 

 
出典：PPUC 

図 3-2-2.2 ピーク時実績潮流（2021年 8月） 
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3) 新規の大型電力需要 

新規投資による電力需要は、前回 MP 案件時同様、コロール州、アイライ州、マルキョ

ク州、ガラルド州、ガラロン州で新規需要が見込まれる。さらに、本調査にて新たに確認

された新規の大型需要家として、アイライ州にて大型商業施設の完工（約 1.0MW）が 2021

年となっている。 

また、ケーススタディーを行うにあたって、前回 MP 案件時同様、新規需要が予定通り

見込まれる場合を Base ケースとし、High ケースは「新規需要が 2 倍になった場合」、Low

ケースは「新規需要がなくなった場合」としてそれぞれ想定する。下表に最大需要時にお

ける各ケースの新規需要を示す。 

表 3-2-2.3 各ケースの新規需要一覧（最大需要時） 

 単位： MW 

Case 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

High 今回 0.000  0.546  2.742  3.036  3.655  4.040  4.919  5.026  5.270  5.467  5.614  5.699  5.744  5.790  5.816  5.836  

Base 

今回 0.000  0.273  1.371  1.518  1.828  2.020  2.460  2.513  2.635  2.734  2.807  2.849  2.872  2.895  2.908  2.918  

前回

(MP) 

0.000  0.273  0.371  0.518  0.828  1.020  1.460  1.513  1.635  1.734  1.807  1.849  1.872  1.895  1.908  1.918  

Low 今回 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

出典：調査団作成 

4) コロール島及びバベルダオブ島の需要想定 

以上を踏まえ、前回 MP 案件時の電力需要想定をベースに本プロジェクトの需要想定を行

った。図 3-2-2.3 に本プロジェクトのピーク需要想定結果と実績値、既存の想定結果の比較を

示す。2020 年並びに調査時点（2021 年 8 月）におけるピーク電力においては、昨今の COVID-
19 による影響と思われる需要の落ち込みが確認できるため、2019 年の実績データをベースに

前回 MP 案件時の電力需要想定をレビューした。2019 年から 2034 年間のピーク需要（MW）

の伸び率は 3.3％／年である。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.3 ピーク需要予測と実績値、既存想定との比較 
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5) ケーススタディー 

前述の「3）新規の大型電力需要」のとおり、本調査でも基本的には前回 MP 案件時と同様

のケーススタディーとするが、Low ケースについてはさらに COVID-19 の影響による需要の

落ち込みも考慮する。同影響に伴う需要の落ち込みの割合としては、直近年である 2020 年の

需要の落ち込み率（約 9%）を採用する。 

以上の前提で、各ケースの既存需要を含めたピーク需要を計算すると以下の表 3-2-2.4 及

び図 3-2-2.4 となる。 

表 3-2-2.4 各ケースにおけるピーク需要 
Unit: MW 

Case 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

High 12.8  13.9  16.6  17.3  18.4  19.2  20.6  21.2  21.8  22.5  22.9  23.2  23.4  23.7  24.0  24.2  

Base 12.8  13.6  15.2  15.7  16.5  17.1  18.0  18.4  18.9  19.4  19.7  20.0  20.2  20.5  20.7  20.9  

Low 12.8  12.0  12.5  13.0  13.3  13.6  14.0  14.3  14.7  15.0  15.2  15.4  15.6  15.8  16.0  16.2  

出典：調査団作成 
 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.4 各ケースにおけるピーク需要 

6) 州別電力需要想定 

上記 Base ケースにおけるピーク需要をベースに、コロール島及びバベルダオブ島における

州別のピーク需要予測の結果を表 3-2-2.5 に示す。表 3-2-2.5 に示すとおり、パラオの人口が

集中しているコロール州では、電力需要の大半を消費しており、国全体の約 60％を占めてい

る。なお、その他州においては、アイライ州を除き、それぞれ約 5%以下の電力消費となって

いる。 
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表 3-2-2.5 州別のピーク需要予測 

 
出典：調査団作成 

(2) 配電用変圧器容量 

配電線網に配電するためには十分な容量の変圧器が整備されている必要があるが、コロー

ル島及びバベルダオブ島に配電する現状の 34.5/13.8kV 変圧器容量は下表のとおり合計

51.05MVA である。PPUC が管轄する変電所（発電所のローカル供給用変電設備を含む）は 12
カ所であるが、同変電所のうち送電線遮断器を備えているのはアイメリーク変電所、マラカル

発電所及びアイライ変電所のみであり、送電線に事故があると事故線路の全区間が停電となる。 

表 3-2-2.6 34.5/13.8kV配電用変圧器容量 

変電所／需要家 
変圧器容量 

(MVA) 
数量 

変圧器容量合計 
(MVA) 

Airai Substation 10 1 10 

Kokusai Substation 5 1 5 

Malakal Power Station 10 3 10 

Aimellik 2 (Mogami) Substation 0.75 3 2.25 

Aimeliik 1 (Medorm) Substation 1.5 1 1.5 

Nekken Substation 0.75 3 2.25 

Ibobang Substation 0.25 3 0.75 

Ngremlengui (Asahi) Substation 0.30 1 0.30 

Ngardmau Substation 0.75 3 2.25 

Ngaraard 1 Substation 0.25 3 0.75 

Ngaraard 2 Substation 2 1 2 

Hotel (Palasia Hotel)* 1 1 1 

Hotel (Royal Resort)* 1.5 2 3 

Total Capacity 51.05 

* プライベート 
出典：調査団作成 

(3) 各変電所への想定負荷配分 

各変電所負荷は、現地調査時（2021 年 8 月）に入手した各発電所の配電線負荷実績及び本

プロジェクトの需要想定を踏まえ配分した。ここで、PPUC の電力設備には送電線潮流を計測

するメーターは発電所とアイライ（Airai）変電所のみに設置されているため、その他各変電

所の負荷ならびに送電線潮流は正確には把握できない。そのため、系統解析にあたり発電所

出口やアイライ変電所の出口で計測された送電線潮流を、その送電線に連系された変電所の
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変圧器容量で案分するなど、各変電所の負荷を想定した。なお、各変電所への負荷配分にお

ける留意事項を下記に示す。 

 既設マラカル発電所は、現在アイライ向け 34.5kV 送電線及びミユンズ（Meyuns）、マラ

カル向けの計 2 つの 13.8kV 配電線フィーダーを有している。PPUC では、ミユンズ線は

既設アイライ変電所のコロール線と系統連系用開閉器（N.O.）を介して接続されている

が（図 3-2-2.5 参照）、適宜コロール線との負荷配分調整が可能である。 

 新規の大型需要家として、アイライ州にて大型商業施設の完工（約 1.0MW）が年内に予

定されている。さらに、年内中のコロール州からアイライ州への大規模な住民移転が計

画されており、約 0.50MW の電力需要の移設が見込まれている。 

 
出典：PPUC 

図 3-2-2.5 コロール島及びバベルダオブ島南部における電力系統 

以上より、前述の州別のピーク需要負荷を系統解析モデル内に必要な変電所に負荷配分し

たものを表 3-2-2.7 に示す。 

コロール線 

ミユンズ線 

アイライ変電所 

マラカル発電所 

アイメリーク発電所へ 
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表 3-2-2.7 需要想定負荷の変電所配分 

 

出典：調査団作成

Unit: MW

Substation
34.5/13.8 kV
Transformer

(PF 0.90)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

5.312 5.413 5.617 5.828 6.178 7.803 8.069 8.342 10.071 10.604 10.902 11.215 11.528 11.710 11.894 12.080 12.269 12.461 12.650
59% 60% 62% 65% 69% 87% 90% 93% 75% 79% 81% 83% 85% 87% 88% 89% 91% 92% 94%

0.583 0.592 0.611 0.627 0.646 0.667 0.682 0.837 0.884 0.966 1.018 1.105 1.212 1.236 1.262 1.275 1.289 1.303 0.078
12.95% 13.15% 13.59% 13.94% 14.35% 14.83% 15.16% 18.59% 19.64% 21.46% 22.62% 24.56% 26.92% 27.47% 28.04% 28.32% 28.65% 28.96% 1.74%

1.241
27.6%

4.616 4.698 4.882 5.073 5.432 5.376 5.589 5.808 4.583 4.630 4.656 4.683 4.711 4.726 4.742 4.758 4.774 4.790 4.806
51% 52% 54% 56% 60% 60% 62% 65% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36%

0.103 0.104 0.107 0.109 0.112 0.114 0.116 0.119 0.121 0.123 0.125 0.127 0.129 0.129 0.130 0.131 0.131 0.132 0.132
51.3% 52.0% 53.3% 54.5% 55.8% 57.2% 58.2% 59.4% 60.4% 61.5% 62.4% 63.3% 64.4% 64.6% 64.9% 65.3% 65.5% 65.8% 66.2%
0.262 0.265 0.272 0.278 0.285 0.292 0.297 0.303 0.308 0.314 0.319 0.323 0.328 0.330 0.331 0.333 0.334 0.336 0.338
19.4% 19.7% 20.1% 20.6% 21.1% 21.6% 22.0% 22.4% 22.8% 23.3% 23.6% 23.9% 24.3% 24.4% 24.5% 24.7% 24.8% 24.9% 25.0%
0.081 0.083 0.084 0.086 0.088 0.091 0.092 0.094 0.096 0.098 0.099 0.100 0.102 0.102 0.103 0.104 0.104 0.104 0.105
40.7% 41.3% 42.2% 43.2% 44.2% 45.4% 46.2% 47.1% 47.9% 48.8% 49.5% 50.2% 51.0% 51.2% 51.5% 51.8% 51.9% 52.2% 52.5%
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
3.28% 3.33% 3.44% 3.49% 3.60% 3.71% 3.76% 3.87% 3.92% 3.98% 4.09% 4.14% 4.19% 4.25% 4.30% 4.30% 4.35% 4.35% 4.41%
0.098 0.100 0.103 0.106 0.109 0.112 0.114 0.117 0.119 0.122 0.124 0.126 0.129 0.130 0.131 0.132 0.133 0.134 0.135
36.5% 37.2% 38.3% 39.4% 40.5% 41.6% 42.3% 43.4% 44.1% 45.2% 46.0% 46.7% 47.8% 48.1% 48.5% 48.9% 49.2% 49.6% 50.0%
0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.049 0.049 0.050 0.051 0.051 0.052 0.052
18.2% 18.7% 19.2% 19.7% 20.2% 21.2% 21.7% 22.2% 22.6% 23.1% 23.6% 24.1% 24.6% 24.6% 25.1% 25.6% 25.6% 26.1% 26.1%
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.013 0.013 0.015 0.016 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

5.2% 5.3% 5.5% 5.7% 5.9% 6.2% 6.3% 8.5% 9.3% 21.1% 22.1% 25.3% 26.4% 29.4% 30.3% 30.3% 30.4% 30.5% 30.7%
0.161 0.163 0.169 0.174 0.181 0.186 0.190 0.238 0.264 0.467 0.497 0.562 0.593 0.654 0.679 0.693 0.707 0.709 0.712

9.0% 9.1% 9.4% 9.7% 10.0% 10.4% 10.6% 13.2% 14.7% 25.9% 27.6% 31.2% 32.9% 36.3% 37.7% 38.5% 39.3% 39.4% 39.6%
0.108 0.110 0.114 0.118 0.127 0.125 0.130 0.136 0.141 0.147 0.150 0.154 0.157 0.159 0.161 0.163 0.166 0.168 0.170
12.0% 12.2% 12.7% 13.2% 14.1% 13.9% 14.5% 15.1% 15.6% 16.3% 16.7% 17.1% 17.5% 17.7% 17.9% 18.2% 18.4% 18.6% 18.9%
0.323 0.329 0.342 0.355 0.380 0.376 0.391 0.407 0.422 0.441 0.451 0.461 0.472 0.478 0.484 0.490 0.497 0.503 0.509
12.0% 12.2% 12.7% 13.2% 14.1% 13.9% 14.5% 15.1% 15.6% 16.3% 16.7% 17.1% 17.5% 17.7% 17.9% 18.2% 18.4% 18.6% 18.9%

11.689 11.900 12.345 12.800 13.583 15.192 15.722 16.452 17.061 17.971 18.404 18.924 19.429 19.725 19.989 20.230 20.475 20.713 20.949
27% 27% 28% 29% 31% 35% 36% 38% 39% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 46% 47% 47% 48%

Note: % means load factor of transformers in each substation

Ngchesar Substation
(Melekeok+Ngchesar+Ngiwal)

5.0 MVA
(4.5 MW)

Airai Substation

(Koror, Airport)
Kokusai Substation
(Kokusai)

5.0 MVA
(4.5 MW)

15 MVA (13.5 MW) (2024 -2034)

10 MVA (9.0 MW) (2016 -2023)

Ngardmau Substation 0.075×3 MVA
(0.2 MW)

Ngaraard 1 Substation 0.025×3 MVA
(0.06 MW)

1.0 MVA
(0.9 MW)

Hotel (Royal Resort) 1.5×2 MVA
(2.7 MW)

KB grid 48.63 MVA
(43.76 MW)

Ngaraard 2 Substation 2.0 MVA
(1.8 MW)

Hotel (Palasia Hotel)

Aimeliik 2 (Mogami) Substation 0.075×3 MVA
(0.2 MW)

Aimeliik 1 (Medorm) Substation 1.5 MVA
(1.35 MW)

Ngeremlengui (Asahi) Substation 0.30 MVA
(0.27 MW)

Malakal Power Station

(Meyuns, Malakal)
15 MVA (13.5 MW) (2024 -2034)

10 MVA (9.0 MW) (2016 -2023)

Nekken Substation 0.075×3 MVA
(0.2 MW)

Ibobang Substation 0.025×3 MVA
(0.06 MW)
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現在アイライ州及びコロール州の一部に電力を供給するアイライ変電所の変圧器容量は

10MVA であり、力率を 90%と想定すると約 9MW 相当の容量がある。 

表 3-2-2.8 に示すとおり、同変電所における需要の伸びと比較すると 2024 年（ピーク需要：

約 10MW）には変圧器容量（約 9MW）の限界を迎えることになり、本計画のアイライ変電所

の増強（主変圧器 10MVA→15MVA）が不可欠であることが分かる。 

また、マラカル発電所の変圧器容量は、アイメリーク発電所の事故時などで同発電所から

の電力供給がない場合に、アイライ変電所への電力供給はマラカル発電所からの電力供給と

なるため、アイライ変電所と同様の主変圧器（15MVA）が必要不可欠である。 

表 3-2-2.8 本プロジェクトで計画される変電所の変圧器容量 

需要地（変電所名） 設備計画の目標年次
（2034 年）の需要 変圧器容量 尤度 

（需要／変圧器容量） 
アイライ州・コロール州 
（アイライ変電所） 

12.65MW 13.5MW＊

（15MVA） 
93.7% 

コロール州 
（マラカル発電所） 

4.81MW 13.5MW＊

（15MVA） 
35.6% 

＊ 力率を 90%と想定する。 
出典：調査団作成 

3-2-2-3 系統解析 

(1) 系統解析の目的 

系統解析の目的は、PPUC による将来の開発計画（IPP 事業含む）についても考慮した上で、

通常時や事故時の送電線及び変圧器の電流値、母線電圧が適正範囲内であることを確認する

ことである。 

(2) 設備の現状 

1) 発電設備 

コロール・バベルダオブ電力系統の電源は､コロール島のマラカル発電所とバベルダオブ島

のアイメリーク発電所の 2 カ所である。発電方式は両発電所ともディーゼル発電であり､燃料

はディーゼル油である。表 3-2-2.9 に発電設備の概要を示す。 

表 3-2-2.9 発電設備の概要（コロール・バベルダオブ電力系統） 

発電所 発電機 定格出力
(kW) 

出力電圧 
(kV) 

回転数 
(rpm) 運用開始年 

Malakal 

Mitsubishi 12 3,400 13.8 720 1997 
Mitsubishi 13 3,400 13.8 720 1997 

Wartsila 1 2,000 13.8 1200 1996 
Caterpillar 1 1,825 0.48 1800 2006 
Caterpillar 2 1,825 0.48 1800 2006 
Niigata 14 5,000 6.6 720 2005 
Niigata 15 5,000 6.6 720 2005 

Mitsubishi 1 500 0.48 1800 2012 
Mitsubishi 2 500 0.48 1800 2012 
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発電所 発電機 定格出力
(kW) 

出力電圧 
(kV) 

回転数 
(rpm) 運用開始年 

Mitsubishi 3 500 0.48 1800 2012 
Mitsubishi 4 500 0.48 1800 2012 

Aimeliik 
Mitsubishi 6 5,000 13.8 720 2013 
Mitsubishi 7 5,000 13.8 720 2013 
CAT 3516 2,000 0.48 1800 2012 

Total  36,450    

出典：PPUC 

2) 送電設備 

送電設備の現状を表 3-2-2.10 に示す。パラオの全ての送電設備は、34.5 kV の 1 回線であ

り、支持物は殆どがコンクリート柱であり一部にパンザーマストが用いられている。送電線

はコロール島とバベルダオブ島を南北に縦貫しており総亘長は約 80 km である。 

表 3-2-2.10 送電設備の現状（コロール・バベルダオブ電力系統） 

Line Vloltage 
(kV) 

Number of  
circuits 

Length 
(km) Conductor Capacity (A) 

[ (MW) : Power factor 0.9 assumed ] 
Malakal-Airai 34.5 1 9.184 AAC150mm2 約 420 A  [約 21.5 MW] 
Aimeliik-Airai 34.5 1 18.553 AAC150mm2 約 420 A  [約 21.5 MW] 

Aimeliik-Nekken 34.5 1 4.287 AAC150mm2 約 420 A  [約 21.5 MW] 
Nekken-Kokusai 34.5 1 8.849 AAC150mm2 約 420 A  [約 21.5 MW] 
Kokusai-Ngaraard 34.5 1 38.778 AAC150mm2 約 420 A  [約 21.5 MW] 

Total   79.651   

出典：PPUC 

3) 変電設備 

変電設備の現状は前述の表 3-2-2.6 を参照。 

(3) 系統解析実施の条件 

系統解析ソフトウエア利用（PSSE＠34.5）による機器仕様の妥当性判断を実施する。具体

的には、同ソフトウエアに現地調査で収集したデータを入力しての潮流解析と事故電流解析

を実施する。 

本計画ではアイライ変電所を主体とするコンポーネントとなるため、系統解析の対象はコ

ロール島及びバベルダオブ島における 34.5kV 系統（図 3-2-2.6 を参照）とする。なお、PPUC

が進めている IPP 事業の太陽光発電所建設及び蓄電池導入についても、コロール島及びバベ

ルダオブ島の系統への影響が大きいことから、系統解析に反映する。 

解析断面は、供与開始時点の 2024 年、プロジェクト評価の目標年次（供与開始後 3 年）の

2027 年及び設備計画の目標年次（供与開始後 10 年）の 2034 年とする。 

系統解析条件を下記に示す。 

 コロール島及びバベルダオブ島における 34.5kV 系統にて解析モデルを構築する（図 
3-2-2.6 を参照）。 
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 他ドナー（ADB）で支援実施する IPP 事業 Phase-1 および Phase-2、開閉所（Bus stop 

junction）は、Phase-1 および開閉所は 2023 年、Phase-2 は 2025 年には運用を開始す

る。各 Phase における太陽光発電システムの主な構成と仕様を下記に示す。 
Phase-1 

太陽光発電出力：12.46 MWp ac（15.27 MWp dc） 

蓄電池容量  ：8.8 MW ac / 12.906 MWh（太陽光発電設備に隣接） 
Phase-2 

太陽光発電出力：17.96 MWp ac（22 MWp dc） 
蓄電池容量  ：8.8 MW ac / 30 MWh（太陽光発電設備に隣接） 

 系統解析シナリオを下表に示す。（〇：系統解析を実施）潮流解析では、解析年の最

大需要時（再エネ出力ゼロ）及びオフピーク時（再エネ最大出力）の 2 つのシナリオ

を主に実施する。なお、各シナリオにおける需要想定は、最大需要時は High ケース、

オフピーク時は Low ケースを採用する。（表 3-2-2.4 参照）また、事故電流解析（短

絡電流計算）では、母線短絡事故時（34.5 k 及び 13.8 kV 系統）における遮断器の遮

断容量を確認する。 

表 3-2-2.11 系統解析シナリオ 

系統解析 
2021 年 

（調査時点） 
2024 年 

2027 年 
（評価年次） 

2034 年 

潮流解析 
（健全時：最大需要時およびオフピーク） 

〇 〇 〇 〇 

潮流解析 
（事故時：最大需要時およびオフピーク） 

- - 〇 〇 

事故電流解析  
（短絡電流計算） 

〇 - - 〇 

潮流解析 
（健全時：プロジェクトなし） 

- - 〇 - 

 PPUC 系統運用基準に従い、系統電圧における運用範囲は 34.5 kV±5%を適正範囲とす

る。なお、ミユンズ線とコロール線は連系用開閉器により接続されているため、系統

電圧が適正範囲内に収まるように区分開閉器の操作により適宜負荷配分を調整する。 

 負荷の力率は、調査時点（2021 年 8 月）の運用実績を考慮し 90%とする。 

 各発電所及び変電所における母線は、解析対象内の 34.5 kV 及び 13.8 kV 母線までを

模擬し、各需要負荷は、配電電圧である 13.8 kV の母線に接続する。 
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2021年（現状） 2024年（供与開始時点） 

  

2027年（プロジェクト評価の目標年次） 2034年（設備計画の目標年次） 

出典：調査団作成 

図 3-2-2.6 系統解析モデル 

(4) 系統解析結果 

各解析断面における系統解析結果を下記に示す。 

1) 現状系統 

a) 対象系統 

調査時点（2021 年 8 月）における系統を対象とする。（図 3-2-2.7 参照） 

b) 潮流解析 

PPUC の電力設備には送電線潮流を計測するメーターは、発電所とアイライ（Airai）変電

所のみに設置されているため、その他各変電所の負荷ならびに送電線潮流は正確には把握

できない。このため、系統解析にあたり発電所出口やアイライ変電所の出口で計測された

送電線潮流を、その送電線に連系された変電所の変圧器容量で案分するなど各変電所の負
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荷を想定した。潮流解析結果を図 3-1-1-3.2 に示す。 

最大潮流は、最大需要時でマラカル発電所－ホテル（Hotel）線の 2.88MW で送電容量

21.5MW に十分に小であるため、過負荷の恐れはない。電圧面では、最大需要時で 103～

104％の範囲にあり適正値（基準電圧 100±5%）を維持している。 
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潮流解析結果 事故電流解析結果 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.7 潮流解析結果及び事故電流解析結果（調査時点：2021 年 8 月） 

c) 事故電流解析 

図 3-1-1-3.2 に事故電流解析結果を示す。系統規模が小であり、さらに全ての送電線が 1

回線と系統間の連系が疎であるため、3 相短絡電流の最大値は 34.5kV 系統ではアイメリー

ク発電所の 1.05kA、13.8kV 系統でも同発電所の 2.95kA となった。したがって、遮断器定

格の 12.5kA に対し十分に小であるため、全く問題はない。 

2) 2024年系統 

a) 対象系統 

2022 年に Phase-1 及び開閉所（Bus stop junction）が完成し、既設コクサイ（Kokusai）変

電所－ネッケン（Nekken）発電所線に連系される。また、2024 年にアイライ（Airai）変電

所とマラカル発電所が増強され、34.5 kV 送電線（マラカル発電所－コクサイ変電所）が新

設される。 

負荷に供給する発電力は以下の通り仮定し系統的に厳しい条件を設定した。 

 最大需要時（再エネ出力ゼロ）：需要ピークは 19 時～20 時頃であり日没後のため

PV は発電しておらず、また PV 地点に設置された蓄電池は短周期補償用電池（PV

脱落時補償）であり出力は基本的にゼロであるため、負荷全量に対してはディーゼ
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ル発電機のみが供給している。需要は High ケースの 19.2MW とした。ディーゼル

発電機の運転台数は 5 台であり、各発電所の運転台数は PPUC の運用方針を踏ま

え、アイメリーク発電所 2 台、マラカル発電所 3 台とした。 

 オフピーク需要時（再エネ最大出力）：昼間時間帯のため、Phase-1 の PV は最大出

力（12.46MW）で発電しているものとし、需要は Low ケースの 13.6MW とした。

ディーゼル発電機の運転台数は PPUC の運用方針を踏まえ、マラカル発電所 1 台

（最小負荷率 50%）とした。 

b) 潮流解析 

解析から得られた 34.5kV 系統の潮流解析を図 3-2-2.8 に示す。最大潮流は、最大需要時

でマラカル発電所－ホテル線の 5.47MW、再エネ出力最大時では Phase-1－開閉所（Bus stop 

junction）線の 8.40MW で送電容量 21.5MW に十分に小であるため、過負荷の恐れはない。

電圧面では、最大需要時で 102～104％、再エネ出力最大時では 100～103%の範囲にあり適

正値（基準電圧 100±5%）を維持している。 

  

2024 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 2024 年 オフピーク需要時（再エネ最大出力） 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.8 潮流解析結果（2024年） 

3) 2027年系統 

a) 対象系統 

2025 年に Phase-2 が完成し、本プロジェクトにより新設されるマラカル発電所－コクサ

イ変電所線に連系される。負荷に供給する発電力は以下の通り仮定し系統的に厳しい条件

を設定した。 

 最大需要時（再エネ出力ゼロ）：需要ピークは 19 時～20 時頃であり日没後のため

PV は発電しておらず、また PV 地点に設置された蓄電池は短周期補償用電池（PV
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脱落時補償）であり出力は基本的にゼロであるため、負荷全量に対してはディーゼ

ル発電機のみが供給している。需要は High ケースの 21.8MW とした。ディーゼル

発電機の運転台数は 5 台であり、各発電所の運転台数はアイメリーク発電所 2 台、

マラカル発電所 3 台とした。 

 オフピーク需要時（再エネ最大出力）時：昼間時間帯のため、Phase-1 の PV は最大

出力（12.46MW）で発電しているものとし、需要は Low ケースの 14.7MW とした。

また、ディーゼル発電機の運転台数はマラカル発電所 1 台（最小負荷率 50%）とし

た。 

b) 潮流解析 

図 3-2-2.9 および図 3-2-2.10 にプロジェクトの有無における潮流解析結果を示す。図 3-

2-2.9 のプロジェクトなし（最大需要時）の場合、全系における電圧は 85％～92%と全体的

に適正値を逸脱しており、またアイライ変電所における変圧器が過負荷（約 307%）となる

など健全な運用が実施できない。 

一方、図 3-2-2.10 のプロジェクトを実施した場合、最大潮流は、最大需要時でマラカル

発電所－ホテル線の 6.66MW、再エネ出力最大時では Phase-2－マラカル発電所線の

7.44MW であり送電容量 21.5MW に十分に小であるため、過負荷の恐れはない。電圧面で

は最大需要時 100～103％、再エネ出力最大時は 104～105％の範囲にあり適正値（基準電圧

±5%）を維持している。 

 

2027 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.9 潮流解析解析結果（2027年、プロジェクトなし） 
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2027 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 2027 年 オフピーク需要時（再エネ最大出力） 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.10 潮流解析結果（2027年、プロジェクトあり） 

図 3-2-2.10 の最大需要時（再エネ出力ゼロ）の潮流解析結果より、アイライ変電所にお

ける主変圧器の負荷率が過負荷（101%）となっている。これは、アイライ変電所のコロー

ル線において長距離重負荷送電によるものであり、13.8kV 系統において電圧維持のため十

分な無効電力が必要となる。したがって、同系統における無効電力を補償するため、コロ

ール線にて調相設備を追加した場合の潮流解析結果を図 3-2-2.11 に示す。最大潮流は、開

閉所－アイライ変電所線の 6.56MW であり送電容量 21.50 MW に十分に小であるため、過

負荷の恐れはない。また、電圧面では 102～104％の範囲にあり適正値（基準電圧±5%）を

維持している。 
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2027 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備なし 

2027 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備あり 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.11 潮流解析結果（2027年、最大需要時（再エネ出力ゼロ）、調相設備有無） 

また、図 3-2-2.12 に上記最大需要時（調相設備あり）とオフピーク需要時における最大

潮流送電線にて事故が発生し、同送電線が開放された場合の潮流解析結果を示す。図 3-2-
2.12 より、最大潮流は、最大需要時（開閉所－アイライ線にて送電線事故）でマラカル発

電所－ホテル線の 13.13MW、再エネ出力最大時（Phase-2－マラカル発電所線にて送電線事

故）においても Phase-1－開閉所線の 12.20MW であり送電容量 21.50MW に十分に小である

ため、過負荷の恐れはない。また、電圧面では最大需要時 97～104％、再エネ出力最大時は

102～105％の範囲にあり適正値（基準電圧 100±5%）を維持している。 
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2027 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備あり 

2027 年 オフピーク需要時（再エネ最大出力） 

出典：調査団作成 

図 3-2-2.12 潮流解析結果（2027年、送電線事故時） 

4) 2034年系統 

a) 対象系統 

2034年にエサール（Ngchesar）変電所が完成しコクサイ変電所－Phase-2線に連系される。

また、エサール変電所とガラルド１変電所間が 34.5kV 線により接続され大ループが完成す

る。負荷に供給する発電力は以下の通り仮定し系統的に厳しい条件を設定した。 

 最大需要時（再エネ出力ゼロ）：需要ピークは 19 時～20 時頃であり日没後のため PV

は発電しておらず、また PV 地点に設置された蓄電池は短周期補償用電池（PV 脱落

時補償）であり出力は基本的にゼロであるため、負荷全量に対してはディーゼル発電

機のみが供給している。需要は High ケースの 24.2MW とした。ディーゼル発電機の

運転台数は 7 台であり、各発電所の運転台数は PPUC の運用方針を踏まえアイメリー

ク発電所 3 台、マラカル発電所 4 台とした。 

 オフピーク需要時（再エネ最大出力）時：昼間時間帯のため、Phase-1 の PV は最大出

力で発電しているものとし、需要は Low ケースの 16.2MW とした。また、ディーゼ

ル発電機の運転台数はマラカル発電所 1 台（最小負荷率 50%）とした。 

b) 潮流解析 

図 3-2-2.13 に潮流解析結果を示す。最大潮流は、最大需要時で開閉所―アイライ変電所

線の 8.24MW、再エネ出力最大時は Phase-2－マラカル発電所線の 7.71MW であり、送電容

量 21.5MW に十分に小であり過負荷の恐れはない。電圧面では最大需要時 96～101％、再

エネ出力最大時は 103～105％の範囲にあり適正値（基準値 100±5%）を維持している。 
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2034 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 2034 年 オフピーク需要時（再エネ最大出力） 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.13 潮流解析結果（2034年） 

図 3-2-2.13 の最大需要時（再エネ出力ゼロ）の潮流解析結果より、アイライ変電所にお

ける主変圧器の負荷率が過負荷（129%）となっている。これは、アイライ変電所のコロー

ル線において長距離重負荷送電によるものであり、13.8kV 系統において電圧維持のため十

分な無効電力が必要となる。したがって、同系統における無効電力を補償するため、コロ

ール線にて調相設備を追加した場合の潮流解析結果を図 3-2-2.14 に示す。最大潮流は、開

閉所－アイライ変電所線の 8.18MW であり送電容量 21.50 MW に十分に小であるため、過

負荷の恐れはない。また、電圧面では 100～104％の範囲にあり適正値（基準電圧±5%）を

維持している。 
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2034 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備なし 

2034 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備あり 
出典：調査団作成 

図 3-2-2.14 潮流解析結果（2034年、最大需要時（再エネ出力ゼロ）、調相設備有無） 

また、図 3-2-2.15 に最大潮流送電線にて事故が発生し同送電線が開放された場合の潮流

解析結果を示す。同図より、最大潮流は、最大需要時（開閉所―アイライ線にて送電線事

故）では Phase-1－開閉所線の 11.09MW、再エネ出力最大時（Phase-2―マラカル線にて送

電線事故）においても同線の 13.86MW であり送電容量 21.50 MW に十分に小であるため、

過負荷の恐れはない。また、電圧面では最大需要時 100～105％、再エネ出力最大時は 101

～105％の範囲にあり適正値（基準電圧±5%）を維持している。 
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2034 年 最大需要時（再エネ出力ゼロ） 

調相設備あり 

2034 年 オフピーク需要時（再エネ最大出力） 

出典：調査団作成 

図 3-2-2.15 潮流解析結果（2034年、送電線事故時） 

c) 事故電流 

図 3-2-2.16 に事故電流解析結果を示す。なお、解析にあたっては、様々な系統運用にお

ける最大値を算出するためアイメリーク発電所並びにマラカル発電所の既設ディーゼル発

電機 7 台が運転しているものとして仮定した。 

解析結果としては、3 相短絡電流の最大値は 34.5 kV 系統ではマラカル発電所の 1.58 kA、

13.8 kV 系統でも同発電所の 4.52 kA であり遮断器定格の 12.5 kA に対して十分に小であり

全く問題ないことが確認できた。 
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出典：調査団作成 

図 3-2-2.16 事故電流解析結果（2034年） 

(5) 結論 

系統解析結果を下表に示す。 

表 3-2-2.12 潮流解析結果 

系統解析 
2021 年 

（調査時点） 
2024 年 

2027 年 
（評価年次） 

2034 年 

潮流解析 
（健全時：最大需要時およびオ

フピーク） 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

（最大需要時は調相設備要） 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

（最大需要時は調相設備要） 

潮流解析 
（事故時：最大需要時およびオ

フピーク） 
- - 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

（最大需要時は調相設備要） 

〇 
潮流・電圧 

問題なし 

（最大需要時は調相設備要） 

事故電流解析  
（短絡電流計算） 

〇 
遮断器定格 

12.5 kA 以下 

- - 
〇 

遮断器定格 

12.5 kA 以下 

潮流解析（プロジェクトなし） 
（健全時：最大需要時） 

- - 

× 
潮流・電圧 

問題あり 

（アイライ変電所の過負荷等） 

- 

現状系統ならびに 2034 年に至る中間断面系統を含め、潮流解析面ならびに事故電流面の問

題はない。これまで 1 回線送電線のためアイメリーク発電所及びマラカル発電所の連系が喪

失していたが、2024 年に完成する本プロジェクトの新設 34.5kV 送電線（マラカル発電所－

コクサイ変電所）により変電所への供給送電線の 2 ルート化が実現するため、系統事故時に

おいても両発電所の継続運転が可能となる。 

以上より、本プロジェクトにおいて、将来計画（2024 年～2034 年）及び事故防止策（N-1
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事故）を考慮した各設備仕様の妥当性を確認することができた。したがって、本プロジェク

トで供与する送変電設備により、コロール島とバベルダオブ島における電力供給の信頼性・

安定性の向上並びに再生可能エネルギー導入の促進を図ることができると考える。なお、最

大需要時等においては、系統における電圧降下（特にコロール州における 13.8 kV 配電系統）

を十分考慮の上、調相設備など電圧降下対策を適宜講じる必要がある。 

3-2-2-4 全体計画 

(1) 設計条件 

本プロジェクトの設計条件は下記とする。 

1) 基本条件 

変電設備、建屋、基礎の設計に適用する基本条件を表 3-2-2.13 に示す。 

表 3-2-2.13 基本条件 

項目 内容 

標高 1,000m 

外気温度（最高）  40 ℃ 

最大風速 40m/s 

地震荷重 水平力 0.10 G 

地耐力 56kN/m2 

等価塩分付着密度 0.5mg/cm2 

出典：調査団作成 

2) 送変電設備設計条件 

表 3-2-2.14 送変電設備設計条件 

項目 内容 

公称電圧 34.5kV 13.8kV 

最高電圧 36kV 17.5kV 

周波数 60Hz 

短絡電流 12.5kA-1 秒 12.5kA-1 秒 

雷インパルス耐電圧 
200kV(屋外) 

170kV (屋外) 

110kV(屋外) 

95kV(屋内) 

商用周波耐電圧 70kV 34kV 

接地 有効接地 

漏れ距離 
31mm/kV (屋外) 

20mm/kV (屋内) 

汚損区分 IEC 規格-very heavy pollution 

絶縁物 碍子： 白もしくは茶色 

保護等級 (IP) 
屋外: IP43 以上  

屋内: IP21 以上 

出典：調査団作成 
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3) 34.5kV送電線及び 13.8kV配電線の設計条件 

表 3-2-2.15 気象条件 

項目 設計値 

標高 1000m 以下 

導体温度（摂氏） 

- 最低温度 

- 通常温度（EDS） 

- 最高温度 

- 弛度算出用温度 

 

5 度 

25 度 

80 度 

50 度 

風速 40m/s 

風荷重 

- 電線 

- 電柱 

 

100kg/m2 

80kg/m2 

地耐力 土質調査結果に基づく  

出典：調査団作成 

表 3-2-2.16 電気条件 

項目 設計値 

標準径間 34.5kV 送電線：最大 150m 

風圧径間 34.5kV 送電線：最大 150m 

回線数 34.5kV 1 回線（一部 2 回線） 

ROW 幅 7.8m（要確認） 

架空線最低地上高 一般：5.8m 

歩道：4.9m 

道路横断：6.4m 

遮蔽角 60 度 

最低沿面距離 31mm/kV 

等価塩分付着量 0.5mg/cm2 

出典：調査団作成 

4) 適用規格及び使用単位 

変電所に関わるシステム及び送電設備については、基本的には IEC 規格、JEC 規格、もし

くはこれら規格に相当する規格に従って設計されるものとする。 

(2) マラカル発電所の拡張 

詳細は、下記に示すマラカル発電所関連図面を参照のこと。 
ML-ES-01:マラカル発電所単線結線図 

ML-ES-02:マラカル発電所配置図 
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表 3-2-2.17 マラカル発電所 日本側納入機器一覧表 

No. 機器 数量 仕様 
1 34.5kV 開閉設備 1 式 (1) 型式: 

- 金属閉鎖型開閉設備（屋内型） 

- 十分な保守点検スペースを確保すること。 

- 将来変圧器更新時の開閉設備収納スペースを考慮すること。 

 

(2) 遮断器の型式:  

- VCB or GCB 

 

(3)定格電圧:  

- 36kV 

 

(4) 定格電流:  

- 600A 

 

(5) 定格短時間耐電流値: 

- 12.5kA (1 sec) 

 

(6) 面数:  

[34.5kV] 

- 引込み回線: 1式(EVT等含む) 

- 送電回線: 2式(EVT等含む) 

- 送電回線: 2式(遮断器含む) 

- 母線区分: 1式(遮断器含む) 

- 保護制御装置 

[補助装置] 

- 低圧配電盤: 1式  

- バッテリー・充電器: 1式 (遮断器含む) 

※電流が双方向に流れる回線の場合は適切にインターロック構成すること。 

 

(7) その他:  

- 各機器の数量は添付単線結線図に基づくものとする。 

- CT / VT比率や負担等は、入札者／調達業者が計算して提案するものと

する。 

- 各機器の必要な制御は、前面の模擬母線から実施するものとする。 

- AC電源は既設機器から供給されるものとする。 

- 機器の接続作業等は仕様に含まれるものとする。 

- SCADAシステムに必要な信号は、集合端子盤にて取り出し可能とするこ

と。 
2 34.5kV ケーブル端末と

支持鋼材 
1 式 (1)仕様:  

- 支持鋼材は、溶融亜鉛メッキを施した鉄鋼を用いた格子構造とすること。 

- ケーブル端末は熱収縮を考慮したものとすること。 

- 鋼材、ケーブル端末キット、支持材等を含む 
3 34.5kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル35kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと 
4 13.8kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル15kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むことPlaced in the conduit pipe 
5 制御線、低圧ケーブル 1 式 (1) 仕様 

- 電源ケーブル：600 V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル 

- 制御ケーブル：遮蔽付き制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 
6 接地システム 1 式 (1) 仕様:  

- 銅より線によるメッシュ接地、接地棒等により構成すること。 
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No. 機器 数量 仕様 

- 既存の接地との接続は許容する。 

- 1Ω以下とすること。 
7 開閉設備建屋 1 式 (1) 仕様 

- 開閉設備を保護するための密閉構造とすること。 

- 換気、窓は不要。 

- 内部環境を維持するために空調設備を取りけること。 

- 開閉設備を据え付けるための搬入口と人が出入りするための扉を設ける

こと。 

- 搬入口、扉は適切な密閉構造を有すること。 

- 建屋大きさは、配置図記載の寸法に基づくものとするが、入札者／調達業

者による提案は可とする。 

出典：調査団作成 

(3) マラカル発電所変圧器の更新 

表 3-2-2.18 マラカル発電所変圧器更新 日本側納入機器一覧表 

No. 機器 数量 仕様 

1 34.5/13.8kV 変圧器 1 式 (1) 型式: 

- 屋外型、油入変圧器（負荷時タップ切替装置付）  

 

(2) 定格 1 次電圧:  

- 34.5kV 

 

(3) 定格 2 次電圧:  

- 13.8kV 

 

(4) 定格容量:  

- 15MVA 

 

(5) 冷却方式:  

- ONAN 

 

(6) 相数:  

- 3 

 

(7) 定格周波数:  

- 60Hz 

 

(8) タップ電圧:  

- 34.5kV +10% to -10% 

 

(9) タップ数:  

- 17 taps 

 

(10) ステップ電圧:  

- 1.25% 

 

(11) 結線方式:  

- 1次側：Y 直接接地 

- 2次側：Y 直接接地 

- 3次側：デルタ 

 

(12) インピーダンス:  

- 約6% 

 

(13) その他:  
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No. 機器 数量 仕様 

- ブッシングCT(BCTs)とすること。 

- 1次側、2次側の避雷器 (LAs)を付属すること。 

- 避雷器は変電所引き込み口の避雷器と同一メーカとすること。 
2 34.5kV 開閉設備 1 式 (1)型式:  

- 金属閉鎖型開閉設備（屋内型） 

- 十分な保守点検スペースを確保すること。 

- 将来変圧器更新時の開閉設備収納スペースを考慮すること。 

 

(2) 遮断器の型式:  

- VCB or GCB 

 

(3)定格電圧:  

- 24kV 

 

(4) 定格電流:  

- 600A 

 

(5)定格短時間耐電流値: 

- 12.5kA (1 sec) 

(6) 面数:  

[34.5kV] 

- 変圧器（34.5kV側）用：1式(遮断器含む) 

- 保護制御装置 
3 13.8kV 開閉設備 1 式 (1) 仕様:  

- 既存の開閉設備を流用し、34.5kV/13.8kV変圧器、34.5kV開閉設備と適

切に接続され、開閉設備として適切に運用されるような状態とすること。 

- 必要に応じ、ケーブルや支持金具等を準備すること。 
4 34.5kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル35kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと 
5 13.8kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル15kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと。 
6 制御線、低圧ケーブル 1 式 (1) 仕様 

- 電源ケーブル：600 V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル 

- 制御ケーブル：遮蔽付き制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 
7 接地システム 1 式 (1) 仕様:  

- 銅より線によるメッシュ接地、接地棒等により構成すること。 

- 既存の接地との接続は許容する。 

- 1Ω以下とすること。 

出典：調査団作成 
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(4) アイライ変電所の更新 

詳細は、下記に示すアイライ変電所関連図面を参照のこと。 
AR-ES-01:アイライ変電所単線結線図 

AR-ES-02:アイライ変電所配置図  

表 3-2-2.19 アイライ変電所 日本側納入機器一覧表 

No. 機器 数量 仕様 
1 34.5/13.8kV 変圧器 1 式 (1) 型式: 

- 屋外型、油入変圧器（負荷時タップ切替装置付）  

 

(2) 定格 1 次電圧:  

- 34.5kV 

 

(3) 定格 2 次電圧:  

- 13.8kV 

 

(4) 定格容量:  

- 15MVA 

 

(5) 冷却方式:  

- ONAN 

 

(6) 相数:  

- 3 

 

(7) 定格周波数:  

- 60Hz 

 

(8) タップ電圧:  

- 34.5kV +10% to -10% 

 

(9) タップ数:  

- 17 taps 

 

(10) ステップ電圧:  

- 1.25% 

 

(11) 結線方式:  

- 1次側：Y 直接接地 

- 2次側：Y 直接接地 

- 3次側：デルタ 

 

(12) インピーダンス:  

- 約6% 

 

(13) その他:  

- ブッシングCT(BCTs)とすること。 

- 1次側、2次側の避雷器 (LAs)を付属すること。 

- 避雷器は変電所引き込み口の避雷器と同一メーカとすること。 
2 34.5kV 開閉設備 1 式 (1)型式:  

- 金属閉鎖型開閉設備（屋内型） 

- 十分な保守点検スペースを確保すること。 

- 将来変圧器更新時の開閉設備収納スペースを考慮すること。 

 

(2) 遮断器の型式:  
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No. 機器 数量 仕様 

- VCB or GCB 

 

(3)定格電圧:  

- 24kV 

 

(4) 定格電流:  

- 600A 

 

(5)定格短時間耐電流値: 

- 12.5kA (1 sec) 

 

(6) 面数:  

[34.5kV] 

- 送電回線: 2式(EVT等含む) 

- 送電回線: 2式(遮断器含む) 

- 変圧器（34.5kV側）用：1式(遮断器含む) 

- 所内変圧器（50kVA）：１台（ヒューズ付） 

- 保護制御装置 

 
 

[補助装置] 

- 低圧配電盤：１式 

- バッテリー・充電器: 1式 (遮断器含む) 

 

(7)その他:  

- 各機器の数量は添付単線結線図に基づくものとする。 

- CT ／ VT比率や負担等は、入札者／調達業者が計算して提案するもの

とする。 

- 各機器の必要な制御は、前面の模擬母線から実施するものとする。 

- AC電源は既設機器から供給されるものとする。 

- 機器の接続作業等は仕様に含まれるものとする。 

- SCADAシステムに必要な信号は、集合端子盤にて取り出し可能とするこ

と。 
3 13.8kV 開閉設備 1 式 (1) 仕様:  

- 既存の開閉設備を流用し、新設される34.5kV/13.8kV変圧器、34.5kV開閉

設備と適切に接続され、開閉設備として適切に運用されるような状態とす

ること。 

- 必要に応じ、ケーブルや支持金具等を準備すること。 
4 34.5kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル35kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと 
5 13.8kV 電力ケーブル 1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル15kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと。 
6 制御線、低圧ケーブル 1 式 (1) 仕様 

- 電源ケーブル：600 V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル 

- 制御ケーブル：遮蔽付き制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 
7 接地システム 1 式 (1) 仕様:  

- 銅より線によるメッシュ接地、接地棒等により構成すること。 

- 既存の接地との接続は許容する。 

- 1Ω以下とすること。 
8 開閉設備建屋 1 式 (1) 仕様 

- 開閉設備を保護するための密閉構造とすること。 

- 換気、窓は不要。 
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No. 機器 数量 仕様 

- 内部環境を維持するために空調設備を取りけること。 

- 開閉設備を据え付けるための搬入口と人が出入りするための扉を設ける

こと。 

- 搬入口、扉は適切な密閉構造を有すること。 

- 建屋大きさは、配置図記載の寸法に基づくものとするが、入札者／調達業

者による提案は可とする。 

出典：調査団作成 

(5) コクサイ変電所の拡張 

詳細は、下記に示すコクサイ変電所関連図面を参照のこと。 
KK-ES-01:コクサイ変電所単線結線図 

KK-ES-02:コクサイ変電所配置図 

表 3-2-2.20 コクサイ変電所日本側納入機器一覧表 

No. 機器 数量 仕様 
1 34.5kV 開閉設備 1 1 式 (1)型式: 

- 金属閉鎖型開閉設備（屋内型） 

- 十分な保守点検スペースを確保すること。 

- 将来変圧器更新時の開閉設備収納スペースを考慮すること。 

 

(2) 遮断器の型式:  

- VCB or GCB 

 

(3)定格電圧:  

- 36kV 

 

(4) 定格電流:  

- 600A 

 

(5) 定格短時間耐電流値: 

- 12.5kA (1 sec) 

 

(6) 面数:  

[34.5kV] 

- 送電回線: 3式(EVT等含む) 

- 送電回線: 3式(遮断器含む) 

- 母線区分: 1式 (遮断器含む) 

- 変圧器（34.5kV側）用：1式(遮断器含む) 

- 所内変圧器（50kVA）：１台（ヒューズ付） 

- 保護制御装置 

 

[補助装置] 

- 低圧配電盤：１式 

- バッテリー・充電器: 1式 (遮断器含む) 

 

(7) その他:  

- 各機器の数量は添付単線結線図に基づくものとする。 

- CT ／ VT比率や負担等は、入札者／調達業者が計算して提案するものとす

る。 

- 各機器の必要な制御は、前面の模擬母線から実施するものとする。 

- AC電源は既設機器から供給されるものとする。 

- 機器の接続作業等は仕様に含まれるものとする。 

- SCADAシステムに必要な信号は、集合端子盤にて取り出し可能とすること。 
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No. 機器 数量 仕様 
2 34.5kV 電力ケーブ

ル 
1 式 (1) 仕様:  

- XLPE絶縁ケーブル35kV-CVT250㎜2 

- ケーブルは、波付硬質ポリエチレン管（FEP管）に配置すること。 

- 端末部品を含むこと 
3 制御線、低圧ケーブ

ル 
1 式 (1) 仕様 

- 電源ケーブル：600 V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル 

- 制御ケーブル：遮蔽付き制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 
4 接地システム 1 式 (1) 仕様:  

- 銅より線によるメッシュ接地、接地棒等により構成すること。 

- 既存の接地との接続は許容する。 

- 1Ω以下とすること。 
5 開閉設備建屋 1 式 (1) 仕様 

- 開閉設備を保護するための密閉構造とすること。 

- 換気、窓は不要。 

- 内部環境を維持するために空調設備を取りけること。 

- 開閉設備を据え付けるための搬入口と人が出入りするための扉を設けるこ

と。 

- 搬入口、扉は適切な密閉構造を有すること。 

- 建屋大きさは、配置図記載の寸法に基づくものとするが、入札者／調達業者

による提案は可とする。 

出典：調査団作成 

(6) 34.5kV送電線及び13.8kV配電線の基本計画 

送電線及び配電線の作業範囲は、Drawing No. TL-01 プロジェクト対象位置図に示されている。 

1) 計画内容 

a) マラカル発電所とコクサイ変電所間の 34.5kV 送電線 

マラカル発電所とコクサイ変電所の間の既存の 34.5kV 送電線は、架空線 AAC-150mm2

または地中ケーブル CVT-250mm2 を使用して新しい 34.5kV 送電線を建設することにより

増強される。（Drawing No. ET-02 を参照）架空線の長さは約 32.0km である。地中ケーブル

の長さは約 3.0km である。34.5kV 架空送電線の支持物は、コンクリート柱とする。（Drawing 

No. ET-03 を参照） 

表 3-2-2.21 電柱の数量 (案) 

電柱 数量（本） 

新設 489 

建替 88 

装柱変更 39 

出典：調査団作成 

マラカル発電所とコクサイ変電所の間に光ファイバーケーブルを使用して通信線を添架

する。 

b) マラカル発電所の 34.5kV 送電線と 13.8kV 配電線 

34.5kV と 13.8kV の地中ケーブルにてマラカル発電所から電柱（Malakal-1、 Koror-1）ま

での 2 ルートを敷設する。 
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c) アイライ変電所の 34.5kV 送電線 

34.5kV 地中ケーブルにてアイライ変電所から電柱（Airai-19、Airai-20）までの 2 ルート

を敷設する。 

d) コクサイ変電所の 34.5kV 送電線 

34.5kV 地中ケーブルにてコクサイ変電所から電柱（Kokusai-1、Kokusai-1-3、Kokusai-1-4）

までの 3 ルートを敷設する。 

e) JP 橋横断部 

JP 橋区間については、約 300m の海峡横断箇所であり、既設の 34.5kV 送電線は JP 橋の

中をケーブルが敷設されている。今回のプロジェクトではこの区間の 34.5kV 送電線を 2 回

線化する必要があり橋梁本体への影響がない施工方法を考慮し JP 橋の中にケーブル敷設

する案を採用する。検討結果を添付資料 7 に示す。 

2) 34.5kV送電設備計画（架空線） 

34.5kV 送電線（架空線）の計画内容を下表に示す。 

表 3-2-2.22 34.5kV送電線（架空線）日本側納入機器一覧表 

No. 項目 仕様 

1 電柱 型式 

 

形状 

安全率 

 

付属品 

鉄筋コンクリート柱 

14m-7kN、16m-7kN、16m-7kN（分割柱） 

タイプ A～G 

1.0 （電柱） 

1.2 （腕金） 

全ての装柱材料 

2 架空電線 型式 

サイズ 

架橋ポリエチレンアルミより線（XLPE, AAC） 

150mm2 

3 架空地線 型式 

サイズ 

遮蔽角 

アルミ被覆鋼より線 （AC） 

50mm2 

60 度 

4 碍子 規格 

型式 

 

材質 

色 

最低沿面距離 

IEC60383-1 もしくは同等規格 

ラインポスト碍子 

耐張碍子 (4 個連／相) 

磁器製 

白／茶 

31mm / kV 

5 開閉器 型式 柱上設置、防水構造 

6 光ファイバーケーブル 型式 

芯線数 

SM48 x 1 

48 芯 

7 避雷器 型式 

定格電圧 

標準放電電流 

 

屋外、単相、酸化亜鉛ギャップレス 

30kV 

10kA 

（注）変電用と同一製品 

出典：調査団作成 
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3) 34.5kV送電設備計画（地中ケーブル） 

34.5kV 送電線（地中ケーブル）の計画内容を下表に示す。 

表 3-2-2.23 34.5kV送電線（地中ケーブル）日本側納入機器一覧表 

No. 項目 仕様 

1 電力ケーブル 規格 

型式 

サイズ 

付属品 

IEC-60502 もしくは同等規格 

架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル CVT-35kV 

250mm2 

ケーブル端末 

2 管路 型式 

サイズ 

電力ケーブル保護管（CCVP）もしくは同等品 

200φx 1、150φx 1 

出典：調査団作成 

4) 34.5kV送電設備計画（JP橋横断部） 

34.5kV 送電線（JP 橋横断部）の計画内容を下表に示す。 

表 3-2-2.24 34.5kV送電線（JP橋横断部）日本側納入機器一覧表 

No. 項目 仕様 

1 34.5 kV ケーブル 規格 

型式 

サイズ 

付属品 

IEC-60502 もしくは同等規格 

架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル CVT-35kV 

250mm2 

ケーブル端末、据付に必要な資材（支持金物、固定金具、

他）一式。 

2 光ファイバーケーブル 型式 

芯線数 

SM48 x 1 

48 芯 

出典：調査団作成 

5) 13.8kV配電設備計画 

13.8kV 送電線の計画内容を下表に示す。 

表 3-2-2.25 13.8kV配電線 日本側納入機器一覧表 

No. 機器 仕様 

1 架空電線 型式 

サイズ 

架橋ポリエチレンアルミより線（XLPE, AAC） 

150mm2 

2 電力ケーブル 規格 

型式 

サイズ 

付属品 

IEC-60502 もしくは同等規格 

架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル CVT-15kV 

250mm2 

ケーブル端末 

3 碍子 規格 

型式 

 

材質 

色 

最低沿面距離 

IEC60383-1 もしくは同等規格 

ラインポスト碍子 

耐張碍子 (2 個連／相) 

磁器製 

白／茶 

31mm / kV 

4 避雷器 型式 

定格電圧 

標準放電電流 

 

屋外、単相、酸化亜鉛ギャップレス 

12kV 

10kA 

（注）変電用と同一製品 

出典：調査団作成  
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(7) 34.5kV送電線保護の基本計画 

1) パラオ国での既設送電線保護方式と各種保護リレーの特長 

現在、パラオの送電線保護は、過電流リレー（ANSI Device No.51）により行われている。

過電流リレーは、事故時に流れる事故電流を検出し、遮断器を遮断するリレーである。過電

流リレーは、一般的に事故電流が大きい時には速く、小さい時には遅く動作するが送電線の

溶断よりも速く事故電流を遮断し、送電線の溶断を防止する。過電流リレーは、安価で保護

システムを容易に構築することができる長所を有するが、系統の拡大や複雑化に伴いリレー

整定が複雑化し、事故点・事故状況によっては誤動作、不動作など的確に動作しない懸念が

ある。そこで、本プロジェクトでは、下記特長を有する距離リレー（ANSI Device No.21）、差

動リレー（ANSI Device No.87）の適用を提案する。 

【距離リレー：ANSI Device No.21】 

距離リレーは、送電線事故時の事故電流と電圧を用い事故点までのインピーダンスを求め、

事故を判別し、遮断器を動作させるものである。送電線のインピーダンスは、ほぼその距離

に比例することから距離リレーまたはインピーダンスリレーと呼ばれている。距離リレーは、

リレー設置点から事故点までのインピーダンスで事故を判定するため、事故区間の判別が過

電流リレーよりも確実となり、次区間との協調も容易に図ることができる。また、送電線に

分岐負荷がある場合も事故判別が容易となりその汎用性は高い。しかしながら、送電線距離

が短い場合やループ運用時には、事故点・事故状況により事故判別が困難となる場合があり、

日本ではループ運用時には、距離リレーを適用しないことが多い1。 

【差動リレー：ANSI Device No.87】 

差動リレーとは、送電線の両端に設置したリレーが相互に事故電流の情報を交換し、送電

線事故時に、保護区間内か区間外を判別して遮断器を動作させるものである。差動リレー適

用には、送電線両端に設置されたリレーで事故電流の情報を高速で交換する必要があるため、

通信には光ケーブルなどが用いられる。差動リレーは、その動作原理から複雑な系統構成で

も確実に系統を保護できる長所を有するが、高速通信が必要であることや送電線分岐負荷の

2 次側事故などは送電線の事故と判別が困難となることなど短所を有するため送電線保護適

用時には、設備構成を考慮し、適用可否を検討する必要がある。 

2) 送電線保護の基本計画 

本プロジェクトでは、前述の各保護リレー方式の特質を考慮し、今回増強を計画している

発変電所には図 3-2-2.17、表 3-2-2.26 に示す保護リレーを適用することを提案する。なお、

今回の送電線保護の検討にあたっては、本プロジェクトで増強する設備のみを考慮しており、

増強を行わないアイメリーク発電所や IPP プロジェクトで整備される発変電設備は考慮して

いない。 

                                                        
1 海外では、距離リレーの動作状態を高速で通信する転送機能を付加し、ループ運用時にも、距離リレーを適用

する場合がある。 
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【基本的な考え方】 

 現在のパラオの送電網は過電流リレーにて保護されているが、マラカル発電所からコク

サイ変電所を経由して北部系統まで含めると送電線区間が多くなるため、過電流リレー

では保護協調を図ることが困難となる。そのため、本プロジェクトでは、主保護には過

電流リレーは適用しないこととする。しかしながら、アイメリーク発電所など既設発電

所に過電流リレーが適用されていることから過電流リレーを後備保護として適用するこ

ととする。主保護不動作の場合等おいても設備損傷をさけるために過電流リレーを後備

保護として適用する。 

 送電線に分岐負荷が存在する（今後計画されている）両端の保護リレーは、主保護とし

て距離リレーを適用する。 

 比較的送電線距離が短く、通信線として光ファイバーケーブルが敷設されている送電線

の両端の保護リレーは、主保護として差動リレーを適用する。なお、本プロジェクトで

は該当する箇所がないため、差動リレーは選定しない。 

マラカル発電所

GG

アイメリーク発電所

GG

34.5kV/13.8kV
15MVA

34.5kV/13.8kV

34.5kV/13.8kV
6.25MVA

日本－パラオ友好橋（JP橋）

コクサイ変電所

34.5kV/13.8kV
15MVA

アイライ変電所

空港

コロール

IPP事業者が太陽光発電設備を接続（フェーズⅠ）

IPP事業者が開閉設
備を計画

バベルダオブ島南部への配電

バベルダオブ島北部へ

21+51

21+51 21+51

21+51

21+51

21+51 21+51

リレー方式の凡例

87 : 差動リレー

21 : 距離リレー

51 : 過電流リレー

黒字 : 主保護 

赤字 : 後備保護

No.1

No.2
No.3

No.4

21+51

出典：調査団作成 

図 3-2-2.17 各発変電所の保護リレー方式  
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表 3-2-2.26 34.5kV送電線の保護方式 

No. 送電線 
適用する 

保護リレー 
考え方と留意事項 

1 

マラカル発電所 

～アイライ変電所 

 

主保護：距離リレー（21） 

後備保護：過電流リレー（51） 

・送電線に複数の分岐負荷が存在するため、距離リレーを

適用する（既設送電線にホテルなどの大規模需要家が分

岐負荷として存在）。 

・迅速かつ確実に系統保護を行うために動作状態を高速

で通信する転送機能を付加することとする（光ファイバーケ

ーブルを使用）。 

2 
マラカル変電所 

～コクサイ変電所 

主保護：距離リレー（21） 

後備保護：過電流リレー（51） 

・将来建設が計画されているエサール変電所が分岐負荷

となるため距離リレーを適用する。 

・迅速かつ確実に系統保護を行うために動作状態を高速

で通信する転送機能を付加することとする（光ファイバーケ

ーブルを使用）。 

3 
アイライ変電所 

～アイメリーク発電所 

主保護：距離リレー（21） 

後備保護：過電流リレー（51） 

・送電線に複数の分岐負荷が存在するため、距離リレーを

適用する。 

・アイメリーク発電所の保護リレーは既設設備を利用する

ことから、保護協調を詳細に検討する必要がある。 

（当面、コクサイ変電所側のみ 21+51 を設置。） 

4 
アイメリーク発電所～

コクサイ変電所 

主保護：距離リレー（21） 

後備保護：過電流リレー（51） 

・同上 

（当面、コクサイ変電所側のみ 21+51 を設置。） 

出典：調査団作成 

本プロジェクトで整備する送配電設備に保護リレー選定の考え方と留意事項は表 3-2-2.26

に示したが、IPP 事業による送変電設備の構成や系統運用方法（例えば通常ループ運用を行う

か否かなど）により保護リレーに要求される機能も異なるため、これらの条件を明確にし、

詳細に検討した上で、既設設備との協調も踏まえて保護リレー方式を選定する必要がある。 

3-2-3 概略設計図 

本プロジェクトの概略設計図は、添付資料 6 に示す。 

3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の枠組みに基づいて実施されるため、我が国政府

により事業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文（E／N）及び JICA（国際協力機構）

とパラオ政府との贈与契約（G／A）が取り交わされた後に実施に移される。以下に本プロジェ

クトを実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

(1) 事業実施主体 

パラオ側の本プロジェクト実施の実施機関は、PPUC である。PPUC における実施部門は、

本プロジェクトを遂行し、当該設備完成後は、調達設備の運転・維持管理を担う必要がある。

また、本プロジェクトを円滑に進めるために、PPUC は、日本のコンサルタント及び調達業者

と密接な連絡及び協議を行い、本プロジェクトを担当する責任者を選任する必要がある。 

選任された PPUC の本プロジェクトの責任者は、本プロジェクトに関係する PPUC 職員及

び関係機関、並びに各地域の住民等に対して、本プロジェクトの内容を十分に説明・理解さ
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せ、本プロジェクトの実施に対し協力するように啓発する必要がある。 

(2) コンサルタント 

本プロジェクトの機材調達・据付工事を実施するため、JICA より推薦された日本のコンサ

ルタントが PPUC と設計監理業務契約を締結し、本プロジェクトに係わる実施設計と施工監

理業務を実施する。また、コンサルタントは入札図書を作成すると共に、事業実施主体であ

る PPUC に対し、入札実施業務を代行する。 

(3) 調達業者 

我が国の無償資金協力の枠組みに従って、一般公開入札によりパラオ側から選定された日

本国法人の調達業者が、本プロジェクトの建設並びに資機材調達及び据付工事を実施する。 

調達業者は本プロジェクトの完成後も、引き続き交換部品の供給、故障時の対応等のアフ

ターサービスが必要と考えられるため、当該資機材及び設備の引渡し後の連絡調整について

も十分に配慮する必要がある。 

(4) 技術者派遣の必要性 

本プロジェクトは、マラカル発電所、アイライ変電所、コクサイ変電所内において、土木・

建築工事、変電設備据付工事を行う変電所建設工事、そして、約 32.0km の 34.5kV 架空線建

設工事及び約 3.0km の 34.5kV 地中ケーブル敷設工事からなる複合工事であり、複数の工事班

により執り行われるため、お互いに調整のとれた施工が必要である。また、それら各種工事

の大部分が並行して実施されるため、工程・品質・出来形及び安全管理のため、我が国の無

償資金協力のスキームを理解し、工事全体を一貫して管理・指導出来る現場主任を日本から

派遣することが不可欠である。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) パラオの建設事情と技術移転 

前述（3-2-1-5 参照）したように、パラオでは、総合建設業者や電気工事会社が複数社あり、

パラオ内での労働者、工事用車両、建設工事機材等の現地調達並びに、本プロジェクトの施

設建設工事及び送配電線路建設に係る土木工事は、現地業者への発注が可能である。ただし、

本プロジェクトの納期を確実に守ること、並びに 34.5kV 送電線及び 13.8kV 配電線の工事事

情を考慮すると、工程管理、品質管理及び安全管理のためには、日本人技術者の現地派遣は

必須である。 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本側とパラオ側の施工負担区分の内、34.5/13.8kV 変電所の増強、34.5kV 送電線建設（架空

線並びに地中埋設ケーブル）については、日本側で機材調達、据付工事・試験・調整及び必要

な土木工事を実施する。パラオ側は、既設変電設備の撤去作業等を担当する。なお、詳細な我

が国とパラオ側の施工負担区分は、表 3-3.1 に示すとおりである。 
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3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の趣旨を踏まえ、実施設計

業務・施工監理業務について一貫したプロジェクトチームを編成し、円滑な業務実施を図る。

本プロジェクトは、変電所建設工事と送配電線工事との複合的な工事であり、かつ変電所建設

工事において既設変電設備との連携、及び送配電線工事において既設送電線との連続的な接続

切替工事を行う等、現地にて PPUC との調整のもと監理を進めていく必要があること等から、

コンサルタントは施工監理段階において現地に最低限 1 人の技術者を常駐させ、総合的な工程

管理、品質管理、出来形管理及び安全管理を実施する。また、機器の据付、試運転・調整、引渡

し試験等の工事進捗に併せて、常駐監理技術者とは他の専門技術者を派遣し、調達業者が実施

するそれらの施工監理を行う。更に、国内で製作される資機材の工場立会検査及び出荷前検査

には国内の専門家が参画し、資機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行

う。 

(1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に

示された品質、出来形及び資機材の納期を確保すると共に、現場での工事が安全に実施され

るように、調達業者を監理・指導することを基本方針とする。以下に主要な施工監理上の留

意点を示す。 

(2) 工程管理 

調達業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程及びその実際

の進捗状況との比較を各月または各週に行い、工程遅延が予測されるときは、調達業者に対

し注意を促すと共に、その対策案の提出と実施を求め、契約工期内に工事及び資機材の調達

が完了する様に指導を行う。計画工程と進捗状況の比較は主として以下の項目による。 

① 資機材搬入実績確認（変電・送電資機材及び土木・建築工事資機材） 

② 仮設工事及び建設機械準備状況の確認 

③ 技術者、技能工、労務者等の歩掛と実数の確認 

(3) 安全管理 

調達業者の責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害及び、第三者に対する

事故を未然に防止するための安全管理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のと

おりである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車輌、運搬機械等の運行ルート策定と安全走行の徹底 

④ 労働者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 
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(4) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本プロジェクトの実施担当者の相互関係は、図 3-2-4.1 のとおりであ

る。 
 

日本国政府 交換公文 パラオ政府 

 
  

ＪＩＣＡ 贈与契約  

  ＭＰＩＩ 

  ＰＰＵＣ 

・実施設計の承認 
  

・入札図書の承認   

・各契約書の認証  ＊工事請負契約 

・工事進捗報告等 ＊コンサルタント契約 
 

 

  

   

日本のコンサルタント 施工監理 日本の調達業者 

・実施設計図の作成  ・資機材の調達 

・入札仕様書の作成  ・資機材の輸送 

・入札業務の代行  ・資機材の据付 

・施工監理業務の実施  ・現場試験及び引渡し 

  ・OJT の実施 

＊備考：コンサルタント契約及び業者契約は JICA の認証が必要である。 
出典：調査団作成 

図 3-2-4.1 事業実施関係図 

(5) 施工監督者 

調達業者は、34.5/13.8kV 変電所の増強、34.5kV 送電線建設（架空線並びに地中埋設ケーブ

ル）における工事用資機材を調達すると共に、当該工事に係わる土木・建築工事を実施する。

また同工事実施のために、調達業者はパラオ現地業者を下請け契約により雇用することにな

る。従って、請負契約に定められた工事工程、品質、出来形の確保及び安全対策について、

調達業者は下請け業者にもその内容を徹底させる必要があるため、調達業者は海外での類似

業務の経験を持つ技術者を現地に派遣し、現地業者の指導・助言を行うものとする。また、

変電設備や送電線資機材の据付後の調整・試験等には、所定の技術レベルを有するメーカの

専門技術者を必要とすることから、現地業者の活用は困難であり、我が国から技術者を派遣

し、品質管理、技術指導及び工程管理を行わせる必要がある。 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタントの調達監理技術者は、本プロジェクトで調達される資機材の品質並びにそれ

らの施工／据付出来形が、調達業者によって契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示され

た品質を満足しているかどうかを、下記の項目に基づき監理・照査を実施する。品質／出来形

の確保が危ぶまれる時は、調達業者に訂正・変更・修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会い、または工場検査結果の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 
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④ 資機材の施工図、据付要領書の照査 

⑤ 資機材の試運転・調整・試験・検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・試験・検査の立会い 

⑦ 機材据付施工図・製作図と現場出来形の照査 

⑧ 建築施工図・製作図と現場出来高の照査 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本プロジェクトで調達・据付が行われる送変電設備用資機材は、パラオでは製造されていな

い。このためパラオでは変圧器、開閉設備等全ての変電設備用資機材は、日本、米国、台湾等

の先進国から調達されている。近年では、PPUC の変電設備がシンガポール等から調達され始め

ているが、高圧変電機器に関して、事故・修理等の対応や交換部品調達等の必要なアフターサ

ービス体制を整えている製造会社は少ない。本プロジェクトの送変電設備用資機材の調達先の

選定に当たっては、これらの現地事情を考慮し、パラオ技術者による当該設備の運転維持管理

の容易性、交換部品調達や故障時対応等のアフターサービス体制の有無等に配慮して決定する

必要がある。なお、本プロジェクト完成後に設備・機材の運転・維持管理を担当する PPUC は、

過去の日本の無償資金協力で調達した日本製の変圧器並びに送配電用機材等が、現在も各サイ

トにおいて健全に稼働していること、また主要変電機器の性能の高さ並びに日本メーカのアフ

ターサービス体制に信頼が置けるとしている。このため、本プロジェクトの変電設備資機材は

出来る限り日本製とすることを強く望んでいる。マラカル発電所、アイメリーク発電所、アイ

ライ変電所における変電設備が長期間安定して稼働している実績、パラオ全土の送電網の運用・

維持管理実績、アイメリークの発電所長によれば、過去の無償資金協力で調達したアイメリー

ク発電所が、運転開始後、これまで問題なく順調に運転されているとの報告等からパラオ側の

要望は妥当であると思料する。 

機器据付及び運搬用建設機械については、50 トン級のクレーンやトレーラーが現地でリース

可能であり、本プロジェクトの実施上特に支障はない。 

上記から、本プロジェクトで使用する資機材の調達先は下記のとおりとする。 

(1) 現地調達資機材 

工事用資機材：セメント、砂、コンクリート用骨材、コンクリートブロック、鉄筋、木材、

ガソリン、ディーゼル油、工事用車輌、クレーン、トレーラー、その他仮設用資機材 

(2) 日本国調達資機材 

34.5/13.8kV 変圧器、34.5kV 送電線資機材（鋼材、碍子等） 

(3) 第三国調達資機材（DAC諸国及びASEAN諸国） 

34.5kV ケーブル、13.8kV ケーブル、34.5kV 開閉設備、所内電源設備等 
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3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本プロジェクトの調達機材の初期操作指導並びに運転・維持管理方法に関する指導について

は、工事完了前に製造業者の指導員が運転・維持管理マニュアルにしたがって OJT にて行うこ

とを基本とする。PPUC は、本指導計画を円滑に進めるために、コンサルタント及び調達業者と

密接な連絡・協議を行い、OJT に参加する専任技術者を任命する必要がある。選任された PPUC

の技術者は、計画に参加できなかった他の職員に対して、技術を水平展開し、PPUC の維持管理

能力の向上に協力する必要がある。 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント 

PPUC は、全国の送電網の運転・維持管理を安定的に行っており、系統運用については一定の

技術水準を有している。本プロジェクトにおいては、既存設備と同様のもので、操作方法、系

統保護機能等、運転・維持管理上必要となる技術は、これまでパラオで適用されてきた機材の

技術水準で十分である。したがって、これらの設備の運転・維持管理に係る技術移転について

は、各機材の特性、特徴、仕様を踏まえ、メーカの技術者により、初期操作指導、運用指導を通

じて図る方針とし、系統運用、系統保護等に主眼をおいたコンサルタントによる電力技術の移

転に係るソフトコンポーネントは本プロジェクトに含めない方針とする。 

3-2-4-9 実施工程 

我が国の無償資金協力制度に基づき、図 3-2-4.2 に示すとおりの事業実施工程とした。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2-4.2 事業実施工程表 

  

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（コンサルタント契約 / 現地調査・計画内容最終確認）
（入札図書作成）
（入札図書承認）

（公示・図渡し、内説）
（入札・入札評価・業者契約）

（計 : 5.0 ヶ月）

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（事前確認・打合せ（ｺﾝｻﾙ・先方機関））

（機器製作図作成・承認取得）

（機器製作）

（資機材輸送）

　（Substation Equipment）

　（Transmission Equipment） 　（Transfoemer）

（変電所工事）

（建築建設工事）

（据付工事）

（調整・試運転、初期操作指導、運用指導、検収・引渡し）

（変電所・送電線工事）

（据付工事）

（調整・試運転、初期操作指導、運用指導、検収・引渡し）

（計 : 18.0 ヶ月）

：国内作業

：現地作業
：詳細工程

詳
細
設
計

調
達
実
施
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3-2-5 安全対策計画 

本プロジェクトの対象地域は、治安上の問題が少ない地域が要請されているが、資機材の

盗難防止及び工事関係者の安全確保等には十分留意する必要がある。このため、パラオ側に

よる安全対策上必要な措置を講じることは必須であるが、日本側も、資機材置き場に仮設工

事の一部としてフェンスを設置し、警備員を配置する等の安全対策を考慮することとする。 

3-3 相手国側負担事業の概要 

添付資料 4 及び添付資料 5 で確認された先方負担事項に加え、技術的な観点から現時点で想

定される主な先方負担事項は以下のとおりである。なお、負担事項毎の責任機関名を最右列に

示した。 

表 3-3.1 先方負担事項区分（案） 

No. 負担事項 
日本側 パラオ側 

調達 実施 調達 実施 責任機関 

A. 入札公示前      

1 

日 本 の 銀 行 （ the Agent Bank ） と 銀 行 契 約 （ Banking 

Arrangement: B／A）に署名し、助成金の銀行口座を開設

する。 

- - ● ● MOF 

2 
日本の銀行にコンサルタントへの支いに関するA／P

（Authorization to Pay）を発行する 
- - ● ● MOF 

3 
B／Aに基づく銀行業務のため日本の銀行に以下の手数

料を負担する。 
    MOF 

 1）A／Pの通知手数料 - - ● ●  

 2）A／Pの支払手数料 - - ● ●  

4 

EA / EISを承認し（承認の条件が満たされている場合）、

EMP及びEMoPの実施に必要な予算を確保する（また、承

認の条件がある場合はそれを満たす）。 

- - ● ● PPUC 

5 

必要な予算を確保し、用地取得及び住民移転（移転先の

整備を含む）を実施し、RAPに準拠した全額交換費用で補

償する。 

- - ● ● MOF 

6 

プロジェクトモニタリング報告書の一環として、モニタリング

フォームを使用し、四半期ごとに社会モニタリングを実施

し、モニタリング結果をJICAに提出する。 

- - ● ● PPUC 

7 

以下の用地を確保し、整える。 

（用地取得と補償、樹木の伐採、障害物の除去） 

1）プロジェクトサイト 

-コクサイ変電所、マラカル発電所（必要な場合） 

-通行権(Right of Way)内の34.5kV送電線／13.8kV配電線

（架空線：約32km、地中ケーブル：約3km） 

2）仮設資機材置場 

- - ● ● 
MPII/ 

PPUC 

8 

関係当局（コロール州、アイライ州、ガッパン州、エサール

州、その他の州政府等）から計画、区画、建築許可を取得

する。 

- - ● ● PPUC 

9 

次のサイトを敷きならし、造成する。 

1）サイトの平準化と開墾 

-コクサイ変電所、マラカル発電所（必要な場合） 

● ● - - PPUC 

10 
プロジェクトモニタリングレポートを提出する。 

（詳細設計の結果を含む） 
- - ● ● PPUC 

11 

関係当局（道路当局、コロール州、アイライ州、ガッパン州

及びその他の州政府）からプロジェクト実施の許可を取得

する。 

- - ● ● PPUC 

12 EQPBから土工許可を取得する。 - - ● ● PPUC 
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No. 負担事項 
日本側 パラオ側 

調達 実施 調達 実施 責任機関 

13 
建設現場の近隣住民にプロジェクトを説明し、ステークホル

ダー協議を開催する。 
- - ● ● PPUC 

B. 工事期間中      

1 日本の銀行に調達業者の支払いに関するA／Pを発行す

る。 
- - ● ● MOF 

2 B／Aに基づく銀行業務のため日本の銀行に以下の手数

料を負担する。 
    MOF 

 1）A／Pの通知手数料 - - ● ●  

 2）A／Pの支払手数料 - - ● ●  

3 受入国の荷降港で迅速な荷降ろしと通関手続きを確実に

し、調達業者の内陸輸送を支援する。 
- - ● ● 

MPII/ 

PPUC 

4 機材供与及び関連業務を実施する日本人及び第三国人

がパラオ入国及び滞在するために必要な便宜供与を行う。 
- - ● ● 

MPII/ 

PPUC 

5 製品及びサービスの購入に関して受領者の国で課される

可能性のある関税、内国税及びその他の財政的賦課金の

免除、または助成金を使用せずに指定された当局によって

負担されることを保証する。 

- - ● ● 

MOF/ 

MPII 

 

6 無償資金協力により建設及び調達されるもの以外で、プロ

ジェクト実施に必要となるすべての費用を負担する。 
- - ● ● 

MPII/ 

PPUC 

7 環境、影響を受ける地域社会、一般市民または労働者に

重大な悪影響を及ぼしている、またはもたらす可能性のあ

る事故または事故をJICAに迅速に通知する。 

- - ● ● PPUC 

8 出荷、引き渡し、据付、運用指導等の契約に基づく各作業

の後にプロジェクトモニタリングレポートを提出する。 
- - ● ● PPUC 

9 プロジェクトモニタリングレポート（最終版）を提出する。 

（完成図、機器リスト、写真等を含む） 
- - ● ● PPUC 

10 プロジェクトの完了に関する報告書を提出する。 - - ● ● PPUC 

11 アクセス道路を建設する。 

1）プロジェクトサイト外（必要な場合） 

（プロジェクトサイト内のアクセス道路は日本側が負担す

る） 

- - ● ● PPUC 

12 敷地外でのプロジェクトの実施に必要な配電設備、給排水

設備、その他の付帯設備を提供する。 
- - ● ● PPUC 

13 現場でのプロジェクトの実施に必要な設備、家具、設備を

提供する。 
- - ● ● PPUC 

14 プロジェクトの実施に従事する者の安全を確保する。 - - ● ● PPUC 

15 変電所周辺にフェンス及びゲートを建設する。 

（ただし、アイライ変電所の更新によりフェンスの復旧が必

要な場合は日本側とする） 

- - ● ● PPUC 

16 EMPとEMoPを実施する。 - - ● ● PPUC 

17 プロジェクトモニタリング報告書の一部として、モニタリング

フォームを使用して、四半期ごとに環境モニタリングの結果

をJICAに提出する。 

- - ● ● PPUC 

18 RAP（住民移転計画）を実施する。（必要な場合） - - ● ● MPII/PPUC 

19 プロジェクトモニタリング報告書の一環として、四半期ごと

に、モニタリングフォームを使用して社会モニタリングを実

施し、モニタリング結果をJICAに提出する。 

（被災者の生活が十分に回復していない場合、モニタリン

グ期間が延長される可能性がある。モニタリングの延長

は、PPUCとJICAの合意に基づいて決定される。） 

- - ● ● PPUC 

20 建物の建設と土木工事 ● ● - -  

21 プロジェクトの機器の調達、据付、試験・調整 ● ● - -  

22 交換部品及び消耗品の調達 ● ● - -  

23 保守用道工具の調達 ● ● - -  

24 機材に係る技術指導 ● ● - -  
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No. 負担事項 
日本側 パラオ側 

調達 実施 調達 実施 責任機関 

 ［送電線工事］      

25 
水道管、通信線、不発弾の捜索及び撤去を含む地下埋設

物の調査 
- - ● ● PPUC 

26 

日本側が行う34.5kV送電線据付のための既存電柱付属設

備の再配置工事 

：13.8kV配電線、配電用変圧器、低電圧配電線等 

- - ● ● PPUC 

27 
住民への通知を含む、工事中の34.5kV送電線の一時的な

停電計画 
- - ● ● PPUC 

28 

34.5kV送電線及び13.8kV配電線の既設部分と新設部分と

の接続変更作業 

（PPUC担当者の承認及び立会いにより実施） 

● ● - -  

29 
建柱及びケーブル埋設後の道路の復旧 及び 電柱建替

後の既設電柱の撤去 
● ● - -  

 ［変電所工事］      

30 コクサイ変電所の造成工事 ● ● - -  

31 
関係当局への重量物の輸送許可の申請並びにパラオ港

からプロジェクトサイトまでの道路の改良（必要な場合） 
- - ● ● PPUC 

32 
マラカル発電所のプロジェクトサイト内のアクセス道路と駐

車場の建設 
● ● - -  

33 
住民への通知を含む、工事中の変電所の一時的な停電計

画 
- - ● ● PPUC 

34 

日本側が行う変電設備据付工事のためのアイライ変電

所、マラカル発電所、及びその他の変電所（必要な場合）

の既存の機器の撤去及び廃棄 

- - ● ● PPUC 

C. 工事完了、引渡し後      

1 EMPとEMoPを実施する。 - - ● ● PPUC 

2 

モニタリングフォームを使用し環境モニタリングの結果を、

半年ごとにJICAに提出する。 

（-環境への重大な悪影響が見つかった場合、環境モニタ

リングの期間が延長される可能性がある。 環境モニタリン

グの延長は、PPUCとJICAの合意に基づいて決定される。） 

- - ● ● PPUC 

3 

無償資金協力により建設された施設及び設備を適切かつ

効果的に維持・利用する。 

1）維持管理費の予算配分 

2）運転・維持管理体制 

3）日常点検及び定期点検 

- - ● ● PPUC 

4 撤去した既設機器の廃棄 - - ● ● PPUC 

備考：アルファベット順 
EA ：Environmental Assessment 
EIS ：Environmental Impact Statement 
EMP ：Environmental Management Plan 
EMoP ：Environmental Monitoring Plan 
EoJ ：Embassy of Japan 
JICA ：Japan International Cooperation Agency 
MOF ：Ministry of Finance 
MPII ：Ministry of Public Infrastructure and Industries 
PPUC ：Palau Public Utilities Corporation 
出典：調査団作成 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理 

3-4-1 基本方針 

本プロジェクト地域内の需要家への電力供給信頼度を向上させ、安定した電力供給運営を行

うためには、送変電設備の適切な運転・保守点検（O&M）及びそれらの周辺環境の保全が不可

欠である。このため、各設備の事故発生率を低減させ、信頼性、安全性及び効率の向上を目指

した適切な予防保全と維持管理の実施が望まれる。図 3-4-1.1 に送変電設備の維持管理に関す

る基本的な考え方を示す。これにより、本プロジェクトで調達・据付けられる機材及び建設さ

れる施設の維持管理は、予防保全を中心に実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

図 3-4-1.1 送変電設備の維持管理の基本的な考え方 

本プロジェクトでは、据付工事及び試験調整期間中に、日本の調達業者により派遣される技

術者によって、当該変電設備及び送電設備の運転・維持管理に関する OJT を実施する計画であ

る。併せて日本側から必要な交換部品、試験器具、保守用工具及び運転・維持管理マニュアル

を供与し、供用開始後の運転・維持管理体制について提案することにより、十分その効果を発

揮することが可能となる。 

3-4-2 日常点検と定期点検項目 

3-4-2-1 変電設備の日常点検と定期点検項目 

本プロジェクトで調達・据付けられる変電設備の標準的な定期点検項目は、表 3-4-2.1 に示す

とおりである。同表に示すとおり、変電設備の点検は、①機器の異常発熱、異常音等を人間の

五感により毎日点検する“巡視点検”、②各機器のボルト等の締付け状態、絶縁物の表面汚損状

態等、日常の巡視点検では出来ない荷電部の点検を行う“普通点検”、及び③各機器間のインタ

ーロック機構等の機能点検及び計器類の精度維持を実施する“精密点検”の三種類に分類され

る。通常、普通点検は 1～2 年に 1 度、精密点検は 4 年に 1 度程度実施される。また、配電盤等

に内蔵されているヒューズ、計器、リレー等の性能劣化、絶縁性能の劣化、接点の摩耗並びに

特性が変化する部品は、普通点検及び精密点検時に、部品の特性と使用頻度を確認した上で、

適宜交換することが望ましい。 
  

送変電設備の適切な維持管理 

＊ 保守効率の向上 

＊ 作業効率の向上 

効率性の向上 

＊ 自然災害からの保護 

＊ 人為障害からの保護 

安全性の向上 

＊ 電気の質の向上 

＊ 事故発生の防止 

＊ 事故の影響の最小化 

＊ 事故復旧の迅速化 

＊ 経年劣化の抑制 

信頼性の向上 
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表 3-4-2.1 標準的な変電設備機材の定期点検項目  

点検項目 点検内容（方法） 
巡視 

点検 

普通 

点検 

精密 

点検 

設備外観 

開閉表示器、開閉表示灯の表示状況 ○ ○  

異常音、異常臭の発生の有無 ○ ○  

端子部の加熱変色の有無 ○ ○  

ブッシング、碍管の亀裂、破損の有無及び汚損の状況 ○ ○  

設置ケース、架台等の発錆状況 ○ ○  

温度異常の有無（温度計） ○ ○  

ブッシング端子の締付け状況(機械的チェック) ○ ○  

操作装置 

及び 

制御盤 

各種計器の表示状況 ○ ○ ○ 

動作回数計の指示  ○ ○ 

操作函、盤内の湿潤、発錆の有無及び汚損の状況  ○ ○ 

給油、清掃状況  ○ ○ 

配線の端子締付け状況 ○ ○ ○ 

開閉表示の状態確認  ○ ○ 

漏気、漏油の有無  ○ ○ 

操作前後の圧力確認（SF6 ガス圧等）  ○ ○ 

動作計の動作確認  ○ ○ 

スプリングの発錆、変形、損傷の有無（手入れ） ○ ○ ○ 

各締付け部ピン類の異常の有無  ○ ○ 

補助開閉器、継電器の点検（手入れ）  ○ ○ 

直流制御電源の点検 ○   

測定･試験 

絶縁抵抗の測定  ○ ○ 

接触抵抗の測定   ○ 

ヒータ断線の有無  ○ ○ 

継電器動作試験  ○ ○ 

出典：調査団作成 

3-4-2-2 送電線の日常点検と定期点検項目 

34.5kV 送電線及び 13.8kV 配電線の維持管理は、日常の巡回点検により事故・損傷・破損個所

を発見し、直ちに修復作業を実施することが需要家への最も重要なサービスである。また、送

配電線路の樹木等への接触による地絡事故等が予想される時は、予め樹木の伐採等の予防措置

を取る必要がある。以下に主な日常巡回時の点検項目を示す。 

表 3-4-2.2 送配電線の点検項目 

設備 点検項目 

支持物 コンクリート柱 亀裂、破損、湾曲、傾斜の有無 

支線 腐食、切れ、ゆるみの有無 

腕金 湾曲、傾斜、発錆、腐食の有無 

碍子 亀裂、破損、汚損の有無 

バインドの外れ、切れの有無 

電線 被覆の損傷の有無 

異相電線間、腕金等との接近 

リード線の外れ 

樹木等との接触の有無 

開閉器 

 

ケースの発錆、腐食の有無 

ブッシングの亀裂、損傷、汚損の有無 
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設備 点検項目 

ケーブル ケーブル ケーブル外装の損傷、劣化の有無 

管路 保護管の損傷、変形、発錆、腐食の有無 

立上り防護管キャップの外れ 

ケーブルヘッド 端子カバーの加熱による変色、変形 

三叉管の劣化・損傷 

ブッシングの損傷、汚損 

マンホール 鉄蓋のずれ、がたつきの有無 

鉄蓋の亀裂、損傷の有無 

鉄蓋と路面との段差の有無 

出典：調査団作成 

3-4-3 交換部品購入計画 

3-4-3-1 交換部品の対象設備 

日常の運用において消耗･劣化し、定期的に交換が必要となる部品とし、1 年間に必要となる

数とする。本プロジェクトで調達する交換部品は以下の設備を対象とする。 

(1) 変電設備 

 変圧器 

 34.5kV 開閉設備 

 所内電源装置 

(2) 送電変電設備 

 該当なし 

3-4-3-2 交換部品の調達計画 

本プロジェクトでは、最低限必要な 1 年分の交換部品及び消耗品を日本側にて調達する計画

であり、その項目は表 3-4-3.1 及び表 3-4-3.2 のとおりであるが、継続的な維持・管理のために

PPUC は、本プロジェクト完了の 1 年後までに、必要な交換部品及び消耗品の購入費用を予算

化する必要がある。 
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表 3-4-3.1 本プロジェクトで調達する交換部品一覧表 

No. 消耗品名 単位 数量 

SS-1 主変圧器   

(1) ガスケット各種 組 1 

(2) ブッフホルツリレー 組 1 

(3) 油温度計 組 1 

(4) 油面計 組 1 

(5) 34.5kV ブッシング 組 1 

(6) 13.8kV ブッシング 組 1 

SS-2 34.5kV 開閉装置   

(1) ヒューズ各種 組 1 

(2) MCCB 各種 組 1 

(3) 保護継電器各種 組 1 

(4) 補助継電器各種 組 1 

(5) メーター各種 組 1 

(6) スイッチ各種 組 1 

(7) 引き出し遮断器 組 1 

SS-3 13.8 kV 開閉装置   

(1) ヒューズ各種 組 1 

(2) MCCB 各種 組 1 

(3) 保護継電器各種 組 1 

(4) 補助継電器各種 組 1 

(5) メーター各種 組 1 

(6) スイッチ各種 組 1 

(7) 引き出し遮断器 組 1 

SS-4 所内電源装置   

(1) ヒューズ各種 組 1 

(2) MCCB 及び ELCB 各種 組 1 

(3) メーター各種 組 1 

(4) 保護継電器各種 組 1 

表 3-4-3.2 本プロジェクトで調達する消耗品一覧表 

No. 消耗品名 単位 数量 

SS-1 主変圧器   

(1) シリカゲル 組 1 

3-4-3-3 試験器具・保守用道工具の調達計画 

本プロジェクトにおける主要資機材である変圧器及び変圧器保護装置を対象とし、試験器具・

保守用道工具を検討する。このうち継続的な運用・維持管理のために設備設置当初から備える

べき必要最低限の器具・工具は、表 3-4-3.3 に示すとおりである。 

(1) 変圧器絶縁油耐圧試験器 

電気絶縁油の性能は、変圧器の運転に伴い経年劣化するため、定期的に絶縁油を採取し、

その絶縁破壊電圧を測定記録し、絶縁性能を確認する必要があるため。 
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表 3-4-3.3 本プロジェクトで調達する試験器具・保守用道工具一覧表 

No. 試験器具・保守用道工具名 単位 数量 

MT-1 変圧器絶縁油耐圧試験器 組 1 

 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

1) 積算条件 

① 積算時点：2021 年 9 月 

② 為替交換レート：  

1 US ドル＝111.09 円 （2021 年 6 月から 2021 年 8 月までの TTS 平均値） 

③ 施工・調達期間： 詳細設計並びに機材調達・据付の期間は実施工程に示したとおりで

ある。 

④ その他        ： 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力のスキームに従い実

施される。 

2) 日本側負担経費  

施工・調達業者契約認証まで非公表。 
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3) 相手国側負担経費 

1.54百万米ドル（約 171百万円） 

パラオ側の負担事項内容、および金額は以下に示すとおりである。 
 

No. 負担事項 責任機関 
金額 

(米ドル) 

金額 

(円) 

A. 入札公示前    

1 

日 本 の 銀 行 （ the Agent Bank ） と 銀 行 契 約 （ Banking 

Arrangement: B／A）に署名し、助成金の銀行口座を開設

する。 

MOF - - 

2 
日本の銀行にコンサルタントへの支いに関するA／P

（Authorization to Pay）を発行する 
MOF - - 

3 
B／Aに基づく銀行業務のため日本の銀行に以下の手数

料を負担する。 
MOF 

  

 1）A／Pの通知手数料  250 27,773 

 2）A／Pの支払手数料  1,000 111,090 

4 

EA ／ EISを承認し（承認の条件が満たされている場合）、

EMP及びEMoPの実施に必要な予算を確保する（また、承

認の条件がある場合はそれを満たす）。 

PPUC - - 

5 

必要な予算を確保し、用地取得及び住民移転（移転先の

整備を含む）を実施し、RAPに準拠した全額交換費用で補

償する。 

MOF 462,217 51,347,687 

6 

プロジェクトモニタリング報告書の一環として、モニタリング

フォームを使用し、四半期ごとに社会モニタリングを実施

し、モニタリング結果をJICAに提出する。 

PPUC 240 26,662 

7 

以下の用地を確保し、整える。 

（用地取得と補償、樹木の伐採、障害物の除去） 

1）プロジェクトサイト 

-コクサイ変電所、マラカル発電所（必要な場合） 

-通行権内の34.5kV送電／13.8kV配電線用（約32km） 

2）仮設資機材置場 

MPII／ 

PPUC 
60,000 6,665,400 

8 

関係当局（コロール州、アイライ州、ガッパン州、エサール

州、その他の州政府等）から計画、区画、建築許可を取得

する。 

PPUC 180 19,996 

10 
プロジェクトモニタリングレポートを提出する。 

（詳細設計の結果を含む） 
PPUC - - 

11 

関係当局（道路当局、コロール州、アイライ州、ガッパン州

及びその他の州政府）からプロジェクト実施の許可を取得

する。 

PPUC 420 46,658 

12 EQPBから土工許可を取得する。 PPUC 180 19,996 

13 
建設現場の近隣住民にプロジェクトを説明し、ステークホル

ダー協議を開催する。 
PPUC 1,500 166,635 

 小計 (A)  525,987 58,431,896 

B. 工事期間中    

1 日本の銀行に調達業者の支払いに関するA／Pを発行す

る。 
MOF - - 

2 B／Aに基づく銀行業務のため日本の銀行に以下の手数

料を負担する。 
MOF     

 1）A／Pの通知手数料  250 27,773 

 2）A／Pの支払手数料  22,000 2,443,980 

3 受入国の荷降港で迅速な荷降ろしと通関手続きを確実に

し、調達業者の内陸輸送を支援する。 

MPII/ 

PPUC 
90 9,998 
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No. 負担事項 責任機関 
金額 

(米ドル) 

金額 

(円) 

4 機材供与及び関連業務を実施する日本人及び第三国人

がパラオ入国及び滞在するために必要な便宜供与を行う。 

MPII/ 

PPUC 
90 9,998 

5 製品及びサービスの購入に関して受領者の国で課される

可能性のある関税、内国税及びその他の財政的賦課金の

免除、または助成金を使用せずに指定された当局によって

負担されることを保証する。 

MOF/ 

MPII 

 

90 9,998 

6 無償資金協力により建設及び調達されるもの以外で、プロ

ジェクト実施に必要となるすべての費用を負担する。 

MPII/ 

PPUC 
- - 

7 環境、影響を受ける地域社会、一般市民または労働者に

重大な悪影響を及ぼしている、またはもたらす可能性のあ

る事故または事故をJICAに迅速に通知する。 

PPUC 45 4,999 

8 出荷、引き渡し、据付、運用指導等の契約に基づく各作業

の後にプロジェクトモニタリングレポートを提出する。 
PPUC 90 9,998 

9 プロジェクトモニタリングレポート（最終版）を提出する（完

成図、機器リスト、写真等を含む） 
PPUC 45 4,999 

10 プロジェクトの完了に関する報告書を提出する。 PPUC - - 

11 アクセス道路を建設する。（必要な場合） 

1）プロジェクトサイト外 
PPUC - - 

12 敷地外でのプロジェクトの実施に必要な配電設備、給排水

設備、その他の付帯設備を提供する。 
PPUC 10,000 10,000 

13 現場でのプロジェクトの実施に必要な設備、家具、設備を

提供する。 
PPUC - - 

14 プロジェクトの実施に従事する者の安全を確保する。 PPUC - - 

15 変電所周辺にフェンス及びゲートを建設する。 PPUC 100,000 11,109,000 

16 EMPとEMoPを実施する。 PPUC - - 

17 プロジェクトモニタリング報告書の一部として、モニタリング

フォームを使用して、四半期ごとに環境モニタリングの結果

をJICAに提出する。 

PPUC 360 39,992 

18 RAP（住民移転計画）を実施する。（必要な場合） MPII/PPUC - - 

19 プロジェクトモニタリング報告書の一環として、四半期ごと

に、モニタリングフォームを使用して社会モニタリングを実

施し、モニタリング結果をJICAに提出する。 

（被災者の生活が十分に回復していない場合、モニタリン

グ期間が延長される可能性があります。モニタリングの延

長は、PPUCとJICAの合意に基づいて決定される。） 

PPUC 360 39,992 

 ［送電線工事］      

25 
水道管、通信線、不発弾の捜索及び撤去を含む地下埋設

物の調査 
PPUC 42,000 4,665,780 

26 

日本側が行う34.5kV送電線設置のための既存電柱付属設

備の再配置工事 

：13.8kV配電線、配電用変圧器、低電圧配電線等 

PPUC 200,000 22,218,000 

27 
住民への通知を含む、工事中の34.5kV送電線の一時的な

停電計画 
PPUC 45,000 4,999,050 

 ［変電所工事］      

31 

関係当局への重量物の輸送許可の申請並びにパラオ港

からプロジェクトサイトまでの道路を改良する。（必要な場

合） 

PPUC 10,000 1,110,900 

33 
住民への通知を含む、工事中の変電所の一時的な停電計

画 
PPUC 15,000 1,666,350 

34 

日本側が行う変電設備据付工事のためのアイライ変電

所、マラカル発電所、及びその他の変電所（必要な場合）

の既存の機器の撤去及び廃棄 

PPUC 10,000 1,110,900 

 小計 (B)  455,420 50,592,608 
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No. 負担事項 責任機関 
金額 

(米ドル) 

金額 

(円) 

C. 工事完了、引渡し後    

1 EMPとEMoPを実施する。 PPUC - - 

2 

モニタリングフォームを使用し環境モニタリングの結果を、

半年ごとにJICAに提出する。 

（-環境への重大な悪影響が見つかった場合、環境モニタ

リングの期間が延長される可能性がある。 環境モニタリン

グの延長は、PPUCとJICAの合意に基づいて決定される。） 

PPUC 180 19,996 

3 

無償資金協力により建設された施設及び設備を適切かつ

効果的に維持・利用する。 

1）維持管理費の予算配分 

2）運転・維持管理体制 

3）日常点検及び定期点検 

PPUC 
57,000 

（年度毎*1） 

6,332,130 

 

4 撤去した既設機器の廃棄 PPUC 500,000 55,545,000 

 小計 (C)  557,180 61,897,126 

 合計 (A+B+C)  1,538,587 170,921,630 

*1見積費用は、施設の稼働状況や周辺環境により変動する場合がある。 

3-5-2 運営・維持管理費 

本プロジェクトの対象地域における既設の変電所は、PPUC が維持管理している。本プロジェ

クトで増強される変電所は、供与開始後、PPUC 本部が統括管理の下、送配電部門（Transmission 

& Distribution）が運転・維持管理を担うことになる。本プロジェクトは既設変電所の増強である

ため、新たな雇用は想定しない。 

なお、本プロジェクトで増強される変電所を健全に運用するためには表 3-4-3.1 に示す交換

部品を常備する必要があり、PPUC は必要に応じて予算化（約 43 千米ドル／年：機材費の 1%

未満）しておく必要がある。PPUC の 2019 年の送配電事業にかかる営業費用は約 1,600 千米ド

ルであり、その約 2.7%であるため、本プロジェクトで増強される変電所の維持管理費は予算内

で確保できると考えられる。 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件  

事業実施のための前提条件及び留意事項を以下に示す。 

 可能な限りマラカル発電所～アイメリーク発電所間の連系停止を回避する。 

 送電線の新設部分は事前に建設することで、停電による作業時間を短縮する。 

 アイライ変電所から供給する 13.8kV 空港線などの停電が許されない重要負荷につい

ては、バイパスケーブルや非常用発電機による臨時電力供給を検討する。 

 送電線保護の検討にあたっては、本プロジェクトで新設・改造する設備のみを考慮し

ており、改造を行わないアイメリーク発電所や IPP プロジェクトで整備される発変電

設備は考慮していない。IPP 事業による送変電設備の構成や系統運用方法（例えば通

常ループ運用を行うか否かなど）により保護リレーに要求される機能も異なるため、

これらの条件を明確にし、詳細に検討した上で、既設設備との協調も踏まえて保護リ

レー方式を選定する必要がある。 

 プロジェクト対象地域において環境及び社会への影響範囲に大きな変更が生じないこ

とが事業実施のための前提条件である。また、プロジェクト対象地域の民地所有者に

対して確実に補償が行われるようモニタリングを行う必要がある。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本プロジェクトの全体計画達成には、以下のパラオ側投入（負担）事項が必要となる。「表 3-
3.1 先方負担事項区分（案）」に記載している項目のうち、特に主要な項目を以下に記載する。 

(1) 入札公示前 

1) EA / EIS を承認し（承認の条件が満たされている場合）、EMP および EMoP の実施に

必要な予算を確保する（必要があれば、承認の条件を満たす）。 

2) 必要な予算を確保し、用地取得と第三国定住（第三国定住地の整備を含む）を実施し、

RAP に準拠した全額交換費用で補償する。 

3) 以下の土地を確保・造成する 
（用地取得と補償、樹木の伐採、障害物の除去） 

a) プロジェクトサイト -コクサイ変電所、マラカル発電所（必要な場合） 
 -通行権（Right of Way）内の 34.5kV 送電線/13.8kV 配電線（架空線：約 30km、地中

ケーブル：約 3km） 
b) 仮設資機材置場 

4) 関係当局（コロール州、アイライ州、ガッパン州、エサール州、その他の州政府など）

から計画、区画、建築許可を取得する。 
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5) 関係当局（道路管理者、コロール州、アイライ州、ガッパン州、その他）からプロジ

ェクト実施の許可を取得する。 

6) EQPB の土木許可を取得する。 

(2) 工事期間中 

1) 製品及びサービスの購入に関して受領者の国で課される可能性のある関税、内国税及

びその他の財政的賦課金の免除、または助成金を使用せずに指定された当局によって

負担されることを保証する。 

［送電線工事］ 

2) 水道管、通信線、不発弾の捜索及び撤去を含む地下埋設物の調査 

3) 日本側が行う 34.5kV 送電線設置のための既存電柱付属設備の再配置工事 
・ 13.8kV 配電線、配電用変圧器、低電圧配電線等 

4) 住民への通知を含む、工事中の 34.5kV 送電線の一時的な停電計画 

［変電所工事］ 

5) 住民への通知を含む、工事中の変電所の一時的な停電計画 

6) 日本側が行う変電設備据付工事のためのアイライ変電所、マラカル発電所、及びその

他の変電所（必要な場合）の既存の機器の撤去及び廃棄 

(3) 工事完了後、供与開始後 

1) EMP と EMoP を実施する。 

2) モニタリングフォームを使用し環境モニタリングの結果を、半年ごとに JICA に提出

する。 
（環境への重大な悪影響が見つかった場合、環境モニタリングの期間が延長される可

能性がある。 環境モニタリングの延長は、PPUC と JICA の合意に基づいて決定され

る。） 

3) 無償資金協力により建設された施設及び設備を適切かつ効果的に維持・利用する。  
・ 維持管理費の予算配分 
・ 運転・維持管理体制 
・ 日常点検及び定期点検 

4) 撤去した既設機器の廃棄 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続させるために前提となる外部条件は、以下の通りである。 
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(1) 上位目標に対して 

・ パラオ国の送電整備計画に関する政策が変更されない。 
・ 政治・経済が安定している。 

(2) プロジェクト目標に対して 

・ 運営維持管理が持続的に行われる。 
・ 料金徴収・財政支援が継続される。 
・ 施設のセキュリティーが確保される。 

(3) 期待される成果に対して 

・ 発電設備が十分に稼働する。 
・ 運営・維持管理計画が実施される。 
・ 接続費用・電気料金を住民（政府）が負担できる。 
・ IPP 事業による太陽光発電設備の運用開始が大幅に遅延しない。 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

以下に示す通り、本プロジェクトはパラオの開発計画やエネルギー政策の実現に資するとと

もに、一般国民に裨益するものであることから、協力対象事業の妥当性は高いと判断される。 

(1) 裨益人口 

本プロジェクトの実施により、コロール州、アイライ州、ガッパン州、エサール州の住民

約 14,800 人1に対し、安定した品質の良い電力が供給される。 

(2) 緊急性 

パラオでは、自然災害や送変電設備のトラブルに起因する事故停電や計画停電が度々発生

しており､住民の生活環境の悪化、公共サービスの低下、観光産業への打撃、といった問題を

引き起こしており、本プロジェクトの実施により緊急的に改善することが求められている。 

(3) 公共施設の安定した運営への貢献 

パラオで度々発生する停電は、空港施設、公立病院、上下水道施設等の安定した運営を阻

害しており、大規模停電が発生するたびに非常用発電機を配置するなど、緊急対策を余儀な

くされている。 

本プロジェクトの実施により電力供給信頼性が向上することで、公共施設の停電が回避さ

れ、これらの施設の安定した運営に貢献する。 
  

                                                        
1 2015 年人口センサスによると、上記人口はパラオ全国人口の約 84%に当たる。 
 2015 Census of Population, Housing and Agriculture Tables, パラオ財務省（Ministry of Finance） 
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(4) 運営・維持管理能力 

PPUC は、送配電設備及び変電設備の運転・維持管理を日常的に実施しており、同種設備

の運転・維持管理については十分な経験を有している。このため、本プロジェクトで調達、

据付が行われる送配電設備及び変電設備は、実施機関である PPUC の保有する技術力で十分

に運用･維持管理が可能であり、本プロジェクトの実施上、特段の問題はない。 

(5) パラオの開発計画に資するプロジェクト 

パラオ政府は 2017 年に「パラオエネルギーロードマップ」を策定し、2017 年 8 月のパリ

協定において NDC を表明した。NDC の中では、エネルギー、廃棄物、運輸交通セクターに

おける二酸化炭素排出量の削減目標を示し、低炭素化社会の実現に向けたロードマップの実

施を行うことが提言されている。さらに PPUC が策定した「電力系統優先計画 2021–2025
（Electrical Power System Prioritization Plan 2021–2025）」には掲げられている優先プロジェク

トには本プロジェクトで計画される送電網および変電設備の整備が含まれている。 

本プロジェクトは、マラカル島、コロール島、及びバベルダオブ島において送変電設備を

整備することにより、両島における電力供給の信頼性・安定性の向上及び再生可能エネルギ

ー導入の促進を図り、もって住民生活環境の改善、並びに温室効果ガス排出削減に寄与する

ものであることから、上述したパラオ政府のエネルギー政策や開発計画の実現に資するもの

である。 

(6) 環境社会面への影響 

パラオの環境関連法並びに JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき検討を行った。その

結果、工事中に発生する大気汚染並びに騒音・振動については軽微な影響が及ぶものの、パ

ラオ並びに国際的な基準値を下回るものであり、且つ、現況を改善できるものであると評価

された。また、その他の項目についても、対策を講じることにより、影響の回避並びに低減

は可能であると考えられる。 

以上のことから本プロジェクトは、環境社会面において特段の影響を与えるものではない。 

(7) 我が国の無償資金協力のスキーム 

本プロジェクトは、E/N 期限内にプロジェクトが終了すること、といった無償資金協力スキ

ームの枠内で無理のない事業内容と工程計画を策定しており、特段の困難なく実施可能である。 

4-4-2 有効性 

本プロジェクトの目的は、電力供給の信頼性・安定性の向上、再生可能エネルギー導入の促

進、温室効果ガス排出削減、住民生活環境の改善である。これらの評価を行うため、定量的効

果指標として、変圧器容量、温室効果ガス排出量、停電時間・頻度に焦点を当てた。また、住

民生活環境の改善等の定性的効果についてもとりまとめた。 

本プロジェクトの実施により期待される効果は、以下の通りである。 
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(1) 定量的効果 

成果指標 
基準値（2021 年） 

【実績値】 

目標値（2027 年） 

【供用開始 3 年後】 

変圧器容量(MVA) 51.05 61.05 （+10） 

  実施しない場合の発電端電力量： 

 68,200 

送電ロス低減(MWh) 0 実施する場合の発電端電力量：

 65,540 

  差分： 2,660 

送電ロス低減による CO2 排出量の

削減効果（t-CO2/年） 
0 1,921 

IPP 事業 Phase-1 の太陽光発電に

よる CO2排出量の削減効果（t-CO2/

年）（参考） 

0 9,709 * 

停電時間（分/年・軒） 1,621 1,169 

停電頻度（回/年・軒） 30.82 23.67 

注記：変圧器容量（MVA）は、アイライ変電所の差分（5MVA）とマラカル発電所の差分（5MVA）で、合計 10MVA
の増容量となる。その他の定量的効果の与条件や計算根拠については添付資料 9, 10 に詳述する。 
＊IPP 事業による太陽光発電設備の運用開始が出来ない場合、CO2 排出量削減効果の低下が見込まれる。 

(2) 定性的効果（プロジェクト全体） 

現状と問題点 
本プロジェクトでの対策 

（協力対象事業） 
計画の効果・改善程度 

パラオでは、マラカル発電所～アイメ

リーク発電所への送電線が 1 回線し

かなく、さらにアイライ変電所が T 分

岐で引き込まれている。故障区間の

みを系統から切り離すことができな

いため、故障発生の復旧までの時

間が長くなる。 

34.5kV 送電線及び 34.5/13.8kV 変

電所の建設を行う。 

34.5kV 送電線を建設することで、故

障時の停電範囲及び停電時間が短

縮されるため、PPUC 職員の負担が

軽減される。 

パラオでは、電力需要が増加する一

方で、送変電設備の容量不足や老

朽化が著しく、供給不安定の大きな

要因となっている。 

34.5kV 送電線及び 34.5/13.8kV 変

電所の建設を行う。 

34.5kV 変電所を建設することで、パ

ラオ全土の電力供給能力の向上に

より住民の生活環境が改善する。 

IPP事業により太陽光発電設備の建

設が実施されることで、現状の系統

では 2027 年にアイライ変電所にお

ける変圧器が過負荷（約 307%）とな

る等、送電容量が不足となり、 IPP

事業フェーズ１、フェーズ２を含めた

太陽光発電設備が供用開始しても、

供給遮断せざるを得ない。 

34.5kV 送電線及び 34.5/13.8kV 変

電所の建設を行う。 

IPP事業により太陽光発電設備の建

設が実施されても発電された電力の

全容量を供給することが可能とな

る。 
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1. 調査団員氏名・所属 
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1. 調査団員氏名・所属 

(1) 第一次現地調査 

 

氏 名 担当業務 所 属 

譲尾 進 総括 

独立行政法人 国際協力機構 
社会基盤部 
資源エネルギーグループ第一チーム 
課長 

中川 義夫 計画管理 

独立行政法人 国際協力機構 
社会基盤部 
資源エネルギーグループ第一チーム 
特別嘱託 

阿部 真 業務主任者/送変電計画 八千代エンジニヤリング（株） 

楫野 宏樹 変電設備 八千代エンジニヤリング（株） 

小枝 一彦 送配電設備 八千代エンジニヤリング（株） 

黒羽子 強平 系統解析 八千代エンジニヤリング（株） 

佐藤 昌孝 調達計画/積算（機材） 八千代エンジニヤリング（株） 

山本 寿幸 施設設計/自然条件調査 八千代エンジニヤリング（株） 

増田 一郎 施工計画/積算（施設） 八千代エンジニヤリング（株） 

石浦 和広 環境社会配慮 八千代エンジニヤリング（株） 

飯島 康夫 地質調査 八千代エンジニヤリング（株） 
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(2) 第二次現地調査 

 

氏 名 担当業務 所 属 

阿部 真 業務主任者/送変電計画 八千代エンジニヤリング（株） 

楫野 宏樹 変電設備 八千代エンジニヤリング（株） 

佐藤 昌孝 調達計画/積算（機材） 八千代エンジニヤリング（株） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 調査日程表 
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2. 調査日程表 

表1 現地調査日程（第一次現地調査） 

 
 

業務主任者（阿部） 調査団（飯島）

1 8月29日 日
移動 ［東京→グア
ム、グアム→コロー
ル]

（他業務に従事） コロール

2 8月30日 月 コロール

3 8月31日 火 コロール

4 9月1日 水 コロール

5 9月2日 木 コロール

6 9月3日 金 コロール

7 9月4日 土 ・資料整理 コロール
8 9月5日 日 ・資料整理 コロール

9 9月6日 月
移動 ［東京→グア
ム、グアム→コロー
ル]

コロール

10 9月7日 火 コロール

11 9月8日 水 コロール

12 9月9日 木 コロール

13 9月10日 金 コロール

14 9月11日 土 コロール
15 9月12日 日 コロール

16 9月13日 月 コロール

17 9月14日 火 コロール

18 9月15日 水 コロール

19 9月16日 木 コロール

20 9月17日 金 コロール

21 9月18日 土 コロール
22 9月19日 日 コロール

23 9月20日 月
移動 ［コロール→グアム、グアム→
東京]

コロール

24 9月21日 火 コロール

25 9月22日 水 コロール

26 9月23日 木 コロール

27 9月24日 金 コロール

28 9月25日 土 コロール
29 9月26日 日 コロール

30 9月27日 月 東京

番号 日付
曜
日

官団員 宿泊地調査団（楫野、小枝、黒羽子、佐
藤、山本、増田、石浦）

調査内容

・資料整理
・資料整理

・送電線ルート調査、変電フィールド調査、土木建築サイト状況調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、再委託業者打合

・JP橋内部調査（PPUCとの合同調査）
・送電線ルート調査、変電フィールド調査、土木建築サイト状況調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、再委託業者打合
・送電線ルート調査、変電フィールド調査、土木建築サイト状況調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、再委託業者打合

・送電線ルート調査、変電フィールド調査、土木建築サイト状況調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、再委託業者打合

・送電線ルート調査、建設事情調査 ・施設計画、地質調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、積算調査、輸送調査

・送電線ルート調査、建設事情調査 ・施設計画、地質調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、積算調査、輸送調査

・送電線ルート調査、建設事情調査 ・施設計画、地質調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、積算調査、輸送調査
・機材仕様検討、フィールドレポート作成
・送電線ルート調査、建設事情調査 ・施設計画、地質調査
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、積算調査、輸送調査
・機材仕様検討、フィールドレポート作成
・送電線ルート調査、協議（PPUCとの合同調査）
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、物価・輸送調査
・建設事情調査 、施設計画、地質調査、機材仕様検討、フィールドレポート作成

・資料整理

・資料整理

移動 ［コロール→グアム、グアム→東京]

・質問票回答協議、系統解析モデル作成、物価・輸送調査
・建設事情調査 ・施設計画、施工計画、地質調査
・機材仕様検討、フィールドレポート作成、現地調査結果概要作成
・質問票回答協議、系統解析モデル作成、物価・輸送調査
・建設事情調査 ・施設計画、施工計画、地質調査
・機材仕様検討、フィールドレポート作成、現地調査結果概要作成
・PPUCへフィールドレポートの提出・説明・協議
・機材仕様検討、フィールドレポート作成、現地調査結果概要作成

・ステークホルダー協議
・機材仕様検討、フィールドレポート作成、現地調査結果概要作成

・PCR検査
・フィールドレポート署名
・JICAパラオ事務所へ第一次現地調査結果報告
・資料整理
・資料整理

Labor Day
・サイト調査

・資料整理

・サイト調査

移動 ［東京→グアム、グアム→コロール]

・PCR検査
・コンポーネント案説明・協議
・協議議事録（M/D）の署名

・送電線ルート調査、変電フィールド調査、協議
・PPUCとの協議（インセプション・レポートの説明、コン
ポーネントの協議）

・PPUCとの協議（インセプション・レポートの説明、コン
ポーネントの協議）

・PPUCとの協議（インセプション・レポートの説明、コン
ポーネントの協議）

・JICAパラオ事務所訪問（インセプション・レポートの説
明）
・MPIIC表敬訪問及び説明・協議（要請内容及び背景、
無償資金協力スキーム、全体工程）
・PPUC（CEO）表敬訪問及び説明・協議（要請内容及
び背景、無償資金協力スキーム、全体工程）
・PPUCとの協議（送変電設備の要請内容に係るコン
ポーネント選定クライテリア、相手国負担事項等）

パラオ入国時の行動制限（1日目）
・PPUCとの協議（現地業務）
・関連資料・情報の収集・分析等

パラオ入国時の行動制限（2日目）
・PPUCとの協議（現地業務）
・関連資料・情報の収集・分析等
パラオ入国時の行動制限（3日目）
・PPUCとの協議（現地業務）
・関連資料・情報の収集・分析等
パラオ入国時の行動制限（4日目）
・PPUCとの協議（現地業務）
・関連資料・情報の収集・分析等
パラオ入国時の行動制限（5日目）
・PPUCとの協議（現地業務）
・関連資料・情報の収集・分析等
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表2 現地調査日程（第二次現地調査） 

 
【略  語】（アルファベット順） 

EoJ  ：Embassy of Japan 
JICA  ：Japan International Cooperation Agency 
MOF  ：Ministry of Finance 
MPII  ：Ministry of Public Infrastructure and Industries 
PPUC  ：Palau Public Utilities Corporation 

番号 日付 曜日 宿泊地

1 6月19日 日 コロール

2 6月20日 月 コロール

3 6月21日 火 コロール

4 6月22日 水 コロール

5 6月23日 木 コロール

6 6月24日 金 コロール

7 6月25日 土 コロール

8 6月26日 日 コロール

9 6月27日 月 東京

[現地調査]
1. 送電ルートのうち、地中ケーブル箇所の確認・協議
2. 配電線（ミューンズ線）の区分開閉器位置の確認
[技術協議]
1. プレゼンテーション（準備調査報告書（案）、相手国負担事項（案）の説明

[技術協議]
1. 配電線の運用に関する追加情報収集（継続）
2. IPP事業の進捗状況の確認
[現地調査]
1. JP橋のケーブルルート調査
2. マラカル変電所変圧器据付位置・基礎寸法の確認

調査団

[PPUC訪問・技術協議]
1. 第二次現地調査の目的・日程の説明
2. 配電線の運用に関する追加情報収集
3. アイライ変電所停電対応及び据付工程に関する確認・協議

移動 ［東京→グアム、グアム→コロール]

・MPII大臣訪問、第二次現地調査の目的・日程の説明
・免税手続きにかかる調査（Customs Office, Tax Office）
・テクニカルノート（案）作成・協議

・資料整理

・IPP事業の進捗状況の確認

・PCR検査
・テクニカルノート調印

移動 ［コロール→グアム、グアム→東京]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 関係者（面談者）リスト 
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3. 関係者（面談者）リスト 

 

パラオ公共基盤・産業省 

Ministry of Public Infrastructure & Industries (MPII) 

Mr. Charles Obichang  Minister 
 
パラオ公共事業公社 

Palau Public Utility Corporation (PPUC) 

Mr. Frank Kyota   Chief Executive officer (CEO) 
Mr. Anthony Rudimch  Manager, Project Planning & Implementation Division 
Mr. Hansen Uchel  SCD IT/Meter Tech. 
Mr. Robert Patris  Manager, Transmissino & Distribution Division 
Mr. Ramon M. Adelbai  Mechanical Engineer, Project Planning & Implementation Division 
Mr. Keyukl T. Siabang  Procurement/Inventory Clerk 
Mr. Ronald Ngiratrang  Surveyors/Estimator/Planner 
Mr. David Bai   Environment Safeguard Officer, Project Planning & Implementation Division 
Mr. Tito Cabunagan  Manager, Power Generation Division 
Mr. James Mengeolt  Manager, System Control Division, Electric Power Operations 
Mr. Aloysius Pablo  App Mechnical Engineer 

 
環境保全局 

Environmental Quality Protection Board (EQPB) 

Ms. Keliu Basilius  Manager, Education and Outreach Program 
Ms. Metrik Kimie Ngirchechol Laboratory Supervisor 

 

国土調査局 

Bureau of Land and Survey (BLS) 

Mr. Jovan Isaac   Chief 
 

パラオ保全協会 

Palau Conservation Society (PCS) 

Ms. Michelle Ngirutang  Director 
 

パラオ国土資源情報システム 

Palau Automated Land and Resource Information System (PALARIS) 

Ms. Darlynne Takawo  GIS Analysist II 
 

ガスパン州政府 

Ngatpang State Government 

Ms. Francesca Otong  Governor 
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アイライ州政府 

Airai State Government 

Mr. Collins   Special Assistant 
 

アジア開発銀行 

Asian Development Bank (ADB) 

Mr. Masayuki Kanda  Senior Public-Private Partnership Specialist 
 

JICAパラオ事務所 

JICA Palau Office 

小林 龍太郎   所長 

佐上 裕俊   企画調査員（総合援助調整） 

Olga Sigeo   Program Officer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 協議議事録（Minutes of Discussions） 

(1) 概略設計調査時 

(2) 概略設計概要説明調査時 

  



4. 協議議事録（Minutes of Discussions）
(1) 概略設計調査時
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(2) 概略設計概要説明調査時
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